
第１号議案 

 

第１３回通常総会の招集及び開催について 

 

（案) 

定款・業務規程の一部変更、２０２２年度の事業計画及び予算の決定等について審

議するため、定款第１７条第２項に定める第１３回通常総会を、以下のとおり、招集、

開催する。 

 

（１）開催日時 

   ２０２２年３月１日（火）午前１０時３０分開始 

 

（２）開催場所 

   電力広域的運営推進機関 会議室 

（東京都江東区豊洲六丁目２番１５号） 

 

（３）目的事項 

  ＜議決事項＞ 

   第１号議案 定款一部変更の件 

   第２号議案 業務規程一部変更の件 

   第３号議案 ２０２２年度事業計画の件 

   第４号議案 ２０２２年度予算決定の件 

第５号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件 

  ＜報告事項＞ 

   （１） 送配電等業務指針一部変更の件 

 

（４）招集通知の発送及びウェブ公表予定日 
      ２０２２年２月１日 招集ご通知（別紙） 

 

 

以   上 

 

【添付資料】 

別紙：第１３回通常総会招集ご通知 
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２０２２年２月１日 

電力広域的運営推進機関 

 

 



 

 



２０２２年２月１日 
会 員 各 位 

東京都江東区豊洲六丁目２番１５号 
電 力 広 域 的 運 営 推 進 機 関 
理 事 長      大 山 力 

 
第１３回通常総会招集ご通知 

 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、本機関の第１３回通常総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げ
ます。 
今回の開催に際しまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総会会場に人が集

まる形式を避けて開催したく、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。 
他方、総会は会員の皆様に対して、本機関の活動についてお時間をいただき説明をさせ

ていただく数少ない場でございます。前回同様下記について取り組んでまいります。 

①事前に議案についての説明動画を配信させていただきます。 
②事前に議案への質問を受け付け、当日、ご質問を可能な限り回答いたします。 
③本総会はインターネット中継を行います。 
 
議決権を保有している会員の皆様におかれましては、別添総会参考書類をご覧いただき、   

２０２２年２月２８日（月曜日）１７時４０分までに、会員情報管理システム（一部の会
員におかれては書面）により議決権を行使いただけますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 
 

１．日  時 ２０２２年３月１日（火曜日）午前１０時３０分 
２．場  所 電力広域的運営推進機関 会議室 

（東京都江東区豊洲六丁目２番１５号） 
会員の皆様の感染リスクを避けるため、特別のご事情がある場合を除きご来場をお控

えいただければ幸いです。なお、事前質問の受付・インターネット中継については、本

機関ウェブサイト（https://www.occto.or.jp/）にてお知らせ申し上げます。 

３．目的事項 
  議決事項 
   第１号議案 定款一部変更の件 

第２号議案 業務規程一部変更の件 
第３号議案 ２０２２年度事業計画の件 
第４号議案 ２０２２年度予算決定の件 

第５号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件 
  報告事項 
   （１） 送配電等業務指針一部変更の件 
 

以上 

 
１．一部の会員におかれましては、議決権行使書（書面）を送付しております。書面による議決権行使と電磁的方法（会

員情報管理システム）による議決権行使が重複した場合には、電磁的方法による議決権行使を有効といたします。 
２．議決権の集約について、定款第２４条第５項の定めによりグループ会社間で集約先を変更する場合は、あらかじめ、

同条第４項各号に掲げる会員が連名により、集約先の会員の名称を記載した任意様式の届出を提出してください。 
３．複数の電気事業ライセンスを保有している会員が、ライセンスごとに議決権の不統一行使を行う際は、２０２２年２

月２１日（月曜日）１７時４０分までに不統一行使を行う旨及びその理由を通知してください。 
４．総会参考書類に修正が生じた場合は、本機関ウェブサイト（https://www.occto.or.jp/）でお知らせいたします。 

-1-



 
 
総会参考書類 

 

＜議決事項＞ 

第１号議案 定款一部変更の件 

 

１．変更の内容 

 

 定款の一部について、別紙１のとおり、変更いたしたいと存じます。 

 

２．変更の理由 

 

 電気事業法等の改正に対応するためとなります。 

  

（別添） 
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第２号議案 業務規程一部変更の件 

 

１．変更の内容 

 

 業務規程の一部について、別紙２のとおり、変更いたしたいと存じます。 

 

２．変更の理由 

 

 電気事業法等の改正に対応するためとなります。 
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第３号議案 ２０２２年度事業計画決定の件 

 

２０２２年度の事業計画について、別紙３のとおりにいたしたいと存じます。 
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第４号議案 ２０２２年度予算決定の件 

 

２０２２年度の予算について、別紙４のとおりにいたしたいと存じます。 
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第５号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件 

 

本総会にて議決した議案（定款一部変更の件、業務規程一部変更の件、２０２２年度事

業計画決定及び２０２２年度予算決定）の内容については、若干の修正が必要となる可能

性がありますので、議案の趣旨に反しない範囲での修正等を理事会に一任していただきた

いと存じます。 
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＜報告事項＞ 

（１）送配電等業務指針一部変更の件 

 

１．変更の内容 

 

送配電等業務指針の一部について、別紙５のとおり、変更いたします。なお、

本件は２０２２年１月３１日に本機関の理事会において議決済みであり、経済産

業大臣に変更認可申請を行う予定です。 

 

２．変更の理由 

 

電気事業法等の改正に対応するためとなります。 
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別紙１ 

 

 

定款一部変更の件 

 

変更の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更 

【該当条文：第５条第８号の２～第８号の４、 

第３６条第５項第１１号、第５６条の４、 

第６１条の２～第６１条の４（新設）】 

・本機関は、再生可能エネルギー電気特措法に係る交付金（供給促進交

付金、調整交付金及び系統設置交付金）の交付、納付金の徴収、解体

等積立金の管理並びに FIT及び FIPに係る入札業務を行う旨規定 

・本機関は、借入れ又は機関債の発行をすることができ、それらに係る

債務について政府の保証を求めることができる旨、業務上の余裕金、

解体等積立金及び納付金を運用することができる旨規定 

 

２．配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更 

２－１．本機関の総会における議決権、会費・特別会費に関する変更 

【該当条文：第２４条、第５５条（変更）】 

・本機関の総会において、配電事業者は送配電事業者グループ、特定卸

供給事業者は発電事業者グループに分類する旨規定 

・配電事業者の議決権は、従来、一般送配電事業者に配分していた議決

権を、全一般送配電事業者と全配電事業者の総需要電力量の比率に基

づきそれぞれに配分したうえで、各会員平等に配分する等規定 

・特定卸供給事業者の議決権は、発電事業者グループの総議決権を発電

事業者とあわせて各会員平等に配分する旨規定 

・本機関は、配電事業者及び特定卸供給事業者に対し他の会員と同様に

会費を課す旨並びに配電事業者に対し一般送配電事業者と同様に特

別会費を課す旨規定 

２－２．その他、各種関連規定の変更 

【該当条文：第３条、第７条～第１１条、第４３条、第５５条の２、 

第５６条、第５６条の３（変更）】 
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・関連規定において、新たに配電事業者・特定卸供給事業者を適切に位

置付けるべく、各事業者の電気事業法上の義務や事業内容等に合わせ

て変更 

以上 
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更
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７
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４
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２
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７
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４
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
変
更
履
歴
）

 

平
成
２
７
年
４
月
１
日
施
行

 

平
成
２
８
年
４
月
１
日
変
更

 

平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
変
更

 

平
成
３
０
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
元
年
７
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
２
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
５
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
７
月
８
日
変
更

 

令
和
３
年
２
月
１
日
変
更

 

令
和
３
年
４
月
１
６
日
変
更

 

                              

（
変
更
履
歴
）
 

平
成
２
７
年
４
月
１
日
施
行
 

平
成
２
８
年
４
月
１
日
変
更
 

平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
変
更
 

平
成
３
０
年
４
月
１
日
変
更
 

令
和
元
年
７
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
２
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
５
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
７
月
８
日
変
更

 

令
和
３
年
２
月
１
日
変
更

 

令
和
３
年
４
月
１
６
日
変
更

 

令
和
４
年
２
月
１
日
変
更
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
目
的
）
 

第
３
条
 
本
機
関
は
、
電
気
事
業
者
が
営
む
電
気
事
業
に
係
る
電
気
の
需
給
の
状
況
の
監
視
及
び
電
気
事
業
者
に
対
す
る

電
気
の
需
給
の
状
況
が
悪
化
し
た
他
の
小
売
電
気
事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

へ
の
電
気
の
供
給
の
指
示
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
電
気
事
業
の
遂
行
に
当
た
っ
て
の
広
域
的
運
営
を
推
進
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
目
的
）
 

第
３
条
 
本
機
関
は
、
電
気
事
業
者
が
営
む
電
気
事
業
に
係
る
電
気
の
需
給
の
状
況
の
監
視
及
び
電
気
事
業
者
に
対
す
る

電
気
の
需
給
の
状
況
が
悪
化
し
た
他
の
小
売
電
気
事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事

業
者
た
る
会
員
へ
の
電
気
の
供
給
の
指
示
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
電
気
事
業
の
遂
行
に
当
た
っ
て
の
広
域
的

運
営
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
業
務
内
容
）

 

第
５
条
 
本
機
関
は
、
第
３
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
各
号
の
業
務
を
行
う
。

 

一
～
八
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

     （
新
設
）
 

 （
新
設
）
 

九
・
十
 
（
略
）

 

（
業
務
内
容
）
 

第
５
条
 
本
機
関
は
、
第
３
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
各
号
の
業
務
を
行
う
。

 

一
～
八
 
（
略
）
 

八
の
二
 

 再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
２
３
年
法
律
第
１
０
８
号
。

以
下
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
」
と
い
う
。）

第
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
供
給
促
進
交
付
金
（
以

下
単
に
「
供
給
促
進
交
付
金
」
と
い
う
。）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す

る
調
整
交
付
金
（
以
下
単
に
「
調
整
交
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
系
統
設
置
交
付
金
（
以
下
単
に
「
系
統
設
置
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
並
び
に
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
１
条
第
１
項
及
び
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
徴
収
を
行
う
こ
と
。

 

八
の
三

 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
１
３
の
規
定
に
よ
る
解
体
等
積
立
金
の
管
理
を
行
う
こ

と
。
 

八
の
四
 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
７
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
を
実
施
す
る
こ
と
。

 

九
・
十
 
（
略
）
 

（
用
語
）
 

第
７
条
 
（
略
）

 

２
 
こ
の
定
款
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）

 

六
 
「
送
電
系
統
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
送
電
事
業
者
た
る
会
員
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
流
通
設
備

を
い
う
。

 

七
 
「
地
内
基
幹
送
電
線
」
と
は
、
最
上
位
電
圧
か
ら
２
階
級
（
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
が
２
５
０
キ
ロ
ボ
ル
ト

未
満
の
と
き
は
最
上
位
電
圧
）
の
送
電
線
を
い
う
。

 

 八
 
（
略
）

 

九
 
「
広
域
連
系
系
統
」
と
は
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
流
通
設
備
を
い
う
。
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

ウ
 
最
上
位
電
圧
か
ら
２
階
級
（
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
が
２
５
０
キ
ロ
ボ
ル
ト
未
満
の
と
き
は
最
上
位
電

圧
）
の
母
線

 

エ
 
最
上
位
電
圧
か
ら
２
階
級
を
連
系
す
る
変
圧
器
（
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
が
２
５
０
キ
ロ
ボ
ル
ト
未
満
の

と
き
は
対
象
外
。）

 

十
～
十
四
 
（
略
）
 

（
用
語
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

２
 
こ
の
定
款
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）
 

六
 
「
送
電
系
統
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
維
持
し
、
及
び
運
用

す
る
流
通
設
備
を
い
う
。
 

七
 
「
地
内
基
幹
送
電
線
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
か
ら
２
階
級
（
一

般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
が
２
５
０
キ
ロ
ボ
ル
ト
未
満
の
と
き
は
最
上
位
電
圧
）

の
送
電
線
を
い
う
。
 

八
 
（
略
）
 

九
 
「
広
域
連
系
系
統
」
と
は
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
流
通
設
備
を
い
う
。

 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

ウ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
か
ら
２
階
級
（
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

の
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
が
２
５
０
キ
ロ
ボ
ル
ト
未
満
の
と
き
は
最
上
位
電
圧
）
の
母
線

 

エ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
か
ら
２
階
級
を
連
系
す
る
変
圧
器
（
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
内
の
最
上
位
電
圧
が
２
５
０
キ
ロ
ボ
ル
ト
未
満
の
と
き
は
対
象
外
。）

 

十
～
十
四
 
（
略
）
 

（
資
格
）
 

第
８
条
 
本
機
関
の
会
員
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
電
気
事
業
者
に
限
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

三
～
五
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

（
資
格
）
 

第
８
条
 
本
機
関
の
会
員
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
電
気
事
業
者
に
限
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
配
電
事
業
者
 

四
～
六
 
（
略
）
 

七
 
特
定
卸
供
給
事
業
者
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
加
入
）
 

第
９
条
 
（
略
）

 

２
 
本
機
関
に
加
入
す
る
手
続
を
と
っ
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
同
号
に
掲

げ
る
日
を
も
っ
て
、
会
員
た
る
地
位
を
取
得
す
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
 
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
電
気
事
業
の
許
可
を
受
け
た
日

 

三
 
特
定
送
配
電
事
業
者
及
び
発
電
事
業
者
 
経
済
産
業
大
臣
へ
の
電
気
事
業
の
届
出
が
受
理
さ
れ
た
日

 

 

３
 
（
略
）

 

（
加
入
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
に
加
入
す
る
手
続
を
と
っ
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
同
号
に
掲

げ
る
日
を
も
っ
て
、
会
員
た
る
地
位
を
取
得
す
る
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
 
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
電
気
事
業
の
許
可
を
受
け
た
日
 

三
 
特
定
送
配
電
事
業
者
、
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
 
経
済
産
業
大
臣
へ
の
電
気
事
業
の
届
出
が
受
理

さ
れ
た
日
 

３
 
（
略
）
 

（
脱
退
）
 

第
１
０
条
 
会
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
電
気
事
業
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
本
機
関
の
会
員
た

る
地
位
を
喪
失
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

 四
 
法
第
２
条
の
８
第
１
項
の
届
出
（
小
売
電
気
事
業
の
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
し
た
場
合

 

五
・
六
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

 七
 
法
第
２
７
条
の
２
５
第
１
項
の
届
出
（
特
定
送
配
電
事
業
の
全
部
の
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
し
た
場
合

 

 八
 
法
第
２
７
条
の
２
９
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
２
７
条
の
２
５
第
１
項
の
届
出
（
発
電
事
業
の
廃
止
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

を
し
た
場
合

 

（
新
設
）
 

 九
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
脱
退
）
 

第
１
０
条
 
会
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
電
気
事
業
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
本
機
関
の
会
員
た

る
地
位
を
喪
失
す
る
。
 

一
～
三
 
（
略
）
 

四
 
法
第
２
７
条
の
１
２
の
８
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
２
７
条
の
１
２
の
２
の
許
可
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
 

五
 
法
第
２
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
小
売
電
気
事
業
の
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
し
た
場
合

 

六
・
七
 
（
略
）
 

八
 
法
第
２
７
条
の
１
２
の
１
３
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
４
条
第
１
項
の
許
可
（
配
電
事
業
の
全
部
の
廃
止
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

を
受
け
た
場
合

 

九
 
法
第
２
７
条
の
２
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
特
定
送
配
電
事
業
の
全
部
の
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
し
た
場
合
 

十
 
法
第
２
７
条
の
２
９
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
２
７
条
の
２
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
発
電
事
業
の
廃
止

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
し
た
場
合

 

十
一
 
法
第
２
７
条
の
３
２
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
２
７
条
の
２
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
特
定
卸
供
給
事

業
の
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
す
る
場
合

 

十
二
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
会
員
の
責
務
）

 

第
１
１
条
 
（
略
）
 

２
 
会
員
は
、
本
機
関
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
次
の
各
号
に
掲
げ
る
責
務
を
負
う
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

四
 
法
第
２
８
条
の
４
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
一
般
送
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
特
定
送
配
電
事
業
に

係
る
電
気
の
需
給
の
状
況
が
悪
化
し
、
又
は
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
本
機
関
が
、
当
該
電
気
の

需
給
の
状
況
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
指
示
に
従
う

こ
と
。
 

３
 
（
略
）

 

（
会
員
の
責
務
）
 

第
１
１
条
 
（
略
）
 

２
 
会
員
は
、
本
機
関
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
次
の
各
号
に
掲
げ
る
責
務
を
負
う
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

四
 
法
第
２
８
条
の
４
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
小
売
電
気
事
業
、
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
一
般
送
配
電
事
業
、
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配
電
事
業

者
た
る
会
員
が
営
む
特
定
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
需
給
の
状
況
が
悪
化
し
、
又
は
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
本
機
関
が
、
当
該
電
気
の
需
給
の
状
況
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
業
務
規
程
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
指
示
に
従
う
こ
と
。

 

３
 
（
略
）
 

（
議
決
権
の
配
分
）

 

第
２
４
条
 
会
員
の
議
決
権
は
、
議
決
権
を
有
す
る
会
員
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
上
で
、
各
グ
ル

ー
プ
の
議
決
権
の
総
数
が
等
し
く
な
る
よ
う
配
分
す
る
。

 

一
 
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
（
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
で
あ
る
者
）

 

（
議
決
権
の
配
分
）
 

第
２
４
条
 
会
員
の
議
決
権
は
、
議
決
権
を
有
す
る
会
員
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
上
で
、
各
グ
ル

ー
プ
の
議
決
権
の
総
数
が
等
し
く
な
る
よ
う
配
分
す
る
。

 

一
 
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
（
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
で
あ
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

 二
 
（
略
）

 

三
 
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
（
発
電
事
業
者
で
あ
る
者
）

 

２
 
（
略
）

 

３
 
第
１
項
各
号
の
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
決
権
の
配
分
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ

 

ア
 
送
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者

 

小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
の
双
方
を
兼
業
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
（
小
売
電
気

事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
の
双
方
に
お
い
て
、
自
己
又
は
親
子
法
人
等
が
議
決
権
を
有
す
る

一
般
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
以
下
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
並
び
に
小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電

事
業
者
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
の
親
子
法
人
等
を
総
称
し
て
「
兼
業
者
」
と
い
う
。）

の
、

小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
決
権
の
合
計
と
同
数
の
議
決
権
を
各
会

員
平
等
に
配
分
す
る
。

 

イ
 
一
般
送
配
電
事
業
者

 

送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
の
総
議
決
権
か
ら
送
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
に
配
分
し
た
議
決
権
の
合

計
を
控
除
し
た
数
の
議
決
権
を
各
会
員
平
等
に
配
分
す
る
。

 

         

４
 
（
略
）

 

５
 
前
項
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
総
会
の
前
日
ま
で
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
会
員
が
連
名
に
よ
り
、
本
機
関
に
対

し
て
、
当
該
会
員
の
う
ち
の
一
の
会
員
の
名
称
を
記
載
し
た
任
意
様
式
の
届
出
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
一
の
会
員

が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
し
、
総
会
の
前
日
ま
で
に
そ
の
届
出
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
項
第
１
号
の
場

合
は
親
法
人
等
が
、
前
項
第
２
号
の
場
合
は
資
本
金
又
は
出
資
の
額
が
最
大
で
あ
る
子
法
人
等
（
複
数
存
在
す
る
場
合

は
、
会
員
名
簿
の
順
番
が
最
も
早
い
子
法
人
等
）
が
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  （
新
設
）
 

る
者
）
 

二
 
（
略
）
 

三
 
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
（
発
電
事
業
者
又
は
特
定
卸
供
給
事
業
者
で
あ
る
者
）

 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
各
号
の
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
決
権
の
配
分
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ

 

ア
 
送
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者

 

小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
の
双
方
を
兼
業
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電

事
業
者
（
小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
の
双
方
に
お
い
て
、
自
己
又
は
親
子
法
人
等

が
議
決
権
を
有
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
を
い
う
。
以
下
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配

電
事
業
者
並
び
に
小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
当
該
一
般
送
配
電
事
業

者
又
は
配
電
事
業
者
の
親
子
法
人
等
を
総
称
し
て
「
兼
業
者
」
と
い
う
。）

の
、
小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ
及
び

発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
決
権
の
合
計
と
同
数
の
議
決
権
を
各
会
員
平
等
に
配
分
す
る
。

 

イ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者

 

送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
の
総
議
決
権
か
ら
送
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
に
配
分
し
た
議
決
権
の
合

計
を
控
除
し
た
数
の
議
決
権
を
、
全
一
般
送
配
電
事
業
者
と
全
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
総
需
要
電
力
量
の
比

率
に
従
っ
て
、
全
一
般
送
配
電
事
業
者
と
全
配
電
事
業
者
に
議
決
権
を
配
分
し
た
う
え
で
（
第
４
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
会
員
の
総
体
を
一
の
会
員
と
み
な
す
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
員
の
う
ち
議
決
権
を
有
す
る
一
の
会
員

が
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
員
の
総
体
の
需
要
電
力
量
を
当
該
議
決
権
を

有
す
る
一
の
会
員
の
需
要
電
力
量
と
し
、
当
該
会
員
の
う
ち
議
決
権
を
有
す
る
一
の
会
員
が
送
電
事
業
者
又
は
特

定
送
配
電
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
需
要
電
力
量
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。）
、
全
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
全

配
電
事
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
各
会
員
平
等
に
配
分
す
る
。
た
だ
し
、
配
電
事
業
者
の
議
決
権
が
送
電
事

業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
の
議
決
権
を
下
回
る
場
合
に
は
、
配
電
事
業
者
の
議
決
権
が
送
電
事
業
者
及
び
特

定
送
配
電
事
業
者
の
議
決
権
と
同
数
と
な
る
よ
う
、
全
一
般
送
配
電
事
業
者
と
全
配
電
事
業
者
に
議
決
権
を
配
分

す
る
。

 

４
 
（
略
）
 

５
 
前
項
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
総
会
の
前
日
ま
で
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
会
員
が
連
名
に
よ
り
、
本
機
関
に
対

し
て
、
当
該
会
員
の
う
ち
の
一
の
会
員
の
名
称
を
記
載
し
た
任
意
様
式
の
届
出
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
一
の
会
員

が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
し
、
総
会
の
前
日
ま
で
に
そ
の
届
出
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
項
第
１
号
の
場

合
は
親
法
人
等
が
、
前
項
第
２
号
の
場
合
は
資
本
金
又
は
出
資
の
額
が
最
大
で
あ
る
子
法
人
等
（
複
数
存
在
す
る
場
合

は
、
会
員
名
簿
の
順
番
が
最
も
早
い
子
法
人
等
）
が
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者

に
つ
い
て
は
、
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当

該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

６
 
一
の
会
員
が
、
同
一
の
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
複
数
の
事
業
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
、
そ
の
会
員
が
営
む
複
数
の
事
業
の
う
ち
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
順
序
で
、
最
初
の
事
業
を
営
む
者
と
し

て
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
他
の
事
業

を
営
む
場
合
を
除
き
、
一
の
会
員
が
、
総
会
の
前
日
ま
で
に
、
本
機
関
に
対
し
て
、
同
一
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
一
の
事
業

の
名
称
を
記
載
し
た
任
意
様
式
の
届
出
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
一
の
事
業
を
営
む
も
の
と
し
て
、
前
各
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。
 

一
 
送
配
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ

 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
、
特
定
送
配
電
事
業
者
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

二
 
小
売
電
気
事
業
者
グ
ル
ー
プ

 
小
売
電
気
事
業
者
、
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者

 

三
 
発
電
事
業
者
グ
ル
ー
プ
 
発
電
事
業
者
、
特
定
卸
供
給
事
業
者
 

（
理
事
会
の
構
成
・
役
割
）

 

第
３
６
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）

 

５
 
理
事
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
す
る
。

 

一
～
十
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

十
一
～
十
八

 
（
略
）
 

（
理
事
会
の
構
成
・
役
割
）
 

第
３
６
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
理
事
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
す
る
。

 

一
～
十
 
（
略
）
 

十
一
 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
に
基
づ
き
本
機
関
が
行
う
業
務
に
関
す
る
事
項

 

十
二
～
十
九
 
（
略
）
 

（
評
議
員
会
の
設
置
）

 

第
４
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 

３
 
評
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
ご
と
に
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
第
４
７
条
の
規

定
に
よ
り
理
事
長
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
全
国
及
び
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
に
対
す
る
適
正
な
供
給
力
の
確
保
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項

 

 四
～
七
 
（
略
）

 

（
評
議
員
会
の
設
置
）
 

第
４
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
評
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
ご
と
に
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
第
４
７
条
の
規

定
に
よ
り
理
事
長
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
全
国
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
に
対
す
る
適
正
な
供
給
力
の
確
保
状
況
の

評
価
に
関
す
る
事
項
 

四
～
七
 
（
略
）
 

（
特
別
会
費
）

 

第
５
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
は
、
前
条
の
会
費
と
は
別
に
、
毎
年
度
、
特
別
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

２
 
特
別
会
費
の
額
は
、
本
機
関
の
運
営
に
必
要
な
資
金
の
総
額
か
ら
、
前
条
の
会
費
に
よ
る
収
入
及
び
第
５
９
条
に
規

定
す
る
剰
余
金
を
差
し
引
い
た
額
並
び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
需
要
電
力
量
等
を
基
礎
と

し
て
、
理
事
会
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
。

 

３
 
（
略
）

 

（
特
別
会
費
）
 

第
５
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
は
、
前
条
の
会
費
と
は
別
に
、
そ
の
事
業
の
開
始
以
後
に

お
い
て
、
毎
年
度
、
特
別
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
特
別
会
費
の
額
は
、
本
機
関
の
運
営
に
必
要
な
資
金
の
総
額
か
ら
、
前
条
の
会
費
に
よ
る
収
入
及
び
第
５
９
条
に
規

定
す
る
剰
余
金
を
差
し
引
い
た
額
並
び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
需
要
電

力
量
等
を
基
礎
と
し
て
、
理
事
会
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
。

 

３
 
（
略
）
 

（
容
量
拠
出
金
）

 

第
５
５
条
の
２

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
容
量
市
場
に
お
け
る
供

給
力
の
確
保
に
係
る
拠
出
金
（
以
下
「
容
量
拠
出
金
」
と
い
う
。）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
容
量
拠
出
金
の
額
を
算
出
す
る
た
め

に
必
要
な
情
報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
必
要
な

情
報
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
（
略
）

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
か
ら
の
容
量
拠
出
金
の

請
求
を
受
け
て
か
ら
１
か
月
以
内
に
容
量
拠
出
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
容
量
拠
出
金
）
 

第
５
５
条
の
２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
容
量
市

場
に
お
け
る
供
給
力
の
確
保
に
係
る
拠
出
金
（
以
下
「
容
量
拠
出
金
」
と
い
う
。）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
容
量
拠
出
金
の
額
を

算
出
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
の
求
め
に

応
じ
、
必
要
な
情
報
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
（
略
）
 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
か
ら
の

容
量
拠
出
金
の
請
求
を
受
け
て
か
ら
１
か
月
以
内
に
容
量
拠
出
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
電
源
入
札
拠
出
金
）

 

第
５
６
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
電
源
入
札
等
に
係
る
拠
出
金
（
以
下
「
電
源
入
札
拠

出
金
」
と
い
う
。）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
電

源
入
札
拠
出
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
入
札
拠
出
金
）
 

第
５
６
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
電
源
入
札
等
に
係
る
拠
出
金
（
以

下
「
電
源
入
札
拠
出
金
」
と
い
う
。）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
指
定
さ
れ

た
期
限
ま
で
に
電
源
入
札
拠
出
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
災
害
等
扶
助
拠
出
金
）

 

第
５
６
条
の
３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
毎
年
度
、
災
害
等
復
旧
費
用
の
一
部
に
充
て
る

た
め
の
交
付
に
係
る
拠
出
金
（
以
下
「
災
害
等
扶
助
拠
出
金
」
と
い
う
。）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 ２
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
災

害
等
扶
助
拠
出
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
災
害
等
扶
助
拠
出
金
）
 

第
５
６
条
の
３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
毎
年
度
、
災
害
等
復
旧
費
用

の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
交
付
に
係
る
拠
出
金
（
以
下
「
災
害
等
扶
助
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
指
定
さ
れ

た
期
限
ま
で
に
災
害
等
扶
助
拠
出
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
新
設
）
 

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
促
進
に
係
る
納
付
金
）

 

第
５
６
条
の
４
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
給
促
進
交
付

金
、
調
整
交
付
金
及
び
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
小
売
電
気
事
業
者
、
一
般

送
配
電
事
業
者
及
び
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
納
付
金
を
徴
収
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気

特
措
法
１
５
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
零
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と

に
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
そ
の
下
回
っ
た
額
の
納
付
金
を

徴
収
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
借
入
金
及
び
広
域
的
運
営
推
進
機
関
債
）

 

第
６
１
条
の
２
 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
５
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
金
融

機
関
そ
の
他
の
者
か
ら
資
金
の
借
入
れ
（
借
換
え
を
含
む
。）

を
し
、
又
は
広
域
的
運
営
推
進
機
関
債
（
以
下
「
機
関

債
」
と
い
う
。）

の
発
行
（
機
関
債
の
借
換
え
の
た
め
の
発
行
を
含
む
。）

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
本
機
関
は
機
関
債
の
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
新
設
）
 

（
政
府
保
証
）
 

第
６
１
条
の
３
 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
５
３
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
の
借
入
れ
又
は
機
関
債
に
係
る
債
務
に
つ
い

て
、
政
府
の
保
証
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
新
設
）
 

（
余
裕
金
並
び
に
解
体
等
積
立
金
及
び
納
付
金
の
運
用
）

 

第
６
１
条
の
４
 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
５
４
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

２
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
１
５
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に

基
づ
き
、
解
体
等
積
立
金
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
４
１
条
に
お
い
て
準
用

す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
１
５
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
基
づ
き
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
１
条
第
１
項
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
８
条
第
１
項

の
納
付
金
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
新
設
）
 

附
則
（
令
和
 
年
 
月
 
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
定
款
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
又
は
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行

す
る
。
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別紙２ 

 

 

業務規程一部変更の件 

 

変更の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更 

【該当条文：第６４条の３、第１８章（新設）】 

・本機関は、再生可能エネルギー電気特措法に係る交付金（供給促進交

付金、調整交付金及び系統設置交付金）の交付、納付金の徴収、解体

等積立金の管理並びに FIT及び FIPに係る入札業務を行う旨規定 

・本機関は、納付金の徴収等に関する業務規程を定め、経済産業大臣の

認可を受ける等規定 

 

２．配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更 

【該当条文：第２条、第１９条、第２０条、第２３条、第２８条、 

第２９条、第３２条、第３２条の２、第３２条の８、 

第３２条の９、第３２条の１１、第３２条の１２、 

第３２条の２０、第３２条の２１、第３２条の２５、 

第３２条の２７、第３２条の２８、第３２条の３１、 

第３２条の３４、第３２条の３５、第３５条、第５１条、 

第６４条、第６８条の２、第６９条、第７１条、第７３条、 

第７４条、第７５条、第８１条、第８２条、第８９条、 

第９７条～第１０１条、第１０３条、第１０６条、 

第１０７条、第１１１条、第１１３条、第１１４条、 

第１１６条、第１１８条、第１２３条、第１２６条、 

第１３１条、第１３２条、第１４４条、第１４４条の２、 

第１５２条、第１５３条、第１５７条、第１７５条、 

第１７６条の７、第１７６条の９、第１７６条の１０、 

第１７９条、第１８１条、第１８２条、別表１１－１ 

（変更）】 

・関連規定において、新たに配電事業者・特定卸供給事業者を適切に位

置付けるべく、各事業者の電気事業法上の義務や事業内容等に合わせ
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て変更 

 

３．供給計画関係規定の変更 

【該当条文：第３２条（変更）】 

・会員から提出された供給計画に記載された情報のうち、一般送配電事

業者の託送料金に係る原価の算定に必要となる情報を、当該一般送配

電事業者に共有する旨規定 

 

４．新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更 

【該当条文：第１９０条の２（削除）】 

・本機関のインバランス集計業務に係る規定を削除 

 

以上 
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電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

 
業
務
規
程
 
新
旧
対
照
表
 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

平
成
２
７
年
４
月
１
日
施
行

 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
変
更
  

 

業
務
規
程

 

 
     

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

 
         

平
成
２
７
年
４
月
１
日
施
行
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
変
更
      

 

 

業
務
規
程

 

 
     

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
変
更
履
歴
）

 

平
成
２
７
年
４
月
１
日
施
行

 

平
成
２
７
年
４
月
２
８
日
変
更

 

平
成
２
７
年
８
月
３
１
日
変
更

 

平
成
２
８
年
４
月
１
日
変
更

 

平
成
２
８
年
７
月
１
１
日
変
更

 

平
成
２
９
年
４
月
１
日
変
更

 

平
成
２
９
年
９
月
６
日
変
更

 

平
成
３
０
年
４
月
１
日
変
更

 

平
成
３
０
年
６
月
２
９
日
変
更

 

平
成
３
０
年
１
０
月
１
日
変
更

 

平
成
３
１
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
元
年
７
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
２
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
３
月
３
０
日
変
更

 

令
和
２
年
７
月
８
日
変
更

 

令
和
２
年
１
０
月
１
日
変
更

 

令
和
３
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
３
年
４
月
１
６
日
変
更

 

令
和
３
年
７
月
１
日
変
更

 

令
和
４
年
２
月
１
日
変
更
 

                  

（
変
更
履
歴
）
 

平
成
２
７
年
４
月
１
日
施
行
 

平
成
２
７
年
４
月
２
８
日
変
更
 

平
成
２
７
年
８
月
３
１
日
変
更
 

平
成
２
８
年
４
月
１
日
変
更
 

平
成
２
８
年
７
月
１
１
日
変
更
 

平
成
２
９
年
４
月
１
日
変
更
 

平
成
２
９
年
９
月
６
日
変
更
 

平
成
３
０
年
４
月
１
日
変
更
 

平
成
３
０
年
６
月
２
９
日
変
更
 

平
成
３
０
年
１
０
月
１
日
変
更
 

平
成
３
１
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
元
年
７
月
１
日
変
更
 

令
和
２
年
２
月
１
日
変
更
 

令
和
２
年
３
月
３
０
日
変
更
 

令
和
２
年
７
月
８
日
変
更
 

令
和
２
年
１
０
月
１
日
変
更
 

令
和
３
年
４
月
１
日
変
更
 

令
和
３
年
４
月
１
６
日
変
更
 

令
和
３
年
７
月
１
日
変
更
 

令
和
４
年
２
月
１
日
変
更
 

令
和
 
年
 
月
 
日
変
更
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
用
語
）

 

第
２
条

 
（
略
）

 

２
 
本
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一
～
九
 
（
略
）

 

十
 
「
下
げ
代
不
足
」
と
は
、
下
げ
調
整
力
が
不
足
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で

き
な
い
発
電
機
の
出
力
抑
制
に
よ
っ
て
も
電
気
の
余
剰
が
解
消
で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

 

十
一
 
「
周
波
数
調
整
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
、
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
給
区

域
の
周
波
数
の
維
持
に
努
め
る
た
め
、
需
要
に
応
じ
た
電
気
の
供
給
量
を
調
整
す
る
業
務
を
い
う
。

 

十
二
・
十
三

 
（
略
）
 

十
四
 
「
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
」
と
は
、
短
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
な
調
整
力
（
以
下
「
短
周
期
調
整
力
」
と

い
う
。）

が
不
足
し
、
又
は
、
不
足
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
連
系
線
を
介
し
て
他
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
の
調
整
力
を
活
用
し
て
行
う
周
波
数
調
整
を
い
う
。

 

 十
五
 
「
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
」
と
は
、
供
給
区
域
の
下
げ
調
整
力
が
不
足
し
、
又
は
、
下
げ
調
整
力
が
不
足
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
、
連
系
線
を
介
し
て
他
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
調
整
力
を
活
用

し
て
行
う
周
波
数
調
整
を
い
う
。

 

 十
六
・
十
七

 
（
略
）
 

十
八
 
「
マ
ー
ジ
ン
」
と
は
、
電
力
系
統
の
異
常
時
若
し
く
は
需
給
ひ
っ
迫
時
そ
の
他
の
緊
急
的
な
状
況
に
お
い
て
他

の
供
給
区
域
か
ら
連
系
線
を
介
し
て
電
気
を
受
給
す
る
た
め
若
し
く
は
電
力
系
統
を
安
定
に
保
つ
た
め
、
又
は
調
整

力
の
供
給
区
域
外
か
ら
の
調
達
の
た
め
に
、
連
系
線
の
運
用
容
量
の
一
部
と
し
て
本
機
関
が
管
理
す
る
容
量
を
い

う
。
 

十
九
～
二
十
四
 
（
略
）
 

二
十
五
 
「
系
統
連
系
希
望
者
」
と
は
、
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
。）

を

い
う
。
 

二
十
六
 
（
略
）

 

二
十
七
 
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
」
と
は
、「

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調

達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
２
３
年
８
月
３
０
日
法
律
第
１
０
８
号
）
」
を
い
う
。
 

（
新
設
）
 

  二
十
八
 
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
」
と
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
に
定
め
る
認
定
発
電
設
備
を
い
う
。

 

 二
十
九
・
三
十

 
（
略
）
 

三
十
一
 
「
託
送
供
給
契
約
者
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
託
送
供
給
契
約
を
締
結
し
た
者
及

び
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
を
い
う
。

 

 三
十
二
 
「
発
電
契
約
者
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
発
電
量
調
整
供
給
契
約
を
締
結
し
た
者

及
び
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
発
電
事
業
者
た
る
会
員
を
い
う
。

 

三
十
三
 
「
需
要
抑
制
契
約
者
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
需
要
抑
制
量
調
整
供
給
契
約
を
締

結
し
て
い
る
者
を
い
う
。

 

（
用
語
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
本
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一
～
九
 
（
略
）
 

十
 
「
下
げ
代
不
足
」
と
は
、
下
げ
調
整
力
が
不
足
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
オ
ン
ラ

イ
ン
で
調
整
が
で
き
な
い
発
電
機
の
出
力
抑
制
に
よ
っ
て
も
電
気
の
余
剰
が
解
消
で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

 

十
一
 
「
周
波
数
調
整
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
、
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
供
給
区
域
の
周
波
数
の
維
持
に
努
め
る
た
め
、
需
要
に
応
じ
た
電
気
の
供
給
量
を
調
整
す
る
業
務
を
い
う
。
 

十
二
・
十
三
 
（
略
）
 

十
四
 
「
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
」
と
は
、
短
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
な
調
整
力
（
以
下
「
短
周
期
調
整
力
」
と

い
う
。）

が
不
足
し
、
又
は
、
不
足
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
連
系
線
を
介
し
て
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た

る
会
員
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
調
整
力
を
活
用
し
て
行
う
周
波
数
調

整
を
い
う
。
 

十
五
 
「
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
下
げ
調
整
力
が
不
足
し
、

又
は
、
下
げ
調
整
力
が
不
足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
、
連
系
線
を
介
し
て
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
調
整
力
を
活
用
し
て
行
う
周
波
数
調
整
を
い

う
。
 

十
六
・
十
七
 
（
略
）
 

十
八
 
「
マ
ー
ジ
ン
」
と
は
、
電
力
系
統
の
異
常
時
若
し
く
は
需
給
ひ
っ
迫
時
そ
の
他
の
緊
急
的
な
状
況
に
お
い
て
他

の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
か
ら
連
系
線
を
介
し
て
電
気
を
受
給
す
る
た
め
若
し
く
は
電
力
系

統
を
安
定
に
保
つ
た
め
、
又
は
調
整
力
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
外
か
ら
の
調
達
の
た
め
に
、

連
系
線
の
運
用
容
量
の
一
部
と
し
て
本
機
関
が
管
理
す
る
容
量
を
い
う
。

 

十
九
～
二
十
四
 
（
略
）
 

二
十
五
 
「
系
統
連
系
希
望
者
」
と
は
、
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事

業
者
を
除
く
。）

を
い
う
。
 

二
十
六
 
（
略
）
 

二
十
七

 
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
」
と
は
、「

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
２
３
年
法
律
第
１
０
８
号
）
」
を
い
う
。
 

二
十
八
 
「
Ｆ
Ｉ
Ｐ
電
源
」
と
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
交
付
対
象

区
分
等
に
該
当
す
る
認
定
発
電
設
備
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
認
定
発
電

設
備
を
い
う
。
第
２
９
号
に
お
い
て
同
じ
。）

を
い
う
。
 

二
十
九
 
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
」
と
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
調
達
対
象

区
分
等
に
該
当
す
る
認
定
発
電
設
備
を
い
う
。

 

三
十
・
三
十
一
 
（
略
）
 

三
十
二
 
「
託
送
供
給
契
約
者
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
託
送
供
給
契
約

を
締
結
し
た
者
及
び
一
般
送
配
電
事
業
又
は
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
を
い

う
。
 

三
十
三
 
「
発
電
契
約
者
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
発
電
量
調
整
供
給
契

約
を
締
結
し
た
者
及
び
一
般
送
配
電
事
業
又
は
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
発
電
事
業
者
た
る
会
員
を
い
う
。
 

三
十
四
 
「
需
要
抑
制
契
約
者
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
需
要
抑
制
量
調

整
供
給
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
い
う
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

三
十
四
～
四
十
二

 
（
略
）
 

四
十
三
 
「
間
接
送
電
権
」
と
は
、
卸
電
力
取
引
所
が
運
営
す
る
翌
日
取
引
に
お
い
て
、
市
場
分
断
が
発
生
し
た
場
合

に
、
供
給
区
域
間
の
約
定
価
格
の
差
を
精
算
す
る
商
品
を
い
う
。

 

四
十
四
 
「
需
給
調
整
市
場
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
必
要
と
す
る
調
整
力
を
取
引
す
る
市
場
を
い

う
。
 

三
十
五
～
四
十
三
 
（
略
）
 

四
十
四
 
「
間
接
送
電
権
」
と
は
、
卸
電
力
取
引
所
が
運
営
す
る
翌
日
取
引
に
お
い
て
、
市
場
分
断
が
発
生
し
た
場
合

に
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
間
の
約
定
価
格
の
差
を
精
算
す
る
商
品
を
い
う
。

 

四
十
五
 
「
需
給
調
整
市
場
」
と
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
必
要
と
す
る
調
整
力
を
取

引
す
る
市
場
を
い
う
。
 

（
需
要
想
定
要
領
の
策
定
）

 

第
１
９
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
小
売
電
気
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
（
登
録
特
定
送
配
電
事
業

者
に
限
る
。
）
た
る
会
員
が
行
う
需
要
想
定
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
定
め
た
要
領
（
以
下
「
需
要
想
定
要
領
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
公
表
す
る
。

 

一
～
六
 
（
略
）

 

（
需
要
想
定
要
領
の
策
定
）
 

第
１
９
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
、
小
売
電
気
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
（
登
録
特

定
送
配
電
事
業
者
に
限
る
。）

た
る
会
員
が
行
う
需
要
想
定
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
要
領
（
以
下
「
需
要
想
定
要
領
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
公
表
す
る
。

 

一
～
六
 
（
略
）
 

（
需
要
想
定
及
び
需
要
想
定
要
領
の
検
証
）

 

第
２
０
条

 
本
機
関
は
、
供
給
区
域
需
要
の
実
績
に
関
し
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
提
出
を
受
け
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
情
報
そ
の
他
の
本
機
関
が
業
務
を
通
じ
て
得
た
情
報
及
び
知
見
に

基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
過
去
の
需
要
想
定
及
び
需
要
想
定
要
領
の
検
証
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
行
っ
た
検
証
の
考
え
方
及
び
検
証
方
法

 

四
 
（
略
）

 

（
需
要
想
定
及
び
需
要
想
定
要
領
の
検
証
）

 

第
２
０
条
 
本
機
関
は
、
供
給
区
域
需
要
の
実
績
に
関
し
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配

電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
提
出
を
受
け
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
情
報
そ
の
他
の
本
機
関
が
業
務
を
通
じ
て
得
た
情
報
及
び
知
見
に

基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
過
去
の
需
要
想
定
及
び
需
要
想
定
要
領
の
検
証
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
行
っ
た
検
証
の
考
え
方
及
び
検
証
方
法

 

四
 
（
略
）
 

（
全
国
の
需
要
想
定
の
策
定
）

 

第
２
３
条

 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
当
該

会
員
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
提
出
を
受
け
る
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
の
結
果
、
供
給
区
域
需
要
の
想
定
が
妥
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
供
給
区
域
の

一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、
期
限
を
示
し
た
上
で
、
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
見
直
し
及
び
見
直
し
後

の
需
要
想
定
の
提
出
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
見
直
し
後
の
需
要
想
定
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に

準
じ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
、
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
お
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
た
全
て
の
供
給
区

域
需
要
の
想
定
の
合
計
か
ら
な
る
全
国
の
需
要
想
定
を
策
定
す
る
。

 

５
 
本
機
関
は
、
全
国
の
需
要
想
定
を
策
定
し
た
と
き
は
、
全
国
及
び
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
想
定
を
公
表
す
る
。

 

（
全
国
の
需
要
想
定
の
策
定
）
 

第
２
３
条
 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る

会
員
か
ら
、
当
該
会
員
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
提
出
を
受
け
る
。

 

２
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
の
結
果
、
供
給
区
域
需
要
の
想
定
が
妥
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
供
給
区
域
の

一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、
期
限
を
示
し
た
上
で
、
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
見
直

し
及
び
見
直
し
後
の
需
要
想
定
の
提
出
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
見
直
し
後
の
需
要
想
定
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、

前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
、
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
お
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
た
全
て
の
一
般
送

配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
合
計
か
ら
な
る
全
国
の
需
要
想
定
を
策
定
す
る
。

 

５
 
本
機
関
は
、
全
国
の
需
要
想
定
を
策
定
し
た
と
き
は
、
全
国
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
ご
と

の
需
要
想
定
を
公
表
す
る
。
 

（
供
給
計
画
の
取
り
ま
と
め
等
）

 

第
２
８
条

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
供
給
計
画
の
取
り
ま
と
め
に
際
し
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
事
項
を
考
慮
の
上
、
本
機
関
の
業

務
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
照
ら
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
全
国
及
び
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
に
対
す
る
適
正
な
供
給
力
の
確
保
の
状
況
に
関
す
る
事
項
及
び
必
要
な
対
策

に
関
す
る
事
項
（
以
下
「
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
」
と
い
う
。
）

 

三
 
（
略
）

 

３
 
（
略
）

 

（
供
給
計
画
の
取
り
ま
と
め
等
）

 

第
２
８
条
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
供
給
計
画
の
取
り
ま
と
め
に
際
し
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
事
項
を
考
慮
の
上
、
本
機
関
の
業

務
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
照
ら
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
全
国
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
に
対
す
る
適
正
な
供
給
力
の
確
保
の
状
況

に
関
す
る
事
項
及
び
必
要
な
対
策
に
関
す
る
事
項
（
以
下
「
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
」
と
い
う
。
）

 

三
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
供
給
計
画
の
送
付
及
び
公
表
等
）

 
（
供
給
計
画
の
送
付
及
び
公
表
等
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

第
２
９
条

 
本
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
供
給
計
画
に
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

検
討
結
果
を
反
映
の
上
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
意
見
を
付
し
て
、
毎
年
３
月
末
日
ま
で
に
、
経

済
産
業
大
臣
に
送
付
す
る
。

 

一
 
各
供
給
区
域
及
び
全
国
の
供
給
力
に
つ
い
て
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
結
果
、
必
要
な
供
給
力
を
下
回
っ
て
い
る

場
合
は
、
本
機
関
及
び
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
に
お
け
る
供
給
力
の
改
善
に
向
け
た
方
策
と
見
通
し

 

 二
 
各
供
給
区
域
及
び
全
国
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
結
果
、
必
要
な
供
給
力
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
で
、
本
機
関
及

び
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
の
み
で
は
そ
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
が
困
難
な
場
合
の
、
国
に
よ
る
新
た

な
政
策
方
針
等
の
必
要
性

 

三
 
（
略
）

 

２
 
本
機
関
は
、
毎
年
３
月
末
日
ま
で
に
、
供
給
計
画
の
取
り
ま
と
め
の
結
果
を
踏
ま
え
、
各
供
給
区
域
及
び
全
国
の
需

給
及
び
流
通
設
備
に
関
す
る
計
画
並
び
に
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
結
果
を
公
表
す
る
。

 

 ３
 
（
略
）

 

第
２
９
条
 
本
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
供
給
計
画
に
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

検
討
結
果
を
反
映
の
上
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
意
見
を
付
し
て
、
毎
年
３
月
末
日
ま
で
に
、
経

済
産
業
大
臣
に
送
付
す
る
。
 

一
 
各
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
及
び
全
国
の
供
給
力
に
つ
い
て
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
結
果
、

必
要
な
供
給
力
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
、
本
機
関
及
び
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
に
お
け
る
供
給
力
の
改

善
に
向
け
た
方
策
と
見
通
し

 

二
 
各
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
及
び
全
国
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
結
果
、
必
要
な
供
給
力
を
下

回
っ
て
い
る
場
合
で
、
本
機
関
及
び
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
の
み
で
は
そ
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
が

困
難
な
場
合
の
、
国
に
よ
る
新
た
な
政
策
方
針
等
の
必
要
性

 

三
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
毎
年
３
月
末
日
ま
で
に
、
供
給
計
画
の
取
り
ま
と
め
の
結
果
を
踏
ま
え
、
各
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る

会
員
の
供
給
区
域
及
び
全
国
の
需
給
及
び
流
通
設
備
に
関
す
る
計
画
並
び
に
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
結
果
を
公
表
す

る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
供
給
計
画
等
に
関
す
る
情
報
の
共
有
）

 

第
３
２
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
以
外
の
会
員
か
ら
供
給
計
画
の
案
及
び
供
給
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
速
や
か
に
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
共
有
す
る
。

 

 

一
～
三
 
（
略
）

 

２
 
本
機
関
は
、
供
給
計
画
に
記
載
さ
れ
た
発
電
所
の
建
設
計
画
及
び
休
廃
止
計
画
に
係
る
情
報
の
う
ち
、
一
般
送
配
電

事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
た
る
会
員
に
よ
る
適
切
な
流
通
設
備
計
画
の
立
案
の
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
情
報
を
、

当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
た
る
会
員
に
共
有
す
る
。

 

３
 
（
略
）

 

（
新
設
）

 

（
供
給
計
画
等
に
関
す
る
情
報
の
共
有
）

 

第
３
２
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
以
外
の
会
員
か
ら
供
給
計
画
の
案
及
び
供
給
計
画
の
提

出
を
受
け
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
速
や
か
に
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
共

有
す
る
。
 

一
～
三
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
供
給
計
画
に
記
載
さ
れ
た
発
電
所
の
建
設
計
画
及
び
休
廃
止
計
画
に
係
る
情
報
の
う
ち
、
一
般
送
配
電

事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
よ
る
適
切
な
流
通
設
備
計
画
の
立
案
の
た
め
に
必
要
と
考
え
ら

れ
る
情
報
を
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
共
有
す
る
。

 

３
 
（
略
）
 

４
 
本
機
関
は
、
供
給
計
画
に
記
載
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
託
送

料
金
に
係
る
原
価
の
算
定
の
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
情
報
を
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
共
有
す

る
。
 

一
 
最
大
電
力
供
給
計
画
表
 

二
 
電
力
量
供
給
計
画
表
 

三
 
電
気
の
取
引
に
関
す
る
計
画
書

 

四
 
発
電
所
の
開
発
等
に
つ
い
て
の
計
画
書

 

（
容
量
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
）

 

第
３
２
条
の
２

 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
４
０
第
１
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
容
量
市
場
に
お
い
て
、
沖
縄
地
域

及
び
そ
の
他
地
域
の
離
島
を
除
く
全
国
、
並
び
に
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
に
対
し
て
、
必
要
と
な
る
供
給
力
（
以
下
「
必

要
供
給
力
」
と
い
う
。）

を
確
実
に
維
持
し
提
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
電
気
供
給
事
業
者
（
以
下
「
容
量
提
供
事
業
者
」

と
い
う
。）

を
募
集
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
札
（
以
下
総
称
し
て
「
容
量
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。）

を

実
施
す
る
。

 

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
容
量
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
）
 

第
３
２
条
の
２
 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
４
０
第
１
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
容
量
市
場
に
お
い
て
、
沖
縄
地
域

及
び
そ
の
他
地
域
の
離
島
等
（
法
第
２
条
第
１
項
第
８
号
イ
に
規
定
す
る
「
離
島
等
」
を
い
う
。）

を
除
く
全
国
、
並

び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
ご
と
の
需
要
に
対
し
て
、
必
要
と
な
る
供
給
力
（
以
下
「
必
要
供
給

力
」
と
い
う
。）

を
確
実
に
維
持
し
提
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
電
気
供
給
事
業
者
（
以
下
「
容
量
提
供
事
業
者
」
と
い

う
。）

を
募
集
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
札
（
以
下
総
称
し
て
「
容
量
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。）

を
実
施

す
る
。
 

一
・
二
 
（
略
）
 

（
電
源
等
情
報
の
登
録
申
込
み
の
受
付
）

 

第
３
２
条
の
８

 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
者
情
報
の
登
録
を
完
了
し
た
市
場

参
加
資
格
事
業
者
か
ら
、
市
場
参
加
資
格
事
業
者
が
応
札
対
象
と
す
る
発
電
設
備
等
の
名
称
、
供
給
区
域
そ
の
他
必
要

（
電
源
等
情
報
の
登
録
申
込
み
の
受
付
）

 

第
３
２
条
の
８
 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
者
情
報
の
登
録
を
完
了
し
た
市
場

参
加
資
格
事
業
者
か
ら
、
市
場
参
加
資
格
事
業
者
が
応
札
対
象
と
す
る
発
電
設
備
等
の
名
称
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

な
情
報
（
以
下
「
電
源
等
情
報
」
と
い
う
。）

の
登
録
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。

 
る
会
員
の
供
給
区
域
そ
の
他
必
要
な
情
報
（
以
下
「
電
源
等
情
報
」
と
い
う
。）

の
登
録
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。

 

（
電
源
等
情
報
の
審
査
及
び
登
録
完
了
の
通
知
）

 

第
３
２
条
の
９

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
国
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
審
査
に
必

要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。

 

３
・
４

 
（
略
）

 

（
電
源
等
情
報
の
審
査
及
び
登
録
完
了
の
通
知
）

 

第
３
２
条
の
９
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
国
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、

前
項
の
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。

 

３
・
４
 
（
略
）
 

（
市
場
参
加
資
格
事
業
者
の
基
本
情
報
の
変
更
又
は
取
消
の
審
査
及
び
変
更
又
は
取
消
完
了
の
通
知
）

 

第
３
２
条
の
１
１

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
国
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
審
査
に
必

要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。

 

３
・
４

 
（
略
）

 

（
市
場
参
加
資
格
事
業
者
の
基
本
情
報
の
変
更
又
は
取
消
の
審
査
及
び
変
更
又
は
取
消
完
了
の
通
知
）

 

第
３
２
条
の
１
１
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
国
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、

前
項
の
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。

 

３
・
４
 
（
略
）
 

（
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
募
集
要
綱
の
策
定
及
び
公
表
）

 

第
３
２
条
の
１
２

 
本
機
関
は
、
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
に
先
立
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
募
集

要
綱
（
以
下
「
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
募
集
要
綱
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
事
業
者
情
報
の
登
録
を
完
了
し
て
い
る

市
場
参
加
資
格
事
業
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
本
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
等
の
方
法
に
よ
っ
て
公
表
す

る
。

 

一
 
募
集
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
電
源
等
情
報
と
し
て
登
録
し
た
設
備
容
量
の
う
ち
、
実
需
給
年
度
に
お
い
て
供
給
区
域
の
供
給
力
と
し
て
期
待

で
き
る
容
量
（
以
下
「
期
待
容
量
」
と
い
う
。）

の
登
録
申
込
み
の
受
付
期
間

 

ウ
～
カ
 
（
略
）
 

二
～
十
一
 
（
略
）
 

（
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
募
集
要
綱
の
策
定
及
び
公
表
）

 

第
３
２
条
の
１
２
 
本
機
関
は
、
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
に
先
立
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
募
集

要
綱
（
以
下
「
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
募
集
要
綱
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
、
事
業
者
情
報
の
登
録
を
完
了
し
て
い
る

市
場
参
加
資
格
事
業
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
本
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
等
の
方
法
に
よ
っ
て
公
表
す

る
。
 

一
 
募
集
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
電
源
等
情
報
と
し
て
登
録
し
た
設
備
容
量
の
う
ち
、
実
需
給
年
度
に
お
い
て
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の

供
給
区
域
の
供
給
力
と
し
て
期
待
で
き
る
容
量
（
以
下
「
期
待
容
量
」
と
い
う
。）

の
登
録
申
込
み
の
受
付
期
間

 

ウ
～
カ
 
（
略
）
 

二
～
十
一
 
（
略
）
 

（
応
札
の
受
付
、
変
更
、
取
消
）

 

第
３
２
条
の
１
６

 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）

 

４
 
本
機
関
は
、
第
１
項
の
応
札
の
受
付
期
間
の
開
始
前
に
、
国
に
対
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
応
札
の
受
付
、
変
更
、
取
消
）

 

第
３
２
条
の
１
６
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
本
機
関
は
、
第
１
項
の
応
札
の
受
付
期
間
の
開
始
前
に
、
国
に
対
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｐ
電
源
及
び
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
容
量
確
保
契
約
の
締
結
結
果
の
公
表
等
）

 

第
３
２
条
の
２
０

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、
関
係
す
る
供
給
区
域
の
容
量
提
供
事
業
者
の
名
称
及
び
容

量
確
保
契
約
容
量
等
の
情
報
（
以
下
「
容
量
提
供
事
業
者
情
報
」
と
い
う
。）

を
提
供
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
量
提
供
事
業
者
と
の
間
で
容
量
確
保
契
約
を
変
更
又
は
解
約
し
た
場

合
、
前
各
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
容
量
確
保
契
約
を
変
更
又
は
解
約
後
の
情
報
公
表
、
情
報
開
示
及
び
一
般
送
配
電
事

業
者
た
る
会
員
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
。

 

（
容
量
確
保
契
約
の
締
結
結
果
の
公
表
等
）

 

第
３
２
条
の
２
０
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、
関
係
す
る
供
給
区
域
の
容
量
提
供
事
業

者
の
名
称
及
び
容
量
確
保
契
約
容
量
等
の
情
報
（
以
下
「
容
量
提
供
事
業
者
情
報
」
と
い
う
。）

を
提
供
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
量
提
供
事
業
者
と
の
間
で
容
量
確
保
契
約
を
変
更
又
は
解
約
し
た
場

合
、
前
各
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
容
量
確
保
契
約
を
変
更
又
は
解
約
後
の
情
報
公
表
、
情
報
開
示
及
び
一
般
送
配
電
事

業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
。

 

（
追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
判
断
）

 

第
３
２
条
の
２
１

 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
の
上
、
次
年
度
の
必
要
供
給
力
に
か
か
る
追
加
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
実
施
の
要
否
を
判
断
す
る
。
た
だ
し
、
本
機
関
は
、
当
該
判
断
に
先
立
ち
、
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
容

量
提
供
事
業
者
に
対
し
、
容
量
確
保
契
約
の
変
更
又
は
解
約
を
申
し
出
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一
 
（
略
）

 

（
追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
判
断
）

 

第
３
２
条
の
２
１
 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
の
上
、
次
年
度
の
必
要
供
給
力
に
か
か
る
追
加
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
実
施
の
要
否
を
判
断
す
る
。
た
だ
し
、
本
機
関
は
、
当
該
判
断
に
先
立
ち
、
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
容

量
提
供
事
業
者
に
対
し
、
容
量
確
保
契
約
の
変
更
又
は
解
約
を
申
し
出
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一
 
（
略
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

二
 
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
需
給
年
度
に
お
け
る
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
増
減
又
は
予
備
力
及
び
調
整
力
の

適
切
な
水
準
の
変
更
等
に
基
づ
き
見
直
し
た
必
要
供
給
力

 

２
～
６

 
（
略
）

 

二
 
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
需
給
年
度
に
お
け
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の

増
減
又
は
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
の
変
更
等
に
基
づ
き
見
直
し
た
必
要
供
給
力

 

２
～
６
 
（
略
）
 

（
電
源
等
リ
ス
ト
の
審
査
及
び
登
録
完
了
の
通
知
）

 

第
３
２
条
の
２
５

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
国
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
審
査
に
必

要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。

 

３
～
５

 
（
略
）

 

６
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
登
録
又
は
変
更
が
完
了
し
た
電
源
等
リ
ス
ト
の
情
報
を
提
供

す
る
。

 

（
電
源
等
リ
ス
ト
の
審
査
及
び
登
録
完
了
の
通
知
）

 

第
３
２
条
の
２
５
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
国
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、

前
項
の
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。

 

３
～
５
 
（
略
）
 

６
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
登
録
又
は
変
更
が
完
了
し
た
電
源
等
リ
ス

ト
の
情
報
を
提
供
す
る
。
 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
調
整
）

 

第
３
２
条
の
２
７

 
本
機
関
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
テ
ス
ト
対
象
事
業
者
及
び
テ
ス
ト
対
象
事
業
者

の
関
連
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
以
下
「
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
対
し
、

実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
調
整
を
求
め
る
。

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
調
整
）

 

第
３
２
条
の
２
７
 
本
機
関
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
テ
ス
ト
対
象
事
業
者
及
び
テ
ス
ト
対
象
事
業
者

の
関
連
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
以
下
「
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」

と
い
う
。）

に
対
し
、
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
調
整
を
求
め
る
。

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
報
告
の
受
領
）

 

第
３
２
条
の
２
８

 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
テ
ス
ト
対
象
事
業
者
か
ら
、
協
力
一

般
送
配
電
事
業
者
と
調
整
し
た
後
の
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
報
告
を
受
け
付
け
る
。

 

２
 
（
略
）

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
報
告
の
受
領
）

 

第
３
２
条
の
２
８
 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
テ
ス
ト
対
象
事
業
者
か
ら
、
協
力
一

般
送
配
電
事
業
者
等
と
調
整
し
た
後
の
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
報
告
を
受
け
付
け
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
実
効
性
テ
ス
ト
結
果
の
審
査
）

 

第
３
２
条
の
３
１

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
結
果
の
審
査
）

 

第
３
２
条
の
３
１
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
）

 

第
３
２
条
の
３
４

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
出
を
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る

会
員
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
（
略
）

 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
）
 

第
３
２
条
の
３
４
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
出
を
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び

配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
（
略
）
 

（
容
量
確
保
契
約
に
基
づ
く
交
付
）

 

第
３
２
条
の
３
５

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
定
款
第
５
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
徴
収

し
た
容
量
拠
出
金
を
も
っ
て
、
前
項
の
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
容
量
確
保
契
約
に
基
づ
く
交
付
）

 

第
３
２
条
の
３
５
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
定
款
第
５
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
小
売
電
気
事
業
者
た
る

会
員
か
ら
徴
収
し
た
容
量
拠
出
金
を
も
っ
て
、
前
項
の
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
入
札
等
の
検
討
の
開
始
）

 

第
３
５
条

 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
電
源
入
札
等
の
検
討
を
開
始
す

る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
電
源
入
札
等
の
検
討
の
要
請
を
受
け
た
場
合

 

三
・
四
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
電
源
入
札
等
の
検
討
の
開
始
）

 

第
３
５
条

 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
電
源
入
札
等
の
検
討
を
開
始
す

る
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
電
源
入
札
等
の
検
討
の
要
請
を
受
け
た
場
合

 

三
・
四
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
）

 

第
５
１
条

 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す

（
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
）

 

第
５
１
条

 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

る
。

 

一
 
本
機
関
が
、
次
の
ア
又
は
イ
の
観
点
に
基
づ
く
、
送
配
電
等
業
務
指
針
で
定
め
る
検
討
開
始
要
件
に
該
当
す
る
と

認
め
た
場
合

 

ア
 
安
定
供
給

 
大
規
模
災
害
等
に
よ
り
、
複
数
の
発
電
機
の
計
画
外
停
止
そ
の
他
供
給
区
域
の
供
給
力
が
大
幅
に

喪
失
す
る
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
供
給
区
域
間
の
電
力
の
融
通
に
よ
り
安
定
供
給
を
確
保
す
る
観
点

 

 イ
 
（
略
）

 

二
 
電
気
供
給
事
業
者
か
ら
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
観
点
に
基
づ
く
広
域
系
統
整
備
に
関
す
る
提
起
が

あ
り
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
検
討
開
始
要
件
に
該
当
す
る
場
合

 

ア
 
安
定
供
給

 
大
規
模
災
害
等
に
よ
り
、
複
数
の
発
電
機
の
計
画
外
停
止
そ
の
他
供
給
区
域
の
供
給
力
が
大
幅
に

喪
失
す
る
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
電
力
の
融
通
に
よ
り
安
定
供
給
を
確
保
す
る
観
点

 

 イ
・
ウ

 
（
略
）
 

三
 
（
略
）

 

る
。
 

一
 
本
機
関
が
、
次
の
ア
又
は
イ
の
観
点
に
基
づ
く
、
送
配
電
等
業
務
指
針
で
定
め
る
検
討
開
始
要
件
に
該
当
す
る
と

認
め
た
場
合
 

ア
 
安
定
供
給
 
大
規
模
災
害
等
に
よ
り
、
複
数
の
発
電
機
の
計
画
外
停
止
そ
の
他
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

の
供
給
区
域
の
供
給
力
が
大
幅
に
喪
失
す
る
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

の
供
給
区
域
間
の
電
力
の
融
通
に
よ
り
安
定
供
給
を
確
保
す
る
観
点

 

イ
 
（
略
）
 

二
 
電
気
供
給
事
業
者
か
ら
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
観
点
に
基
づ
く
広
域
系
統
整
備
に
関
す
る
提
起
が

あ
り
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
検
討
開
始
要
件
に
該
当
す
る
場
合

 

ア
 
安
定
供
給
 
大
規
模
災
害
等
に
よ
り
、
複
数
の
発
電
機
の
計
画
外
停
止
そ
の
他
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

の
供
給
区
域
の
供
給
力
が
大
幅
に
喪
失
す
る
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
電
力
の
融
通
に
よ
り
安
定
供
給

を
確
保
す
る
観
点
 

イ
・
ウ
 
（
略
）
 

三
 
（
略
）
 

（
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
た
場
合
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
取
扱
い
）

 

第
６
４
条

 
本
機
関
は
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
早
期
か
つ
適
切
に
進
め
、
広
域
系
統
整
備
計
画
の
実
現
性
を
担
保
す
る

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
設
備
形
成
に
係
る
委
員
会
の
検
討
を
踏
ま
え
、
周
辺
系
統
に
確
保
す
る
容
量
、

確
保
を
開
始
す
る
時
期
、
契
約
申
込
み
の
回
答
可
否
そ
の
他
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
け
る
取
扱
い
を
決
定
し
公
表

す
る
と
と
も
に
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
通
知
す
る
。

 

（
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
た
場
合
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
取
扱
い
）

 

第
６
４
条
 
本
機
関
は
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
早
期
か
つ
適
切
に
進
め
、
広
域
系
統
整
備
計
画
の
実
現
性
を
担
保
す
る

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
設
備
形
成
に
係
る
委
員
会
の
検
討
を
踏
ま
え
、
周
辺
系
統
に
確
保
す
る
容
量
、

確
保
を
開
始
す
る
時
期
、
契
約
申
込
み
の
回
答
可
否
そ
の
他
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
け
る
取
扱
い
を
決
定
し
公
表

す
る
と
と
も
に
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
通
知
す
る
。

 

（
新
設
）

 
（
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
）
 

第
６
４
条
の
３
 
本
機
関
は
、
第
６
１
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
広
域
系
統
整
備
計
画
の
事
業
実
施
主
体
に

対
し
て
、
当
該
計
画
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
便
益
が
見
込
ま
れ
る
場
合

は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
交
付
金
（
以
下
「
系
統
設
置
交
付
金
」
と
い

う
。）

を
交
付
す
る
。
 

２
 
本
機
関
は
、
系
統
設
置
交
付
金
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
事
業
実
施
主
体
で
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
送
電
事

業
者
た
る
会
員
か
ら
、
毎
年
度
、
供
給
計
画
に
従
い
設
置
等
を
行
っ
た
流
通
設
備
（
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
対
象
と

な
る
広
域
系
統
整
備
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

の
設
置
に
要
し
た
費
用
及
び
維
持
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
広

域
系
統
整
備
計
画
ご
と
に
届
出
を
受
け
る
。

 

３
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
届
出
の
あ
っ
た
費
用
の
額
を
広
域
系
統
整
備
計
画
ご

と
に
経
済
産
業
大
臣
に
毎
年
度
提
出
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
行
っ
た
費
用
の
額
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
９
条
第

１
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
、
交
付
す
る
系
統
設
置
交
付

金
の
額
を
算
定
す
る
。
 

５
 
本
機
関
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
送
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
交
付

す
べ
き
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
。

 

６
 
本
機
関
は
、
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
流
通
設
備
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
当
該

流
通
設
備
の
耐
用
年
数
（
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
大
蔵
省
令
第
１
５
号
）
別
表

第
１
又
は
別
表
第
２
に
掲
げ
る
耐
用
年
数
を
い
う
。
）
の
期
間
の
末
日
の
属
す
る
年
度
ま
で
の
間
、
毎
年
度
、
第
４
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
系
統
設
置
交
付
金
の
額
を
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
一
般
送
配
電
事
業
者
又

は
送
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
当
該
年
度
の
早
期
に
交
付
す
る
。

 

（
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
に
関
す
る
要
請
の
受
付
）

 
（
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
に
関
す
る
要
請
の
受
付
）

 

-26-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

第
６
８
条
の
２

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
前
２
項
の
要
請
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
通
知
す
る
。
 

第
６
８
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
前
２
項
の
要
請
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会

員
に
通
知
す
る
。
 

（
事
前
相
談
の
検
討
）

 

第
６
９
条

 
本
機
関
は
、
事
前
相
談
の
申
込
書
類
の
提
出
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る

一
般
送
配
電
事
業
者
（
以
下
、
こ
の
章
に
お
い
て
「
一
般
送
配
電
事
業
者
」
と
い
う
。）

た
る
会
員
に
事
前
相
談
の
検

討
の
実
施
を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。
 

２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
前
項
の
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
証
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
及
び
検
証
の
結
果
、
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
一
般
送
配
電
事

業
者
た
る
会
員
に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
再
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け

た
と
き
は
、
再
度
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

（
事
前
相
談
の
検
討
）
 

第
６
９
条
 
本
機
関
は
、
事
前
相
談
の
申
込
書
類
の
提
出
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
連
系
先
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す

る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
以
下
、
こ
の
章
に
お
い
て
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
と
い
う
。）

に
事
前
相
談
の
検
討
の
実
施
を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
書
類
の
修
正
を

求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
前
項
の
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
証
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
及
び
検
証
の
結
果
、
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
一
般
送
配
電
事

業
者
等
に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
再
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
再

度
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

（
接
続
検
討
）

 

第
７
１
条

 
本
機
関
は
、
接
続
検
討
の
申
込
書
類
の
提
出
を
受
け
た
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、

そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
接
続
検
討
の
受
付
を
行
い
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
接
続

検
討
の
実
施
を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。
た
だ
し
、
接
続
検
討
の
申
込
み
又
は
要
請
の
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
書

類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
接
続
検
討
の
受
付
を
行
う
。

 

一
 
前
項
の
通
知
を
受
け
た
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
検
討
料
の
入
金
を
確
認
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

場
合
 

二
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
前
項
の
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
証
す
る
。

 

一
～
九
 
（
略
）

 

４
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
一
般
送
配
電
事
業

者
た
る
会
員
に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
再
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
再
度
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

（
接
続
検
討
）
 

第
７
１
条
 
本
機
関
は
、
接
続
検
討
の
申
込
書
類
の
提
出
を
受
け
た
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
て
、
そ
の
旨

を
通
知
す
る
。
 

２
 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
接
続
検
討
の
受
付
を
行
い
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
接
続
検
討
の

実
施
を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。
た
だ
し
、
接
続
検
討
の
申
込
み
又
は
要
請
の
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
書
類
の
修

正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
接
続
検
討
の
受
付
を
行
う
。

 

一
 
前
項
の
通
知
を
受
け
た
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
検
討
料
の
入
金
を
確
認
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合

 

 二
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
前
項
の
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
証
す
る
。

 

一
～
九
 
（
略
）
 

４
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
一
般
送
配
電
事
業

者
等
に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
再
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
再
度
、

前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
に
対
す
る
検
討
結
果
の
報
告
を
受
け
た
場
合
の
取
扱
い
）

 

第
７
３
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
送
配
電
等
業
務
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般

送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
前
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ

る
条
件
に
該
当
す
る
と
の
報
告
を
受
け
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
回
答

を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
同
号
の
規
定
に
準
じ
て
説
明
を
行
う
。

 

２
 
（
略
）

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
に
対
す
る
検
討
結
果
の
報
告
を
受
け
た
場
合
の
取
扱
い
）

 

第
７
３
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
、
送
配
電
等
業
務
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電

事
業
者
等
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
前
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当

す
る
と
の
報
告
を
受
け
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
回
答
を
行
っ
た
後
速
や
か

に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
同
号
の
規
定
に
準
じ
て
説
明
を
行
う
。

 

２
 
（
略
）
 

（
接
続
検
討
の
要
否
確
認
）

 

第
７
４
条

 
本
機
関
は
、
発
電
設
備
等
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
付
帯
設
備
の
変
更
（
更
新
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
受
け
た
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

に
対
し
て
、
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
依
頼
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
前
項
の
確
認
結
果
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
結
果
の
妥
当

（
接
続
検
討
の
要
否
確
認
）
 

第
７
４
条
 
本
機
関
は
、
発
電
設
備
等
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
付
帯
設
備
の
変
更
（
更
新
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
受
け
た
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し

て
、
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
依
頼
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
前
項
の
確
認
結
果
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
結
果
の
妥
当
性
に
つ
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

性
に
つ
い
て
確
認
し
、
検
討
結
果
が
妥
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
再
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
再

度
、
こ
の
項
の
規
定
に
準
じ
て
確
認
を
行
う
。

 

３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
接
続
検
討
の
要
否
確
認
の
検
討
結
果
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
。

 

い
て
確
認
し
、
検
討
結
果
が
妥
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
再
検
討
を
求

め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
再
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
再
度
、
こ
の
項
の
規
定
に

準
じ
て
確
認
を
行
う
。
 

３
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
の
接
続
検
討
の
要
否
確
認
の
検
討
結
果
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特

定
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
）

 

第
７
５
条

 
本
機
関
は
、
効
率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
、
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
（
特
別
高
圧
と
高
圧
を
連
系
す

る
変
圧
器
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
工
事
（
保
護
継
電
器
等
に
よ
り
発
電
抑
制
を
実
施
す
る
場

合
は
除
く
。
）
に
関
し
て
、
公
平
性
及
び
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
手
続
に
よ
っ
て
、
必
要
な
工
事
費
負
担
金
を
共
同
負

担
す
る
系
統
連
系
希
望
者
を
募
集
す
る
手
続
（
以
下
「
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す

る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス

の
開
始
を
要
請
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
必
要
性
の
有
無
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同

プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
意
見
を
聴
取
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
）

 

第
７
５
条
 
本
機
関
は
、
効
率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
、
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
（
特
別
高
圧
と
高
圧
を
連
系
す

る
変
圧
器
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
工
事
（
保
護
継
電
器
等
に
よ
り
発
電
抑
制
を
実
施
す
る
場

合
は
除
く
。
）
に
関
し
て
、
公
平
性
及
び
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
手
続
に
よ
っ
て
、
必
要
な
工
事
費
負
担
金
を
共
同
負

担
す
る
系
統
連
系
希
望
者
を
募
集
す
る
手
続
（
以
下
「
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す

る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
電
源
接
続
案
件
一

括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
を
要
請
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
必
要
性
の
有
無
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同

プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
意
見
を
聴
取

す
る
。
 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
受
付
等
）

 

第
８
１
条

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
接
続
検
討
、
及
び
国
か
ら
の
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
の
要

請
に
よ
り
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
６
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
受

け
付
け
た
国
か
ら
の
要
請
に
よ
る
接
続
検
討
に
つ
い
て
、
第
２
節
の
規
定
に
準
じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

に
検
討
を
依
頼
し
、
検
討
の
結
果
の
確
認
、
検
証
及
び
回
答
を
行
う
。

 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
受
付
等
）

 

第
８
１
条
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
接
続
検
討
、
及
び
国
か
ら
の
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
の
要

請
に
よ
り
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
６
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
受

け
付
け
た
国
か
ら
の
要
請
に
よ
る
接
続
検
討
に
つ
い
て
、
第
２
節
の
規
定
に
準
じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
検
討

を
依
頼
し
、
検
討
の
結
果
の
確
認
、
検
証
及
び
回
答
を
行
う
。

 

（
接
続
検
討
の
回
答
を
踏
ま
え
た
特
定
系
統
連
系
希
望
者
の
再
接
続
検
討
の
受
付
等
）

 

第
８
２
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
接
続
検
討
の
回
答
内
容
を

踏
ま
え
た
上
で
、
再
度
の
接
続
検
討
（
以
下
「
再
接
続
検
討
」
と
い
う
。
）
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
再

接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
再
接
続
検
討
、
及
び
国
か
ら
の
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
の

要
請
に
よ
り
開
始
し
た
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
再
接
続
検
討
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第

６
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
国
か
ら
の
要
請
に
よ
る
接
続
検
討
に
つ
い
て
、
第
２
節
の
規
定
に
準
じ

て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
検
討
を
依
頼
し
、
検
討
の
結
果
の
確
認
、
検
証
及
び
回
答
を
行
う
。

 

（
接
続
検
討
の
回
答
を
踏
ま
え
た
特
定
系
統
連
系
希
望
者
の
再
接
続
検
討
の
受
付
等
）

 

第
８
２
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
接
続
検
討
の
回
答
内
容
を
踏
ま
え

た
上
で
、
再
度
の
接
続
検
討
（
以
下
「
再
接
続
検
討
」
と
い
う
。
）
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
再
接
続
検

討
の
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
再
接
続
検
討
、
及
び
国
か
ら
の
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
の

要
請
に
よ
り
開
始
し
た
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
再
接
続
検
討
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第

６
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
付
け
た
国
か
ら
の
要
請
に
よ
る
接
続
検
討
に
つ
い
て
、
第
２
節
の
規
定
に
準
じ

て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
検
討
を
依
頼
し
、
検
討
の
結
果
の
確
認
、
検
証
及
び
回
答
を
行
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
中
止
等
）

 

第
８
９
条

 
本
機
関
は
、
想
定
さ
れ
る
系
統
増
強
工
事
の
規
模
（
工
事
費
負
担
金
の
額
及
び
工
期
を
含
む
。）

や
過
去
の

事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
申
込
状
況
等
を
踏
ま
え
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
継
続
し
た
と
し
て
も
、

全
て
の
系
統
連
系
希
望
者
が
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
し
た
場
合
、
又
は
系
統
連

系
希
望
者
の
公
平
性
が
確
保
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
等
、
同
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
ま
た
は
中
断
す
べ
き
合
理
的
な
理

由
が
あ
る
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
中

止
又
は
中
断
を
要
請
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ
ス
を
実
施
し
て
い
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、

意
見
を
聴
取
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
中
止
等
）

 

第
８
９
条
 
本
機
関
は
、
想
定
さ
れ
る
系
統
増
強
工
事
の
規
模
（
工
事
費
負
担
金
の
額
及
び
工
期
を
含
む
。）

や
過
去
の

事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
申
込
状
況
等
を
踏
ま
え
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
継
続
し
た
と
し
て
も
、

全
て
の
系
統
連
系
希
望
者
が
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
し
た
場
合
、
又
は
系
統
連

系
希
望
者
の
公
平
性
が
確
保
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
等
、
同
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
ま
た
は
中
断
す
べ
き
合
理
的
な
理

由
が
あ
る
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、

同
プ
ロ
セ
ス
の
中
止
又
は
中
断
を
要
請
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ
ス
を
実
施
し
て
い
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者

た
る
会
員
か
ら
、
意
見
を
聴
取
す
る
。

 

（
契
約
申
込
み
に
伴
う
回
答
内
容
の
確
認
）

 

第
９
７
条

 
本
機
関
は
、
本
機
関
が
第
７
２
条
第
１
項
及
び
第
８
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
系
統
連
系
希
望
者
又

は
国
に
回
答
を
行
っ
た
案
件
に
つ
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
契
約
申
込
み

（
契
約
申
込
み
に
伴
う
回
答
内
容
の
確
認
）

 

第
９
７
条
 
本
機
関
は
、
本
機
関
が
第
７
２
条
第
１
項
及
び
第
８
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
系
統
連
系
希
望
者
又

は
国
に
回
答
を
行
っ
た
案
件
に
つ
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
契
約
申
込
み
を
受
け
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
同
項
の
回
答
と
異
な
る
と
き
は
、
送
配
電
等
業
務
指

針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て

検
証
す
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
当
該
一
般
送
配
電

事
業
者
た
る
会
員
に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
再
検
討
結
果
の
報
告
を
受

け
た
と
き
は
、
再
度
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

３
 
本
機
関
は
、
前
各
項
の
確
認
及
び
検
証
の
結
果
、
検
討
結
果
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
一
般
送

配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
通
知
す
る
。
 

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
同
項
の
回
答
と
異
な
る
と
き
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
討
結
果
の
提
出
を
受
け
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
検
証
す

る
。
 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
当
該
一
般
送
配
電

事
業
者
等
に
再
検
討
を
求
め
る
。
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
か
ら
再
検
討
結
果
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、

再
度
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

３
 
本
機
関
は
、
前
各
項
の
確
認
及
び
検
証
の
結
果
、
検
討
結
果
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
一
般
送

配
電
事
業
者
等
に
通
知
す
る
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
受
け
付
け
た
案
件
の
確
認
、
検
証
）

 

第
９
８
条

 
本
機
関
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
が
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
事
前
相
談
又
は
接
続
検
討

申
込
み
を
行
い
、
回
答
を
受
け
た
案
件
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
第
６
９
条

第
２
項
及
び
第
３
項
又
は
第
７
１
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

２
 
（
略
）

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
受
け
付
け
た
案
件
の
確
認
、
検
証
）

 

第
９
８
条
 
本
機
関
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
が
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
事
前
相
談
又
は
接
続
検
討
申
込
み

を
行
い
、
回
答
を
受
け
た
案
件
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
第
６
９
条
第
２
項

及
び
第
３
項
又
は
第
７
１
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
確
認
及
び
検
証
を
行
う
。

 

２
 
（
略
）
 

（
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
申
込
み
及
び
回
答
様
式
）

 

第
９
９
条

 
本
機
関
は
、
本
機
関
が
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
受
付
を
行
う
場
合
の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式
を
、

一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
受
付
を
行
う
場
合
の
様
式
と
統
一
し
て
定
め
、
公
表
す

る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
受
付
を
行
う
場
合
の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
事
前
に
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
申
込
み
及
び
回
答
様
式
）

 

第
９
９
条
 
本
機
関
は
、
本
機
関
が
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
受
付
を
行
う
場
合
の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式
を
、

一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
受
付
を
行
う
場
合
の
様
式
と
統
一

し
て
定
め
、
公
表
す
る
。
 

２
 
本
機
関
は
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
受
付
を
行
う
場
合
の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
事
前
に
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
受
付
・
回
答
状
況
の
取
り
ま
と
め
）
 

第
１
０
０
条

 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
当

該
会
員
に
お
け
る
事
前
相
談
、
接
続
検
討
及
び
契
約
申
込
み
の
受
付
及
び
回
答
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
出
を
受
け

る
。

 

２
 
（
略
）

 

（
受
付
・
回
答
状
況
の
取
り
ま
と
め
）

 

第
１
０
０
条
 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た

る
会
員
か
ら
、
当
該
会
員
に
お
け
る
事
前
相
談
、
接
続
検
討
及
び
契
約
申
込
み
の
受
付
及
び
回
答
状
況
に
関
す
る
情
報

の
提
出
を
受
け
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
業
務
改
善
）

 

第
１
０
１
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
質
の
向
上
を
図
る
た

め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
共
有
の
上
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
電
気
供
給
事
業
者
と
と
も
に
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業

務
の
申
込
み
受
付
、
検
討
及
び
回
答
等
に
係
る
業
務
の
改
善
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
本
機
関
へ
の
苦
情
及
び
相
談
の
申
出
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
系
統
連
系

希
望
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
事
例

 

四
 
（
略
）

 

（
業
務
改
善
）
 

第
１
０
１
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
と
の
間
で
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
質
の

向
上
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
共
有
の
上
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
電
気
供
給
事
業
者
と
と
も
に
、
系

統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
申
込
み
受
付
、
検
討
及
び
回
答
等
に
係
る
業
務
の
改
善
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
本
機
関
へ
の
苦
情
及
び
相
談
の
申
出
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る

会
員
が
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
事
例

 

四
 
（
略
）
 

（
必
要
な
協
力
の
要
請
）

 

第
１
０
３
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
に
対
し
、
こ
の
章
の
業
務
の
実

施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
必
要
な
協
力
の
要
請
）
 

第
１
０
３
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
に
対
し
、
こ

の
章
の
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
需
給
状
況
の
監
視
の
対
象
）

 

第
１
０
６
条

 
本
機
関
は
、
前
条
の
需
給
状
況
の
監
視
の
業
務
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
対
象
と
す
る
。

 

一
 
会
員
の
需
給
状
況
に
関
す
る
事
項

 

ア
 
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
に
限
る
。
）
の

需
要
及
び
供
給
力
の
確
保
に
関
す
る
状
況

 

（
需
給
状
況
の
監
視
の
対
象
）
 

第
１
０
６
条
 
本
機
関
は
、
前
条
の
需
給
状
況
の
監
視
の
業
務
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
対
象
と
す
る
。

 

一
 
会
員
の
需
給
状
況
に
関
す
る
事
項

 

ア
 
小
売
電
気
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
に
限
る
。
）
の
需
要
及
び

供
給
力
の
確
保
に
関
す
る
状
況
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

イ
 
（
略
）

 

（
新
設
）

 

二
 
供
給
区
域
の
需
給
状
況
に
関
す
る
事
項

 

ア
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
需
要
及
び
供
給
力
に
関
す
る
状
況
並
び
に
調
整
力
の
確
保
に

関
す
る
状
況

 

イ
 
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
需
要
及
び
供
給
力
に
関
す
る
状
況

 

三
 
（
略
）

 

四
 
供
給
区
域
間
の
電
気
の
潮
流
に
関
す
る
事
項

 
連
系
線
の
利
用
に
関
す
る
状
況

 

イ
 
（
略
）
 

ウ
 
特
定
卸
供
給
事
業
者
た
る
会
員
の
電
気
の
供
給
量
及
び
供
給
余
力
に
関
す
る
状
況

 

二
 
供
給
区
域
及
び
供
給
地
点
の
需
給
状
況
に
関
す
る
事
項
 

ア
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
需
要
及
び
供
給
力
に
関
す
る
状
況
並
び
に

調
整
力
の
確
保
に
関
す
る
状
況

 

イ
 
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
地
点
の
需
要
及
び
供
給
力
に
関
す
る
状
況

 

三
 
（
略
）
 

四
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
間
の
電
気
の
潮
流
に
関
す
る
事
項

 
連
系
線
の
利
用
に
関
す
る
状

況
 

（
需
給
状
況
の
監
視
等
の
た
め
の
計
画
等
の
取
得
）

 

第
１
０
７
条

 
本
機
関
は
、
需
給
状
況
の
監
視
そ
の
他
の
本
機
関
の
業
務
の
遂
行
の
た
め
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
計
画
そ
の
他
の
情
報
の
提
出
を
受

け
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

 
次
の
ア
か
ら
カ
ま
で
に
定
め
る
計
画
及
び
情
報

 

 

ア
～
カ

 
（
略
）
 

四
 
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

 
供
給
区
域
の
需
要
及
び
供
給
力
並
び
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電

気
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
計
画

 

五
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
需
給
状
況
の
監
視
等
の
た
め
の
計
画
等
の
取
得
）

 

第
１
０
７
条
 
本
機
関
は
、
需
給
状
況
の
監
視
そ
の
他
の
本
機
関
の
業
務
の
遂
行
の
た
め
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
計
画
そ
の
他
の
情
報
の
提
出
を
受

け
る
。
 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
 
次
の
ア
か
ら
カ
ま
で
に
定
め
る
計
画
及
び
情
報
（
配
電
事
業

者
た
る
会
員
に
あ
っ
て
は
、
エ
及
び
カ
を
除
く
。）

 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

四
 
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

 
供
給
地
点
の
需
要
及
び
供
給
力
並
び
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電

気
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
計
画

 

五
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
需
給
状
況
の
悪
化
時
の
指
示
又
は
要
請
）

 

第
１
１
１
条

 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
４
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
小
売
電

気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
一
般
送
配
電
事
業
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
特
定

送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
需
給
の
状
況
が
悪
化
し
、
又
は
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
気
の

需
給
の
状
況
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
指
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
は
送
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
は
小

売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
及
び
発
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
、
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
送
電
事
業
者
た
る
会

員
及
び
発
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
は
、
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

 

一
 
（
略
）

 

二
 
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
振
替
供
給

を
行
う
こ
と
。

 

三
～
五
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
需
給
状
況
の
悪
化
時
の
指
示
又
は
要
請
）

 

第
１
１
１
条
 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
４
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
売
電
気
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
小
売
電

気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
一
般
送
配
電
事
業
、
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
配
電
事
業
又
は

特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
営
む
特
定
送
配
電
事
業
に
係
る
電
気
の
需
給
の
状
況
が
悪
化
し
、
又
は
悪
化
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
気
の
需
給
の
状
況
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
員
に
対
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
は
送
電
事
業
者
た
る
会
員

に
対
し
て
、
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
は
小
売
電
気
事
業
者
、
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し

て
、
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
送
電
事
業
者
、
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
は
、
指

示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
小
売
電
気
事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
又
は
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
振
替
供
給
を
行

う
こ
と
。
 

三
～
五
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
指
示
の
手
順
）

 

第
１
１
３
条

 
本
機
関
は
、
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
１
条
第

１
項
の
指
示
を
行
う
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
ゲ
ー
ト
ク
ロ
ー
ズ
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、
会
員
に
対

し
、
指
示
を
行
う
（
以
下
、
こ
の
条
及
び
第
１
１
６
条
に
お
い
て
、
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
認
め

ら
れ
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
を
「
需
給
ひ
っ
迫
一
般
送
配
電
事
業
者
」
と
い
う
。
）。

た
だ
し
、

以
下
の
手
順
を
行
う
時
間
的
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
本
機
関
は
、
以
下
の
手
順
に
よ
ら
ず
に
第
１
１
１
条
第
１
項
の

（
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
指
示
の
手
順
）

 

第
１
１
３
条
 
本
機
関
は
、
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
１
条
第

１
項
の
指
示
を
行
う
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
ゲ
ー
ト
ク
ロ
ー
ズ
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、
会
員
に
対

し
、
指
示
を
行
う
（
以
下
、
こ
の
条
及
び
第
１
１
６
条
に
お
い
て
、
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
認
め

ら
れ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
を
「
需
給
ひ
っ
迫
一
般
送
配
電

事
業
者
」
と
い
う
。）
。
た
だ
し
、
以
下
の
手
順
を
行
う
時
間
的
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
本
機
関
は
、
以
下
の
手
順
に
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

指
示
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
前
号
の
確
認
を
受
け
た
会
員
は
、
流
通
設
備
又
は
発
電
設
備
（
以
下
「
電
力
設
備
」
と
い
う
。）

の
作
業
等
に
伴
う

流
通
設
備
の
潮
流
制
約
及
び
発
電
設
備
の
運
転
制
約
、
燃
料
の
調
達
に
係
る
制
約
、
当
該
会
員
の
需
給
状
況
等
を
考

慮
し
た
上
で
、
速
や
か
に
送
電
可
能
量
を
算
出
し
、
本
機
関
に
通
知
す
る
。
な
お
、
複
数
の
供
給
区
域
に
発
電
設
備

を
有
す
る
会
員
は
、
供
給
区
域
ご
と
の
送
電
可
能
量
を
通
知
す
る
。

 

 四
 
本
機
関
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
会
員
か
ら
通
知
を
受
け
た
送
電
可
能
量
を
踏
ま
え
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
順

位
に
よ
り
、
電
気
の
供
給
の
指
示
の
対
象
と
す
る
会
員
並
び
に
当
該
会
員
が
電
気
の
供
給
を
行
う
期
間
、
量
及
び
送

電
経
路
を
決
定
す
る
。

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
振
替
供
給
に
際
し
て
、
経
由
す
る
供
給
区
域
の
数
が
少
な
い
も
の

 

ウ
・
エ

 
（
略
）
 

オ
 
発
電
設
備
の
存
す
る
供
給
区
域
の
系
統
容
量
の
大
き
い
も
の

 

五
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

よ
ら
ず
に
第
１
１
１
条
第
１
項
の
指
示
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
前
号
の
確
認
を
受
け
た
会
員
は
、
流
通
設
備
又
は
発
電
設
備
（
以
下
「
電
力
設
備
」
と
い
う
。）

の
作
業
等
に
伴
う

流
通
設
備
の
潮
流
制
約
及
び
発
電
設
備
の
運
転
制
約
、
燃
料
の
調
達
に
係
る
制
約
、
当
該
会
員
の
需
給
状
況
等
を
考

慮
し
た
上
で
、
速
や
か
に
送
電
可
能
量
を
算
出
し
、
本
機
関
に
通
知
す
る
。
な
お
、
複
数
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た

る
会
員
の
供
給
区
域
に
発
電
設
備
を
有
す
る
会
員
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
ご
と
の
送
電
可

能
量
を
通
知
す
る
。
 

四
 
本
機
関
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
会
員
か
ら
通
知
を
受
け
た
送
電
可
能
量
を
踏
ま
え
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
順

位
に
よ
り
、
電
気
の
供
給
の
指
示
の
対
象
と
す
る
会
員
並
び
に
当
該
会
員
が
電
気
の
供
給
を
行
う
期
間
、
量
及
び
送

電
経
路
を
決
定
す
る
。
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
振
替
供
給
に
際
し
て
、
経
由
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
数
が
少
な
い
も
の

 

ウ
・
エ
 
（
略
）
 

オ
 
発
電
設
備
の
存
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
系
統
容
量
の
大
き
い
も
の

 

五
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
指
示
の
手
順
）

 

第
１
１
４
条

 
本
機
関
は
、
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
１
条
第

１
項
の
指
示
を
行
う
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
ゲ
ー
ト
ク
ロ
ー
ズ
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
指
示
を
行
う
（
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
、
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ

が
認
め
ら
れ
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
を
「
下
げ
代
不
足
一
般
送
配
電
事
業
者
」
と
い
う
。）
。
た

だ
し
、
下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
時
期
ま
で
に
以
下
の
手
順
を
行
う
時
間
的
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
本
機
関
は
、

以
下
の
手
順
に
よ
ら
ず
に
第
１
１
１
条
第
１
項
の
指
示
を
行
う
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

四
 
本
機
関
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
通
知
を
受
け
た
受
電
可
能
量
を
踏
ま
え
、

次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
順
位
に
よ
り
、
電
気
の
供
給
を
受
け
る
指
示
の
対
象
と
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

並
び
に
当
該
会
員
が
電
気
の
供
給
を
受
け
る
期
間
、
量
及
び
送
電
経
路
を
決
定
す
る
。

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
振
替
供
給
に
際
し
て
、
経
由
す
る
供
給
区
域
の
数
が
少
な
い
も
の

 

ウ
～
オ

 
（
略
）
 

五
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
指
示
の
手
順
）

 

第
１
１
４
条
 
本
機
関
は
、
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
１
条
第

１
項
の
指
示
を
行
う
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
ゲ
ー
ト
ク
ロ
ー
ズ
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、
一
般
送
配

電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
指
示
を
行
う
（
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
、
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ

が
認
め
ら
れ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
を
「
下
げ
代
不
足
一
般

送
配
電
事
業
者
」
と
い
う
。）
。
た
だ
し
、
下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
時
期
ま
で
に
以
下
の
手
順
を
行
う
時
間
的
余
裕

が
な
い
場
合
に
は
、
本
機
関
は
、
以
下
の
手
順
に
よ
ら
ず
に
第
１
１
１
条
第
１
項
の
指
示
を
行
う
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

四
 
本
機
関
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
通
知
を
受
け
た
受
電
可
能
量
を
踏
ま
え
、

次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
順
位
に
よ
り
、
電
気
の
供
給
を
受
け
る
指
示
の
対
象
と
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

並
び
に
当
該
会
員
が
電
気
の
供
給
を
受
け
る
期
間
、
量
及
び
送
電
経
路
を
決
定
す
る
。

 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
振
替
供
給
に
際
し
て
、
経
由
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
数
が
少
な
い
も
の

 

ウ
～
オ
 
（
略
）
 

五
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
に
基
づ
く
場
合
の
連
系
線
の
使
用
）

 

第
１
１
６
条

 
（
略
）

 

２
 
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
に
基
づ
く
電
気
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
連
系
線
の
空
容
量
か
ら
使
用
し
、
連
系
線
の
空
容

量
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
本
機
関
は
、
第
１
５
２
条
及
び
第
１
５
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
連
系
線
の
マ
ー
ジ
ン
及
び

運
用
容
量
拡
大
分
を
使
用
す
る
供
給
の
指
示
又
は
要
請
を
行
う
。
た
だ
し
、
本
機
関
が
第
１
１
１
条
の
規
定
に
よ
る
指

示
又
は
要
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
需
給
ひ
っ
迫
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
隣
接
す
る
連
系
線
に
、
需
給

ひ
っ
迫
時
そ
の
他
の
緊
急
的
な
状
況
に
お
い
て
他
の
供
給
区
域
か
ら
連
系
線
を
介
し
て
電
気
を
受
給
す
る
た
め
に
備

え
た
マ
ー
ジ
ン
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
本
機
関
は
、
連
系
線
の
空
容
量
を
使
用
す
る
前
に
、
第
１
５
２
条
の
規

定
に
準
じ
て
、
当
該
マ
ー
ジ
ン
を
使
用
す
る
電
気
の
供
給
の
指
示
又
は
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
に
基
づ
く
場
合
の
連
系
線
の
使
用
）

 

第
１
１
６
条
 
（
略
）

 

２
 
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
に
基
づ
く
電
気
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
連
系
線
の
空
容
量
か
ら
使
用
し
、
連
系
線
の
空
容

量
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
本
機
関
は
、
第
１
５
２
条
及
び
第
１
５
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
連
系
線
の
マ
ー
ジ
ン
及
び

運
用
容
量
拡
大
分
を
使
用
す
る
供
給
の
指
示
又
は
要
請
を
行
う
。
た
だ
し
、
本
機
関
が
第
１
１
１
条
の
規
定
に
よ
る
指

示
又
は
要
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
需
給
ひ
っ
迫
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
隣
接
す
る
連
系
線
に
、
需
給

ひ
っ
迫
時
そ
の
他
の
緊
急
的
な
状
況
に
お
い
て
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
か
ら
連
系
線
を
介

し
て
電
気
を
受
給
す
る
た
め
に
備
え
た
マ
ー
ジ
ン
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
本
機
関
は
、
連
系
線
の
空
容
量
を
使

用
す
る
前
に
、
第
１
５
２
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
当
該
マ
ー
ジ
ン
を
使
用
す
る
電
気
の
供
給
の
指
示
又
は
要
請
を
す
る
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
へ
の
通
知
）

 

第
１
１
８
条

 
本
機
関
は
、
第
１
１
１
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
要
請
を
行
う
場
合
は
、
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
を

受
け
る
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
が
存
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
、
事
前
又
は
事
後

速
や
か
に
、
当
該
指
示
又
は
要
請
の
内
容
を
通
知
す
る
。

 

（
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
へ
の
通
知
）

 

第
１
１
８
条
 
本
機
関
は
、
第
１
１
１
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
要
請
を
行
う
場
合
は
、
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
を

受
け
る
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
が
存
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員

に
、
事
前
又
は
事
後
速
や
か
に
、
当
該
指
示
又
は
要
請
の
内
容
を
通
知
す
る
。

 

（
指
示
又
は
要
請
を
受
け
た
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
が
授
受
す
る
金
額
）
 

第
１
２
３
条

 
本
機
関
が
第
１
１
１
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
要
請
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
で
あ
る
会
員

そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
が
支
払
い
、
又
は
受
領
す
べ
き
金
額
そ
の
他
に
係
る
事
項
は
、
電
気
の
供
給
に
係
る
発
電

に
要
す
る
費
用
や
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
定
め
た
託
送
供
給
等
約
款
を
基
に
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
り
決

定
す
る
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
い
ず
れ
か
の
申
請
に
基
づ
き
、
第
２
０
章

の
規
定
に
よ
り
調
停
す
る
。

 

（
指
示
又
は
要
請
を
受
け
た
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
が
授
受
す
る
金
額
）

 

第
１
２
３
条
 
本
機
関
が
第
１
１
１
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
要
請
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
で
あ
る
会
員

そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
が
支
払
い
、
又
は
受
領
す
べ
き
金
額
そ
の
他
に
係
る
事
項
は
、
電
気
の
供
給
に
係
る
発
電

に
要
す
る
費
用
や
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
定
め
た
託
送
供
給
等
約
款
を
基
に
当
事
者
間

の
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
い
ず
れ
か
の
申
請
に
基
づ
き
、
第
２
１
章

の
規
定
に
よ
り
調
停
す
る
。
 

（
運
用
容
量
の
設
定
）

 

第
１
２
６
条

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
検
討
条
件
に
関
し
、
他
の
供
給
区
域
か
ら
の
電
気
の
調
達
又
は
他
の
供

給
区
域
へ
の
電
気
の
販
売
を
行
お
う
と
す
る
電
気
供
給
事
業
者
か
ら
の
要
望
を
受
け
た
と
き
は
、
運
用
容
量
検
討
会
に

お
い
て
対
応
を
審
議
し
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
条
件
の
見
直
し
を
行
う
。

 

 ３
～
５

 
（
略
）

 

（
運
用
容
量
の
設
定
）
 

第
１
２
６
条
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
検
討
条
件
に
関
し
、
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域

か
ら
の
電
気
の
調
達
又
は
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
へ
の
電
気
の
販
売
を
行
お
う
と
す
る
電

気
供
給
事
業
者
か
ら
の
要
望
を
受
け
た
と
き
は
、
運
用
容
量
検
討
会
に
お
い
て
対
応
を
審
議
し
、
必
要
に
応
じ
、
検
討

条
件
の
見
直
し
を
行
う
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
）

 

第
１
３
１
条

 
本
機
関
は
、
供
給
区
域
の
短
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
な
短
周
期
調
整
力
が
不
足
又
は
短
周
期
調
整
力
が

不
足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
要
請
を
受
け
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順

に
し
た
が
っ
て
、
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
利
用
枠
（
短
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
と
な
る
連
系
線
の
容
量

及
び
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
確
保
す
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）

 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
）
 

第
１
３
１
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
短
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
な
短
周
期
調
整

力
が
不
足
又
は
短
周
期
調
整
力
が
不
足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
要
請
を
受
け
た
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
し
た
が
っ
て
、
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
利
用
枠
（
短
周
期
周
波
数

調
整
に
必
要
と
な
る
連
系
線
の
容
量
及
び
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
確
保
す
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）
 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
）

 

第
１
３
２
条

 
本
機
関
は
、
供
給
区
域
の
長
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
な
下
げ
調
整
力
が
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
が
不
足

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
要
請
を
受
け
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
手
順
に
し
た
が
っ

て
、
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
電
力
量
及
び
時
間
の
調
整
を
行
う
。

 

一
～
五
 
（
略
）

 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
）
 

第
１
３
２
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
長
周
期
周
波
数
調
整
に
必
要
な
下
げ
調
整
力

が
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
が
不
足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
要
請
を
受
け
た
場
合
に

は
、
次
の
各
号
の
手
順
に
し
た
が
っ
て
、
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
電
力
量
及
び
時
間
の
調
整
を
行
う
。

 

一
～
五
 
（
略
）
 

（
出
力
維
持
等
の
考
慮
が
必
要
な
電
源
等
の
承
認
）

 

第
１
４
４
条

 
本
機
関
は
、
翌
日
取
引
に
お
い
て
出
力
維
持
等
を
考
慮
し
た
約
定
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
電
源
又

は
契
約
（
こ
れ
に
代
わ
る
計
画
等
を
含
み
、
以
下
「
電
源
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約

者
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
以
下
「
電
源
等
保
有
者
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
定

め
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
い
ず
れ
の
事
項
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
電
源
等

を
承
認
す
る
（
以
下
、
承
認
さ
れ
た
電
源
等
を
「
承
認
電
源
等
」
と
い
い
、
承
認
さ
れ
た
電
源
等
保
有
者
を
「
承
認
電

源
等
保
有
者
」
と
い
う
。）
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
出
力
維
持
等
の
考
慮
が
必
要
な
電
源
等
の
承
認
）

 

第
１
４
４
条
 
本
機
関
は
、
翌
日
取
引
に
お
い
て
出
力
維
持
等
を
考
慮
し
た
約
定
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
電
源
又

は
契
約
（
こ
れ
に
代
わ
る
計
画
等
を
含
み
、
以
下
「
電
源
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約

者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
（
以
下
「
電
源
等
保
有
者
」
と
い
う
。）

の
申
請
に
基
づ
き
、

次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
い
ず
れ
の
事
項
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請

に
係
る
電
源
等
を
承
認
す
る
（
以
下
、
承
認
さ
れ
た
電
源
等
を
「
承
認
電
源
等
」
と
い
い
、
承
認
さ
れ
た
電
源
等
保
有

者
を
「
承
認
電
源
等
保
有
者
」
と
い
う
。）
。
 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
承
認
の
対
象
と
す
る
電
源
等
）

 

第
１
４
４
条
の
２

 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
源
等
を
前
条
第
１
項
の
承
認
の
対
象
と
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

四
 
法
第
２
４
条
第
１
項
に
定
め
る
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る
電
線
路
に
よ
る
託
送
供
給
に
係
る
一
般
送
配
電
事
業

者
た
る
会
員
の
間
で
行
わ
れ
る
電
力
の
運
用
に
係
る
契
約

 

 五
 
流
通
設
備
の
作
業
停
止
に
伴
い
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
間
で
行
わ
れ
る
電
力
の
運
用
に
係
る
契
約

 

（
承
認
の
対
象
と
す
る
電
源
等
）

 

第
１
４
４
条
の
２
 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
源
等
を
前
条
第
１
項
の
承
認
の
対
象
と
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

四
 
法
第
２
４
条
第
１
項
及
び
法
第
２
７
条
の
１
２
の
１
３
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
２
４
条
第
１
項
に
定
め
る
供

給
区
域
外
に
設
置
す
る
電
線
路
に
よ
る
託
送
供
給
に
係
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
間

で
行
わ
れ
る
電
力
の
運
用
に
係
る
契
約

 

五
 
流
通
設
備
の
作
業
停
止
に
伴
い
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
間
で
行
わ
れ
る
電
力
の
運

用
に
係
る
契
約
 

（
需
給
ひ
っ
迫
又
は
下
げ
代
不
足
時
の
マ
ー
ジ
ン
の
使
用
）

 

第
１
５
２
条

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
申
入
れ
に
よ
り
マ
ー
ジ
ン
を
使

用
す
る
供
給
を
行
う
こ
と
を
承
認
す
る
。

 

一
 
本
機
関
は
、
供
給
区
域
の
需
給
ひ
っ
迫
若
し
く
は
下
げ
代
不
足
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
供
給
区
域
（
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
供
給
区
域
」
と
い
う
。）

の
一
般
送
配
電
事
業
者
た

る
会
員
か
ら
、
対
象
供
給
区
域
の
需
給
に
関
す
る
計
画
等
の
提
出
を
受
け
る
と
と
も
に
、
マ
ー
ジ
ン
使
用
の
必
要
性

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
。

 

二
 
（
略
）

 

３
・
４

 
（
略
）

 

５
 
マ
ー
ジ
ン
を
使
用
す
る
供
給
の
送
電
経
路
上
の
供
給
区
域
に
お
け
る
新
た
な
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お

そ
れ
の
発
生
、
関
連
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
の
申
出
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
本
機
関
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
第
２
項

第
２
号
の
規
定
に
よ
る
マ
ー
ジ
ン
使
用
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
需
給
ひ
っ
迫
又
は
下
げ
代
不
足
時
の
マ
ー
ジ
ン
の
使
用
）

 

第
１
５
２
条
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
申
入
れ
に
よ
り
マ
ー
ジ
ン
を
使

用
す
る
供
給
を
行
う
こ
と
を
承
認
す
る
。

 

一
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
需
給
ひ
っ
迫
若
し
く
は
下
げ
代
不
足
が
発
生
し
、
又

は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
（
以
下
、
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
供
給
区
域
」
と
い
う
。
）
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か
ら
、
対
象
供
給
区
域
の
需
給
に
関

す
る
計
画
等
の
提
出
を
受
け
る
と
と
も
に
、
マ
ー
ジ
ン
使
用
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
。

 

二
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
マ
ー
ジ
ン
を
使
用
す
る
供
給
の
送
電
経
路
上
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
に
お
け
る
新
た
な
需

給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
の
発
生
、
関
連
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
の
申
出
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
本
機

関
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
マ
ー
ジ
ン
使
用
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
緊
急
時
の
連
系
線
の
使
用
）

 

第
１
５
３
条

 
本
機
関
は
、
前
条
の
マ
ー
ジ
ン
使
用
そ
の
他
の
対
策
を
行
っ
て
も
な
お
、
供
給
区
域
の
需
給
ひ
っ
迫
又
は

需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
に
よ
る
需
要
抑
制
若
し
く
は
負
荷
遮
断
を
回
避
で
き
な
い
又
は
回
避
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
供
給
信
頼
度
の
低
下
を
伴
い
つ
つ
運
用
容
量
を
超
え

て
連
系
線
を
使
用
し
た
供
給
を
行
う
こ
と
を
承
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
容
量
登
録
す
る
。

 

 ２
・
３

 
（
略
）

 

（
緊
急
時
の
連
系
線
の
使
用
）
 

第
１
５
３
条
 
本
機
関
は
、
前
条
の
マ
ー
ジ
ン
使
用
そ
の
他
の
対
策
を
行
っ
て
も
な
お
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員

の
供
給
区
域
の
需
給
ひ
っ
迫
又
は
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
に
よ
る
需
要
抑
制
若
し
く
は
負
荷
遮
断
を
回
避
で
き
な
い

又
は
回
避
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
、
供
給
信
頼
度
の
低

下
を
伴
い
つ
つ
運
用
容
量
を
超
え
て
連
系
線
を
使
用
し
た
供
給
を
行
う
こ
と
を
承
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
容
量
登

録
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

別
表
１
１
－
１

 
作
業
停
止
計
画
の
種
別

 
 

種
別

 
内

容
 

計 画 作 業 停 止  

年
間

計
画

 

作
業
停
止
を
計
画
的
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
、
送
電
事
業
者
た
る

会
員
、
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
、
発
電
契
約
者
及
び
実
同
時
同
量
の
契
約
者
（
以
下
「
作
業
停
止

計
画
提
出
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
作
業
停
止
計
画
を
も
と
に
、
停
止
範
囲
、
時
期
及
び
期
間

を
調
整
し
策
定
す
る
２
か
年
度
分
（
翌
年
度
・
翌
々
年
度
）
の
作
業
停
止
計
画

 

月
間

計
画

 

年
間
計
画
に
基
づ
き
作
業
停
止
を
計
画
的
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
策
定
す
る
２
か
月
分
（
翌
月
・

翌
々
月
）
の
作
業
停
止
計
画

 

別
表
１
１
－
１

 
作
業
停
止
計
画
の
種
別

 
 

種
別

 
内

容
 

計 画 作 業 停 止  

年
間

計
画

 

作
業
停
止
を
計
画
的
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
、
送
電
事
業
者
た
る

会
員
、
配
電
事
業
者
た
る
会
員
、
特
定
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
、
発
電
契
約
者
及
び
実
同
時
同
量
の
契

約
者
（
以
下
「
作
業
停
止
計
画
提
出
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
作
業
停
止
計
画
を
も
と
に
、
停

止
範
囲
、
時
期
及
び
期
間
を
調
整
し
策
定
す
る
２
か
年
度
分
（
翌
年
度
・
翌
々
年
度
）
の
作
業
停
止
計
画

 

月
間

計
画

 

年
間
計
画
に
基
づ
き
作
業
停
止
を
計
画
的
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
策
定
す
る
２
か
月
分
（
翌
月
・

翌
々
月
）
の
作
業
停
止
計
画

 

（
作
業
停
止
計
画
の
原
案
の
取
得
、
共
有
）

 

第
１
５
７
条

 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
発
電
計
画
提
出
者
か
ら
広
域
機
関
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
前
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る

（
作
業
停
止
計
画
の
原
案
の
取
得
、
共
有
）

 

第
１
５
７
条
 
（
略
）
 

２
 
本
機
関
は
、
発
電
計
画
提
出
者
か
ら
広
域
機
関
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
前
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

電
力
設
備
の
作
業
停
止
計
画
の
原
案
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
別
表
１
１
－
２
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
当
該
作
業
停

止
計
画
の
原
案
を
当
該
電
力
設
備
の
存
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
送
付
す
る
。

 

 ３
 
（
略
）

 

電
力
設
備
の
作
業
停
止
計
画
の
原
案
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
別
表
１
１
－
２
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
当
該
作
業
停

止
計
画
の
原
案
を
当
該
電
力
設
備
の
存
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
た

る
会
員
に
送
付
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
緊
急
時
の
対
応
）

 

第
１
７
５
条

 
（
略
）
 

２
～
５

 
（
略
）

 

６
 
本
機
関
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
供
給
区
域
ご
と
の
総
需
要
、
周
波
数
の
値
そ
の
他
の
経
済
産
業
大
臣
が
要
請
す

る
事
項
を
報
告
す
る
。

 

７
 
（
略
）

 

（
緊
急
時
の
対
応
）
 

第
１
７
５
条
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

６
 
本
機
関
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
ご
と
の
総
需
要
、
周
波
数
の
値
そ

の
他
の
経
済
産
業
大
臣
が
要
請
す
る
事
項
を
報
告
す
る
。

 

７
 
（
略
）
 

（
災
害
等
復
旧
費
用
の
交
付
業
務
）

 

第
１
７
６
条
の
７

 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
４
０
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
等
扶
助
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務

を
行
う
。

 

（
災
害
等
復
旧
費
用
の
交
付
業
務
）

 

第
１
７
６
条
の
７
 
本
機
関
は
、
法
第
２
８
条
の
４
０
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
等
扶
助
交
付
金
を
交
付
す

る
業
務
を
行
う
。
 

（
災
害
等
扶
助
拠
出
金
の
積
立
）

 

第
１
７
６
条
の
９

 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
年
度
末
の
積
立
残
高
の
金
額
が
積
立
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
に

お
い
て
、
本
機
関
は
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
災
害
等
扶
助
拠
出
金
の
拠
出
を
求
め
な
い
。

 

（
災
害
等
扶
助
拠
出
金
の
積
立
）

 

第
１
７
６
条
の
９
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
年
度
末
の
積
立
残
高
の
金
額
が
積
立
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
に

お
い
て
、
本
機
関
は
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
た
る
会
員
に
対
し
て
災
害
等
扶
助
拠
出
金
の
拠
出
を
求
め

な
い
。
 

（
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
対
象
者
）

 

第
１
７
６
条
の
１
０

 
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
対
象
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
た
る
会
員
と
す

る
。

 

（
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
対
象
者
）

 

第
１
７
６
条
の
１
０
 
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
対
象
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者

た
る
会
員
と
す
る
。
 

（
指
導
・
勧
告
の
実
施
）

 

第
１
７
９
条

 
本
機
関
は
、
電
気
供
給
事
業
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第

２
８
条
の
４
０
第
１
項
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
電
気
供
給
事
業
者
に
対
す
る
指
導
又
は
勧
告
を
行
う
。

 

一
 
第
１
０
５
条
の
需
給
状
況
の
監
視
の
業
務
に
お
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
送
配
電
事
業
者
（
登
録

特
定
送
配
電
事
業
者
に
限
る
。
）
た
る
会
員
が
、
過
去
の
実
績
等
に
照
ら
し
て
需
要
に
対
す
る
適
正
な
供
給
力
を
確

保
す
る
見
込
み
が
な
い
と
き
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
調
整
力
の
確
保
に
努
め
て
い
な
い
と
き

 

 二
 
（
略
）

 

三
 
第
１
９
章
の
苦
情
及
び
相
談
対
応
及
び
第
２
０
章
の
紛
争
解
決
の
業
務
に
お
い
て
、
必
要
な
と
き

 

四
 
（
略
）

 

五
 
第
７
章
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
適
切
な
検
討
、
回
答
を
行
っ
て
い

な
い
と
認
め
た
場
合
で
、
再
検
討
又
は
業
務
改
善
の
求
め
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
と
き

 

六
～
九
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

（
指
導
・
勧
告
の
実
施
）
 

第
１
７
９
条
 
本
機
関
は
、
電
気
供
給
事
業
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第

２
８
条
の
４
０
第
１
項
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
電
気
供
給
事
業
者
に
対
す
る
指
導
又
は
勧
告
を
行
う
。

 

一
 
第
１
０
５
条
の
需
給
状
況
の
監
視
の
業
務
に
お
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
送
配
電
事
業
者
（
登
録

特
定
送
配
電
事
業
者
に
限
る
。
）
た
る
会
員
が
、
過
去
の
実
績
等
に
照
ら
し
て
需
要
に
対
す
る
適
正
な
供
給
力
を
確

保
す
る
見
込
み
が
な
い
と
き
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
若
し
く
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
調
整
力
の
確
保
に
努

め
て
い
な
い
と
き
 

二
 
（
略
）
 

三
 
第
２
０
章
の
苦
情
及
び
相
談
対
応
及
び
第
２
１
章
の
紛
争
解
決
の
業
務
に
お
い
て
、
必
要
な
と
き

 

四
 
（
略
）
 

五
 
第
７
章
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
適
切
な
検
討
、

回
答
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
た
場
合
で
、
再
検
討
又
は
業
務
改
善
の
求
め
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
と
き

 

六
～
九
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
出
力
抑
制
時
の
検
証
）

 

第
１
８
０
条

 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
出
力
抑
制

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
出
力
抑
制
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
受
け
る
。

 

 ２
 
（
略
）

 

（
出
力
抑
制
時
の
検
証
）
 

第
１
８
０
条
 
本
機
関
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
が
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
げ
調

整
力
が
不
足
す
る
場
合
の
措
置
と
し
て
自
然
変
動
電
源
の
出
力
抑
制
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
出
力
抑
制
に
関
す
る

資
料
の
提
出
を
受
け
る
。
 

２
 
（
略
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
新
設
）

 
第
１
８
章
 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
に
基
づ
く
交
付
金
の
交
付
、
納
付
金
の
徴
収
及
び
解
体
等
積
立
金
の
管

理
等
 

（
新
設
）

 
第
１
節
 
交
付
金
の
交
付
及
び
納
付
金
の
徴
収

 

（
新
設
）

 
（
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
業
務
）

 

第
１
８
０
条
の
２
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
給
促
進

交
付
金
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
供
給
促
進
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）

の
交
付
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

２
 
供
給
促
進
交
付
金
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
の
２
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
１
条
第
１
項
及
び
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
本
機
関
が
徴
収
す
る
納
付
金
並
び
に

第
２
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
講
ず
る
予
算
上
の
措
置
に
係
る
資
金
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

３
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
特
措
法
第
２
条
の
４
第
１
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
各
認
定
事
業
者
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
し
交
付
す
べ

き
供
給
促
進
交
付
金
の
額
を
決
定
し
、
当
該
各
認
定
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
対
し
交
付
す
べ
き
供
給
促
進
交
付
金

の
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
給
促
進
交
付
金
の
額
を

算
定
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
。

 

（
新
設
）

 
（
調
整
交
付
金
の
交
付
業
務
）
  

第
１
８
０
条
の
３
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
送

配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
（
以
下
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
又
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措

法
第
２
条
の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
く
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
費
用
負
担
を
調
整
す

る
た
め
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
に
対
し
て
調
整
交
付
金
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
２
第

２
項
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
交
付
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

２
 
調
整
交
付
金
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
１
条
第
１
項
及
び
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
本
機
関
が
徴
収
す
る
納
付
金
並
び
に
第

１
５
条
の
５
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
講
ず
る
予
算
上
の
措
置
に
係
る
資
金
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

３
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
２
第
１
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
各
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
に
対
し

交
付
す
べ
き
調
整
交
付
金
の
額
を
決
定
し
、
当
該
各
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
対
し
交
付
す
べ
き

供
給
促
進
交
付
金
の
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
。

 

４
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
整
交
付
金
の
額
を
算

定
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
。

 

（
新
設
）

 
（
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
業
務
）

 

第
１
８
０
条
の
４
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
送
配
電

事
業
者
又
は
送
電
事
業
者
が
法
第
２
条
第
１
項
第
１
８
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
（
変
電
用
又
は
送
電
用
の
も
の
に

限
る
。）

で
あ
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
資
す
る
も
の
を
設
置
す
る
と
き
は
、
当
該
電
気
工

作
物
の
設
置
及
び
維
持
に
要
す
る
費
用
を
当
該
電
気
工
作
物
を
使
用
す
る
期
間
に
わ
た
り
回
収
す
る
た
め
、
一
般
送
配

電
事
業
者
又
は
送
電
事
業
者
に
対
す
る
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
新
設
）

 
（
小
売
電
気
事
業
者
等
に
係
る
納
付
金
の
徴
収
）

 

第
１
８
０
条
の
５
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
給
促
進
交
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

付
金
、
調
整
交
付
金
及
び
系
統
設
置
交
付
金
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
交
付
金
」
と
総
称
す
る
。
）
の
交
付
の
業
務

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
同
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
小
売
電
気
事
業
者
等
（
小
売
電
気

事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。）

か
ら
、
納
付
金
を
徴
収
す
る
。

 

（
新
設
）

 
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
に
係
る
納
付
金
の
徴
収
）

 

第
１
８
０
条
の
６
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
零
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
気
買
取
事
業
者
か
ら
、
そ
の
下
回
っ
た
額
の
納
付
金
を
徴
収
す
る
。

 

（
新
設
）

 
（
徴
収
等
業
務
規
程
）
 

第
１
８
０
条
の
７
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
４
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
２
条
の
納

付
金
の
徴
収
及
び
交
付
金
の
交
付
の
業
務
（
以
下
「
納
付
金
徴
収
等
業
務
」
と
い
う
。）

の
実
施
方
法
そ
の
他
の
事
項

に
つ
い
て
、
徴
収
等
業
務
規
程
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
も
同
様
と
す
る
。
 

（
新
設
）

 
第
２
節
 
入
札
 

（
新
設
）

 
（
入
札
業
務
）
 

第
１
８
０
条
の
８
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
第
７
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
の
実
施
に
関

す
る
業
務
（
以
下
「
入
札
業
務
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

 

（
新
設
）

 
（
入
札
業
務
規
程
）
 

第
１
８
０
条
の
９
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
業
務

に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。
 

（
新
設
）

 
第
３
節
 
解
体
等
積
立
金
の
管
理

 

（
新
設
）

 
（
積
立
金
管
理
業
務
）
 

第
１
８
０
条
の
１
０
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
１
３
の
規
定
に
よ
り
、
本
機
関
に

積
み
立
て
ら
れ
た
解
体
等
積
立
金
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
以
下
「
積
立
金
管
理
業
務
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

 

（
新
設
）

 
（
積
立
金
管
理
業
務
規
程
）
 

第
１
８
０
条
の
１
１
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
５
条
の
１
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
積

立
金
管
理
業
務
の
実
施
方
法
そ
の
他
の
同
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
積
立
金
管
理
業
務
規
程
を

定
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 
第
４
節
 
そ
の
他
 

（
新
設
）

 
（
帳
簿
）
 

第
１
８
０
条
の
１
２
 
本
機
関
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
８
条
の
４
、
第
１
５
条
の
１
６
及
び
第
４
２

条
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
業
務
、
積
立
金
管
理
業
務
及
び
納
付
金
徴
収
等
業
務
に
関
す
る
事
項
で
各
条
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
付
け
、
こ
れ
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 
（
情
報
の
取
扱
い
）
 

第
１
８
０
条
の
１
３
 
本
機
関
は
、
入
札
業
務
、
積
立
金
管
理
業
務
及
び
納
付
金
徴
収
等
業
務
に
係
る
情
報
を
原
則
と
し

て
、
秘
密
情
報
と
し
て
適
切
に
取
り
扱
う
。

 

第
１
８
章

 
年
次
報
告
書
及
び
調
査
・
研
究
 

第
１
９
章
 
年
次
報
告
書
及
び
調
査
・
研
究

 

（
年
次
報
告
書
）

 

第
１
８
１
条

 
本
機
関
は
、
本
機
関
の
収
集
し
た
情
報
（
第
１
８
３
条
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
結
果
を
含
む
。）

及
び
会
員
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
に
分
析
を
加
え
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
年
１
回
、
報
告
書
と
し
て

（
年
次
報
告
書
）
 

第
１
８
１
条

 
本
機
関
は
、
本
機
関
の
収
集
し
た
情
報
（
第
１
８
３
条
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
結
果
を
含
む
。）

及
び
会
員
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
に
分
析
を
加
え
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
年
１
回
、
報
告
書
と
し
て
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

五
 
次
条
の
規
定
に
よ
る
各
供
給
区
域
の
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
等
の
評
価
及
び
検
証
並
び
に
必
要
に

応
じ
た
見
直
し
の
内
容

 

取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
。
 

一
～
四
 
（
略
）
 

五
 
次
条
の
規
定
に
よ
る
各
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
等

の
評
価
及
び
検
証
並
び
に
必
要
に
応
じ
た
見
直
し
の
内
容

 

（
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
等
の
評
価
等
）

 

第
１
８
２
条

 
本
機
関
は
、
前
条
及
び
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
員
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
等
を

も
と
に
、
各
供
給
区
域
の
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
等
に
つ
い
て
毎
年
度
評
価
と
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
見
直
し
を
行
う
。

 

（
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
等
の
評
価
等
）

 

第
１
８
２
条
 
本
機
関
は
、
前
条
及
び
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
員
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
等
を

も
と
に
、
各
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
の
供
給
区
域
の
予
備
力
及
び
調
整
力
の
適
切
な
水
準
等
に
つ
い
て
毎
年
度

評
価
と
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
。

 

第
１
９
章

 
苦
情
及
び
相
談
 

第
２
０
章
 
苦
情
及
び
相
談
 

（
あ
っ
せ
ん
・
調
停
へ
の
移
行
）

 

第
１
８
５
条

 
本
機
関
は
、
前
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
苦
情
の
申
出
又
は
相
談
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ

て
、
第
２
０
章
の
あ
っ
せ
ん
・
調
停
の
手
続
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

（
あ
っ
せ
ん
・
調
停
へ
の
移
行
）

 

第
１
８
５
条

 
本
機
関
は
、
前
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
苦
情
の
申
出
又
は
相
談
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ

て
、
第
２
１
章
の
あ
っ
せ
ん
・
調
停
の
手
続
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

第
２
０
章

 
紛
争
解
決
 

第
２
１
章
 
紛
争
解
決
 

第
２
１
章

 
情
報
通
信
技
術
の
活
用
支
援
 

第
２
２
章
 
情
報
通
信
技
術
の
活
用
支
援

 

第
２
２
章

 
雑
則
 

第
２
３
章
 
雑
則
 

（
全
国
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
集
計
）

 

第
１
９
０
条
の
２

 
本
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
た
る
会
員
か

ら
、
供
給
区
域
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
量
の
提
出
を
受
け
る
。

 

２
 
本
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
量
を
、
原
則
と
し
て
算
定
期
間
の
翌
々
月
の
第

５
営
業
日
ま
で
に
、
全
国
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
量
と
し
て
集
計
し
、
当
該
集
計
結
果
を
卸
電
力
取
引
所
に
通
知
す
る
。

 

 第
１
９
０
条
の
２
 
削
除
 

 

（
新
設
）

 
附
則
（
令
和
 
年
 
月
 
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
本
規
程
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
又
は
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す

る
。
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別紙３ 

 

電力広域的運営推進機関 ２０２２年度事業計画（案） 

 

電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）は、「電気事業法」（以下

「法」という。）第２８条の４に規定する広域的運営推進機関として、電気事業

の広域的運営を通じて、全国規模での電力安定供給の確保と送配電設備の効率

的利用を推進するため次の業務を行う。 

 

１．再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世

代型ネットワークへの転換 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの主力

電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワーク構築のため、

以下の３点について取り組む。 

・ 再生可能エネルギーを主力電源化するための系統利用ルールを確立し、ネ

ットワーク設備の有効活用と効率的な投資による系統設備形成に資する検

討を行う。 

・ 再生可能エネルギーの主力電源化に伴う電源構成や系統利用ルールの変化

においても適切に需給バランスを評価し、安定的で安価なエネルギー供給

確保のための検討を行う。 

・ 中長期的な社会構造の変化等を見据えた需要想定を行う。 

 

１－１．供給計画の取りまとめ、検討及び経済産業大臣への送付（法第２８条の

４０第１項第４号）/入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維

持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供

給能力の確保を促進するための業務（法第２８条の４０第１項第５号）/送配

電等業務に関する情報提供及び連絡調整(法第２８条の４０第１項第８号) 

（１）供給計画を通じた次世代型ネットワーク構築のための設備形成 

電源構成や系統利用の変化、容量市場の開設を見据え、供給信頼度評価を深

化させる。各事業者からの供給計画を通して国内の需給バランスを評価すると

ともに、電源・送電線の開発・休廃止等の適切性を確認し、国において適切に

対処すべき事項については、安定供給の観点から意見等を付して経済産業大臣

に送付する。また、電源の休廃止の進展等を踏まえ、需給バランスの改善に向

けた調整や供給力対策の要否を含めた検討を行い、早期に需給状況悪化の兆候
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をつかむことができるよう本機関内の情報連携を高め、機動的に供給力対策を

取れる体制を構築する。 

（２）需要想定に関する業務並びに夏季及び冬季の電力需給検証 

需要想定は、需給バランス評価や調整力公募、容量市場等の起点となる情報

であり、その確度や根拠、透明性が不可欠であるため、電力需要や経済関連の

各種データ分析、ヒアリング・文献調査等により、需要想定の改善を継続して

行う。併せて新型コロナウイルス対策が進展する中での経済・社会構造の変化

状況及び電力需要への影響を分析・評価し、今後の需要想定に織り込む。また、

国の節電要請の判断に資する需給検証における需給バランスの評価方法とし

ては、供給計画における見込み不足電力量評価（以下「ＥＵＥ評価」という。）

との整合性も踏まえ、２０２２年度中を目途に、その評価手法の在り方につい

て検討する。ｋＷｈ面の需給検証・モニタリングについて、２０２１年度のｋ

Ｗｈ実績のレビューを踏まえ、需要・供給力両面の変動リスクに係る検討を深

め、評価方法を高度化する。 

（３）次世代型ネットワーク整備のグランドデザイン 

①マスタープラン 

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一

部を改正する法律（令和２年法律第４９号）及び第６次エネルギー基本計画

（令和３年１０月２２日閣議決定）を踏まえた広域系統長期方針(以下「マ

スタープラン」という。)について、２０２２年度中の策定を目標に作業を

進める。２０２２年度は２０２１年５月にとりまとめたマスタープランの中

間整理からアデカシー便益等の反映による費用便益評価の高度化や、再生可

能エネルギー余剰時の需要創出といった需要側対策の反映をし、より精緻な

シナリオ分析を反映して策定する。 

②系統利用ルール 

再生可能エネルギー等の新規電源の早期連系と電力ネットワークの整備・

維持に必要なコスト低減の両立を図るため、既存の系統設備を有効活用する

仕組みである「日本版コネクト＆マネージ」に関し、Ｎ－１電制の本格適用

開始のためのガイドラインを整備し、ローカル系統を対象としたノンファー

ム型接続の適用に伴う規程類を改定する。また、Ｓ＋３Ｅを前提としつつ、

発電コストの最小化に向け、系統混雑の管理手法としては、２０２２年度は

調整電源を活用した再給電方式の準備に万全を期すとともに、その次に予定

している全電源を対象とした再給電方式の導入に必要な規程類の改定を行

う。 

③広域系統整備計画 

電力の広域的取引の環境整備や安定供給を着実に実現するために、現在進
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行中の広域系統整備計画(北海道本州間連系設備、東北東京間連系線及び東

京中部間連系設備)について定期的に工事進捗を把握し、系統整備に伴う国

民負担抑制の観点から系統整備の費用の妥当性やコスト削減に向けた取組

について検証する。また、マスタープランの中間整理で早期に具体化の検討

を進めるとした連系線等の増強方策について、計画策定プロセスの開始要否

を判断し、その結果、プロセスの開始を判断した連系線等の増強方策につい

ては、事業性の評価とともに安定供給やコスト低減の観点を踏まえた増強規

模及び運転開始時期等の詳細検討を行う。さらに、２０２２年４月から一般

社団法人日本卸電力取引所の値差収益が移管されることから、適切に対応す

る。 

④マスタープランを支える仕組み 

新たな託送料金制度の第一規制期間に向けて、一般送配電事業者が策定す

る設備保全計画が高経年化設備更新ガイドラインに則っているかについて、

国と連携し、確認する。また、第二規制期間に向けて、故障データの蓄積・

管理を通じた係数値の更新等に取り組む。さらに、マスタープランのもと、

非効率な設備形成を回避するために、電源開発動向の実態を踏まえたプッシ

ュ型の設備形成を目指し、整備計画を具体化する仕組みを構築する。 

（４）効率的なアクセス業務 

新規電源の早期連系のため、電源接続案件一括検討プロセスの手続及び運営

が適切に行われていることを確認し、プロセスが遅滞なく進むよう一般送配電

事業者を指導する。一方で、ローカル系統を対象としたノンファーム型接続の

開始等を踏まえ、一括検討プロセス（洋上風力占用公募と連動したプロセス[２

０２１年８月改定]、リプレースプロセスを含む。）の在り方を整理し、必要な

措置を図っていく。本機関が受付したアクセス検討案件については、専門的な

見地から適切な妥当性確認を行うことで業務品質を維持しつつ遅滞なく回答

する。さらに事業者に寄り添って対応する観点から、系統利用ルールの動向を

的確に捉えた上で、系統アクセス業務の課題に対処する。 

（５）グリッドコードの検討 

再生可能エネルギーの大量導入を見据えたグリッドコードの適切な整備

は、系統の安定化をもたらすのみならず、再生可能エネルギーの主力電源化

に向けて再生可能エネルギー発電量の増加を可能とするものである。そこで、

当面は２０３０年度エネルギーミックスの実現に向けて、短期的（２０２３

年４月適用想定）に要件化が必要な技術要件（周波数変化の抑制対策や電圧

変動対策等）を検討することを目標に取り組む。 

２０２２年度は、２０２１年度に検討を完了した短期的（２０２３年４月

適用想定） に要件化が必要な技術要件（周波数変化の抑制対策や電圧変動対
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策等）について、系統連系技術要件の改定にあたっての具体的な記載内容に

ついて審議するとともに、関係規程類との調整協議を実施する。併せて、中

期的（２０２５年前後適用想定）及び長期的（２０３０年前後に適用想定）

に要件化が必要な技術要件について、エネルギー基本計画の状況、海外の動

向及び系統運用の構想を踏まえ、検討候補を選定する。 

 

１－２．送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整（法第２８条の４０第１

項第８号） 

（１）地域間連系線の管理 

２０２４年度に一次調整力を含めた需給調整市場と広域需給調整の環境整備

を完了させるため、２０２１年度は三次調整力①・②の商品追加とその連系線

の利用管理方法の見直しを行うための広域機関システムの改修を行ってきた。

２０２４年度には一次調整力及び二次調整力の商品追加が予定されており、２

０２３年度までに必要なシステム開発を完了させるべく、２０２２年度は以下

の取組を実施する。 

・ ２０２１年度の三次調整力②追加時のシステムトラブルの反省を踏まえ、

従来のシステム開発体制に加え、開発事項に対する確認体制等の見直し、

システム運用開始後の市場への影響の有無について、確認評価を徹底する

などの対応強化を図る。 

・ ２０２４年度に需給調整市場で商品追加される一次調整力及び二次調整力

に対応した運用課題や広域機関システムの改修内容の検討を進める。 

・ ２０２４年度の広域需給調整運用の本格化に備え、三次調整力における広

域需給調整の適切な実施の確認、調整力の確保量や連系線潮流の実績の評

価等、調整力の広域活用を推進する。また、広域需給調整運用に向けた広

域予備率の導入に加え、２０２２年度以降の新たなインバランス料金制度

に対応するため、２０２２年度においては以下の取組を実施する。 

・２０２２年度から新たなインバランス料金制度が開始されることから、

広域予備率が安定供給の指標となり、補正料金算定インデックスがイン

バランス料金の指標となるため、広域予備率及び補正料金算定インデッ

クスの円滑な算出、公表を確実に実施する。 

その他、以下の業務を実施する。 

・ 経過措置計画等の管理、承認電源等の申請の受付・審査 

広域メリットオーダーを実現するための連系線利用ルール見直し（間接オ

ークション導入）に伴う、承認電源等の新規及び変更申請を受け付け、定

期審査を行う。同様に２０２５年度までの暫定措置として導入された経過

措置計画について、銘柄廃止などの受付、管理業務及び制度趣旨に沿った
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入札行動等を行っているかを定期的に監視し、不適切行動を見つけた場合

は是正を促す。 

・ 連系線の運用容量及びマージンの算出・公表 

社会基盤である電力インフラを系統利用者が最大限利用できるよう、供給

信頼度を確保した上で運用できる連系線の限度値並びに異常時等の電気

の供給及び広域的な調整力調達のために必要なマージンの値を算出し、公

表する。 

連系線の運用容量設定等にあたっては、系統の安定性等を評価・確認する必

要があることから、信頼性の高い管理に寄与するために、系統解析ツールによ

る潮流等の解析を通じて、業務品質の向上を図るとともに，連系線利用の拡大

に取り組む。 

（２）作業停止計画の調整 

送配電網の強靱化のための既存流通設備の計画的な更新による長期作業停

止の増加が予想される中、流通設備・電源設備の適切な保守と作業停止時の供

給力確保の両立が必要であることから、事業者間の利害調整を促し、全体最適

な作業停止調整を実現する。 

具体的には、年間計画・月間計画・計画外・緊急時における、広域連系系統

等の停止に関する計画を取りまとめ、太陽光等再生可能エネルギーの増加によ

る供給構造の変化を考慮した上で、連系線の運用容量に影響を与える電力設備

の作業停止計画について調整を行い、作業停止計画を適切な時期に公表する。 

さらに、新規電源の連系時に既存流通設備の増強を行わずに混雑時に調整電

源で潮流調整を行い混雑緩和する再給電方式が２０２２年内に導入予定とな

った。このことから、再給電方式が導入された系統において、流通設備停止に

伴う系統混雑の取扱いについての考え方を再整理する。 

（３）調整力及び必要予備力のあり方の検討 

日々の安定供給は、一般送配電事業者による適正な供給予備力の確保、周波

数制御のための調整力の確保、連系線のマージン運用等によって維持されて

おり、それらを適正量確保することで電気料金の抑制と停電リスクの低減を

両立している。本機関では電源運用状況等のデータを分析し、供給予備力や

調整力の適正な必要量を算定している。また、必要量の在り方等については、

調整力の調達が調整力公募から需給調整市場に移行してくことや、容量市場

の開設及び足元の需給動向など、状況変化に応じた見直しを実施している。

そこで２０２２年度においては以下の取組を実施する。 

・ 需給バランス調整及び周波数制御に必要な調整力の在り方並びに供給信頼

度維持のための必要な予備力の在り方について、容量市場・需給調整市場

の導入等の状況変化を踏まえた検討を進める。なお、需給バランス調整及
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び周波数制御に必要な調整力の在り方については、一般送配電事業者によ

る２０２３年度の調整力公募スケジュールを踏まえ、２０２２年上期を目

途に検討を進める。供給信頼度維持のための必要な予備力の在り方につい

ては、２０２２年度供給計画や２０２６年度向け容量市場オークションを

踏まえ、必要に応じて検討を進める。 

・ また、持続的需要変動の分析において新たに抽出された課題について「持

続的需要変動に関する勉強会」を開催し、検討を進める。 

・ 再生可能エネルギーの主力電源化に向け、電源の運用状況等のデータの分

析、調整力・慣性力の必要量・調達方法、必要予備力・供給信頼度の評価

方法及び算定ツールの整備等を通じて、調整力及び必要予備力の在り方の

検討を行う。 

・ ２０２０年度冬季の需給ひっ迫を踏まえ、２０２１年度に実施したｋＷｈ

余力率管理の実施結果の分析を行い、収集するデータの種類や期間等、ｋ

Ｗｈ余力率管理の実施手法を改善することによって、更なる精緻な需給監

視業務の体制や運用方法を確立していく。 

また、再生可能エネルギーの主力電源化に向けては、将来的に必要となる供

給予備力及び調整力(周波数調整力、慣性力、同期化力、電圧調整力等)を想定

し、予め対応を進めることが脱炭素社会の実現と安定供給の両立につながる。

そこで本機関では、将来の需要想定や再エネの設備量想定等から、将来の電力

需給状況を想定して、適切な対応策、将来の電源の調達方法及び環境整備方策

を策定する。２０２２年度においては、電源の運用状況等のデータを分析のう

え、将来の調整力・慣性力の必要量を試算するとともに、調達方法や運用管理

方法について検討を進める。 

（４）需給調整市場 

再生可能エネルギーの主力電源化を進める上で、一般送配電事業者が日々

の安定供給及び電力品質を維持することで、電気を売買する事業者の安定した

事業運営に寄与するとともに、消費者が安心して電気を使用できる環境を実現

する。そのために必要となる調整力の調達・運用を広域化することによる需給

調整の効率化や、市場メカニズムの採用による透明性の向上、また、ＤＲ（デ

ィマンドリスポンス）事業者や新電力等の新規事業者を含めた調整力確保の仕

組みにより、競争環境を構築することで調整力の調達・運用コストの効率化・

低減化を実現し、電力系統を利用する全ての事業者や消費者にとってのメリッ

トとする。 

本機関は、この調整力を効率的に調達するプラットフォームとなる需給調

整市場の開設を目指して、調整力を５つの商品に細分化し、それぞれの詳細制

度設計を取りまとめてきた。今後は、一次調整力及び二次調整力①・②の２０
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２４年度の市場開設に向けた準備を進めるとともに、市場開設済みの三次調整

力①・②の取引状況を踏まえ、必要な制度見直しを進めていく。 

そこで２０２２年度においては以下の取組を実施する。 

・ ２０２４年度に市場開設する一次調整力及び二次調整力①・②に関する準

備を進める。 

・ 市場開設済みの三次調整力①・②の取引状況を監視し、状況に応じて必要

なルール見直しに関する検討を進めるとともに、気象予測精度向上や共同

調達など調整力として必要な量の適正化に向けた検討を進める。 

（５）需要者スイッチング支援 

消費者が、先進的な他業種と同等に電気を選択できるよう、配電事業制度や

スイッチング支援システムのリプレース時期を見据えて、２０２１年度の検討

結果を踏まえて、２０２２年度末を目途に手続とスイッチング支援システムを

再構築する。 

（６）系統情報の公表 

国が定める「系統情報の公表の考え方」（２０２１年９月改定）に基づき、

地域間連系線及び全国の電力需給に関する情報等をウェブサイト上で公表す

る。 

（７）広域機関システムの開発及び維持管理の効率化 

本機関は、連系線の新設・増強を最大限活かし、連系線を介した電力取引を

含めた広域運用を促進する観点から、２０２４年度から開始される容量市場開

設に合わせて需給調整市場の全商品を運用開始するとともに、２０２８年度の

佐久間周波数変換設備及び東清水周波数変換設備の増強を見据えて、２０２７

年度までに広域機関システムの改修を完了させる。このため、本機関は以下の

取組を行う。 

・ 既存システムのシステム開発においては、２０２４年度以降に向けて検討

が進められている制度変更に対応し、運用の効率化が図られるように、シ

ステム開発を行う。具体的な２０２２年度の取組としては、需給調整市場

では２０２４年度から一次調整力及び二次調整力①・②の取扱いが始まる

地域間連系線への容量登録を既存商品と同様に実施するためのシステム改

修を実施する。また、新たな制度及びルール見直しとなった事項に対し、

必要に応じてシステム改修を検討する。 

・ ２０１６年のシステムの運用開始から度重なる改修をしてきたこともあ

り、システムの機能や構成が複雑化しており、追加開発や維持管理への影

響が出始めている。２０２４年度には容量市場や需給調整市場の導入が終

わることや、２０３０年度にハード・ソフトともに保守不可能となる時期

を迎えることもあり、２０２４年度以降に本格着手できるよう、システム
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リプレースの検討を行う。２０２２年度の具体的な取組としては、コスト

削減と性能向上を目的にソフト・ハードの両面からの構成見直し及びその

実現可能性の技術的側面からの評価など、具体的な詳細検討を進め、開発

着手の判断に繋げる。また、他社事例の調査や技術的な調査を行い、開発

ロードマップを含めて必要な要件等を確定させる。 

・ 既存システムの維持管理・保守においては、システムリプレースの検討状

況を踏まえ、不要な機器交換を抑制しつつ、既存の広域機関システムの正

常な運用を維持し、保守及び性能維持の管理を行う。 

なお、システム開発においては目的適合性を十分に配慮しつつ、維持管理を

含めて、ＣＩＯ補佐官（システム開発の専門家）によるコスト精査を実施する

ことや、システム開発前に有識者会議等でシステム化範囲等の妥当性について

の確認を行うこと等によって効率性向上に向けた取組を行う。 

 

２．電力の安定供給のための供給力確保および需給バランス評価 

電力の安定供給を実現するため、容量市場の市場管理者として中長期的な供

給力の確保や供給計画を通じた需給バランスの評価により、電力取引価格の安

定化を実現し、電気事業者の安定した事業運営、電気料金の安定化や中長期にわ

たる停電リスクの低減等の消費者メリットを実現する。 

 

２－１．入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運

用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確

保を促進するための業務（法第２８条の４０第１項第５号） 

（１）容量市場の詳細設計及び運営 

容量市場の実効初年度となる２０２４年度に向けて、実効性テストや容量

停止調整を実施し、必要に応じて行う追加オークション（２０２３年度）、ア

セスメント、請求・交付、検証（２０２４年度）等の準備を進めていく。また、

メインオークションを毎年実施していくため、容量市場の市場管理者として円

滑な市場運営を行うとともに、必要な制度詳細の検討を進めていく。 

そこで、２０２２年度においては以下の取組を実施する。 

・ 他の制度設計やメインオークション実施後の議論等を踏まえて、必要な制

度詳細の検討及び市場ルールへの反映を進める。 

・ 当年度以降のメインオークション等の円滑な実施に向けて効率的な運営体

制・システム等の整備を進める。システム等の整備については、引き続き、

目的適合性と効率性を考慮して進める。 

・ ２０２４年度に始まる実需給業務（アセスメント、請求・交付）について、

詳細制度検討・運営体制・システム等の整備を進めるとともに、実需給前
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業務（実効性テスト・容量停止調整など）を着実に実施する。 

・ 事業者向け、一般向けの情報発信に努め、容量市場に関する制度理解を促

進する。 

（２）供給計画を通じた需給バランスの評価及び電源入札等の要否検討 

供給計画の取りまとめを通じて国内の需給バランス評価のベースとなるデ

ータを取りまとめ、ＥＵＥ評価による信頼度評価、電力需給検証の手法による

猛暑・厳寒時需要に対する信頼度評価を実施し、供給力対策の要否を検討する。

供給力が必要と判断される場合には、具体的な対応に速やかに取り組む。 

供給力対策について、２０２１年度には、本機関による発電機の補修時期の

調整、一般送配電事業者による供給力公募などが実施された。２０２２年度に

おいては、将来的に電源入札等による供給力対策が必要となった際に速やかな

実施に移せるよう、実際の発動に先立ち必要となる基本的な枠組みを整備す

る。 

 

３．電気の需給の状況の監視（法第２８条の４０第１項第１号） 

（１）会員の需給状況の監視 

会員から提出される需要計画に基づいた供給力の確保状況、当日運用にお

ける供給区域の需要や主要発電所の稼働状況等供給力の状況、さらには供給区

域間をつなぐ連系線運用状況の監視・管理を２４時間・３６５日の体制で行う

ことにより、需給状況の悪化時に適切な指示や要請を行う。 

また、各種計画が送配電等業務指針に照らして適正な内容で提出されるよ

う、複数の計画間の整合性及び計画と実績の差（インバランス量）について確

認し、適宜事業者に対する注意喚起を行う。また、不整合のある計画提出や多

量のインバランスの発生を繰り返している事業者に対しては改善を求め、必要

に応じて指導を行う。既に指導を行った事業者に対しては、インバランス量を

重点的に確認し、改善を確実なものとする。 

（２）大規模停電リスクに備えた運用対策 

大規模停電の発生リスクを低減させ、かつ大規模停電発生時の停電復旧時間

を短縮させる観点から、これらに必要となる基準や考え方を一般送配電事業者

と協調して検討し、必要に応じ一般送配電事業者の手順書等の見直しを図る。

具体的には、大規模災害発生時にも広範囲な停電を回避するため、広域連系系

統での適切な負荷遮断の在り方（同期エリア全体での負荷遮断実施によるブラ

ックアウトの回避等）や系統分離方策の整理等（系統分離点の選定や分離の判

断方法（ブラックアウトしないケースでは分離を回避等））を実施する。今後

の設備の新設・廃止等も想定し、広範囲な停電からの復旧に必要となるブラッ

クスタート機能のあるべき姿について検討する。 
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４．需給の状況が悪化した場合等における会員への指示（法第２８条の４０第

１項第２号） 

平常時・緊急時を問わず安定供給のために全国大での需給調整を行う。具体

的には、災害や電源トラブル等により、会員の需給状況が悪化するような場合、

市場活用も考慮しつつ、需給状況を改善するため、需給ひっ迫融通等必要な指

示を行う。また、再生可能エネルギーの出力増加等で、供給区域の需要に対す

る供給力が余剰になるような場合は、送配電等業務指針に基づき、長周期広域

周波数調整を実施する。２０２２年度から広域予備率に基づく広域需給調整が

本格的に行われることから、平時だけでなく需給ひっ迫時においても広域需給

調整が円滑に実施できるよう、確実な実施体制や運用方法を確立する。 

また、需給バランス維持を目的に一般送配電事業者が再生可能エネルギーの

出力制御を行った場合に、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

施行規則（平成２４年経済産業省令第４６号）並びに出力制御の公平性の確保

に係る指針（２０２１年４月改定）及び本機関の送配電等業務指針（２０２１

年７月改定）に照らして、「発電事業者から見て、再生可能エネルギー抑制の

指令は、公平に実施されたのか」という視点から、毎年度終了後に一年間の抑

制回数を確認し、出力制御の公平性の確保に係る指針の内容に則り、検証し結

果を公表する。 

 

５．ＦＩＴ・ＦＩＰ交付等業務/太陽光パネル廃棄費用積立金管理の適切な実施

（法第２８条の４０第１項第８号の２、第８号の３） 

 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部

を改正する法律（令和２年法律第４９号）により、２０２２年４月以降、当機

関業務として追加される「ＦＩＴ制度に関する交付金等の交付」、「ＦＩＰ制度

に関するプレミアムの交付」及び「太陽光パネル等の廃棄費用の積立金の管理」

については、多数の事業者への公正・公平な対応やこれまでにない多額の資金

の的確な管理等が必要であるとともに、業務執行に関する第三者による検証

（外部監査）が求められる。このため、今年度（業務開始年度）は、適正な体

制及び人員確保に重点を置きつつ、次年度以降の効率的な業務運営も視野に入

れ、以下の取組を行う。 

・ 新システム（再生可能エネルギー業務統合システム）の確実な運用開始及

び既存システム（ＦＩＴシステム：一般社団法人低炭素投資促進機構から

移管）の制度見直しに必要な改修による円滑な業務の立ち上げ・遂行 

・ ＦＩＴ・ＦＩＰ制度に関する交付金等の多額の資金管理や区分経理等への

適正な対応及び次年度以降の効率的な業務運営に向けた体制の構築 
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・ 制度や事業者が必要な手続等の事業者理解向上に向けた情報発信及び適

切な事業者対応に向けた体制整備・運用 

・ 今後の制度改正等に対しても迅速・的確に対応すべく、国との連携体制の

強化 

 

６．電気供給事業者からの苦情又は相談の対応及び紛争の解決（法第２８条の

４０第１項第７号） 

（１）苦情又は相談の対応 

電気供給事業者等から、送配電等業務その他本機関の業務に関する苦情・紛

争についての申出又は相談を受けたときは、事業者の機会損失を最小限に抑え

るべく、回答その他の初動措置を速やかに行うとともに、論点整理や事業者毎

の申出を踏まえた解決案の提供を行い、早期の解決に努める。 

初動の措置では解決できず、更なる対応が必要な場合においても、裁判外紛

争解決手続の活用や、電気供給事業者に対する指導又は勧告等の必要な措置を

講じ、問題の解決に努める。 

また、電気供給事業者等の、送配電等業務指針等のルールに基づく業務の改

善のため、苦情の申出又は相談の内容を定期的に取りまとめ、事業者の事業機

会の拡大につながるよう、本機関のウェブサイトで事案を公表し、広く周知す

る。 

（２）紛争の解決 

送配電等業務に関する電気供給事業者間の紛争を解決するため、裁判外紛争

解決手続の利用の促進に関する法律（平成１６年法律第１５１号）に基づく認

証紛争解決事業者として、本機関の役職員以外の学識経験者、弁護士等で構成

する紛争解決パネルを設置し、和解の仲介（あっせん・調停）の業務を行う。 

 

７．電気供給事業者に対する指導、勧告等（法第２８条の４０第１項第６号） 

送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要と認

めるときは、業務規程に基づき、電気供給事業者に対する指導又は勧告を行う。 

 

８．前１.～７.の附帯業務及び災害対応関連業務（法第２８条の４０第１項第

９号、法第２８条の４０第１項第４号の２及び法第２８条の４０第２項） 

（１）報告書の作成及び公表 

電力需給や電力系統の状況等について、本機関が収集した情報及び会員から

提供される情報に分析を加え、各ステークホルダーに有益な情報となるよう報

告書を取りまとめ公表する。２０２２年度は業務規程に基づき、電力需給（周

波数、電圧及び停電に関する電気の質についての供給区域ごとの評価、分析を
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含む。）、電力系統の状況、系統アクセス業務に関する実績、翌年度・中長期の

電力需給及び電力系統に関する見通し及び課題、各供給区域の予備力及び調整

力の適切な水準等の評価及び検証並びに必要に応じた見直し、に関する報告書

を作成し公表する。 

また、情報収集・発信機能の強化のため、各報告書に収録されたデータを分

析に活用することができるよう、データ集として併せて整理する。 

（２）調査及び研究 

電気事業に関する技術動向、制度政策等に関する調査及び研究を行う。国の

審議会における検証結果も踏まえ、中長期的には海外関係機関との双方向の関

係構築を目指す。 

（３）災害等への対応 

緊急時は、業務規程及び防災業務計画に基づいた対応態勢の下、昨今激甚化

している大規模自然災害の発生や需給逼迫に備え、国と密接な連絡調整を図る

と共に、国の防災業務との連携を強化する。 

平常時は、災害対応力の強化にむけた訓練を継続的に実施するとともに、本

拠点の施設や役職員等が被災した際にも事業継続計画に基づき優先継続業務

を確実に遂行できるよう、大阪に構築したバックアップ運用拠点におけるシス

テムの稼働確認を含む職員の対応訓練の実施や職員の移動・宿泊計画支援サー

ビスの実効性の確認を実施するとともに、更なるバックアップ拠点の整備につ

いて検討し、その必要に応じて整備を行う。 

また、本機関は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第

３１号）及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号）に基づく指定公共機関であることを踏まえ、不

測の事態への対応力を向上させる。 

加えて、一般送配電事業者たる会員から災害時連携計画の提出を受けたとき

は、必要な対応を行う（法第２８条の４０第１項第４号の２）とともに、災害

復旧にかかる費用を全国大で負担・費用回収する災害等復旧費用の相互扶助に

おける拠出金の総額及び積立基準額の設定、拠出金の請求、申請受付、交付金

額の決定及び交付を行う。 

 

９．本機関の目的を達するために必要な業務（法第２８条の４０第１項第１０

号） 

（１）広報 

本機関の業務の透明性を高め、会員はもちろんのこと、社会にも理解される

よう、本機関の業務及び電気事業の広域的運営に関する情報の積極的発信、広

報の充実・強化に努める。 

-49-



 

 

 

また、報道機関等への対応を通じて、本機関の業務に関連した情報を正しく

分かりやすく伝える。 

（２）情報システムのセキュリティ対策 

電力の安定供給を担う本機関の業務及び電気事業者との連携において、消費

者が安価な電力を安心して利用できるよう、本機関及び電気事業者の情報セキ

ュリティ及びサイバーセキュリティ対策を高めて、大規模停電に至るセキュリ

ティ事故発生をゼロにする。 

２０２２年度は、再生可能エネルギーの交付金等の取り扱いが開始されるこ

とを踏まえ、サイバー攻撃への備えを強化し、訓練や教育を推し進める。 

（３）職員の確保・育成 

  職員の確保については、本機関の的確な業務遂行に必要な要員を常時確保

しつつ、将来性ある新卒者と専門的知見を有する人材の採用を進め、中長期的

に機関採用職員比率を高める。また、職員の育成については、プロパー職員等

のスキル向上を図る。 

２０２２年度は、中途採用の機会を増やすなどの施策を展開し、大手電力出

向者比率を、２０２２年度末時点５４％を目標とする。また、職員の育成につ

いては、ＯＪＴを基本としつつ、能力向上を図るため、採用時研修、内部・外

部研修の実施、併せて若手職員を対象とした機関外（関係省庁・電気事業者）

への出向・派遣を実施する。さらに、国の審議会の指摘を踏まえ、人材育成の

ための研修を充実させる。 

（４）機能強化に伴う組織運営体制の整備 

２０２２年度より、ＦＩＴ制度・ＦＩＰ制度に関する業務が開始されること

等から、多額の資金を扱うこととなる。そのために必要となる資金管理、資産

運用、区分経理等の組織体制の整備を行う。 

また、こうした機能強化に伴う大幅な増員が見込まれることから、必要な執

務スペースを確保する。加えて、関係者とのより円滑な調整や委員会等の効率

的な開催を図るため、アクセスの利便性も考慮した上で、職員のために適切な

執務環境を提供する。 

（５）監査によるモニタリング 

本機関の業務が、関係する法令・諸規程等に則り適正に行われているか、業

務の中立性・公平性、財務報告の適正性、及び文書管理・情報管理の適正性を

重点とした内部監査を実施する。そのうち、情報セキュリティや多額の資金管

理を扱う業務等、社会的重要性が高い分野については第三者による専門性・客

観性を要することから外部委託等を活用して監査を実施する。 

加えて、ＦＩＴ制度・ＦＩＰ制度の交付金等の多額の資金管理業務が増加さ

れることから、新業務に係る会計処理・資金管理の適正性の検証に注力した監
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査を実施する。 

（６）その他 

政府において検討中の様々な制度改正等の実施や需給ひっ迫を受けた検証

結果を踏まえ、本機関において所要の業務が発生する場合は、適時適切に対応

する。 

 

１０．送配電等業務指針の策定及び変更（法第２８条の４０第１項第３号） 

政府において検討中の様々な制度改正の実施等に適切に対応するため、定

款、業務規程及び送配電等業務指針の変更等の検討を進める。 
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別紙４ 

 

電力広域的運営推進機関 ２０２２年度予算（案） 

 

予算総則 

■ 収入支出予算 

                 

 第１条  電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）の２０２２事業年度収入

支出予算は、別紙「２０２２年度収入支出予算」に掲げるとおりとする。 

 

■ 債務を負担する行為 

 第２条  本機関が、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令（以下「省令」

という。）第７条の規定により、２０２２事業年度において債務を負担する行為

はない。 

        

■ 支出予算の流用等 

 第３条  次に掲げる経費は、省令第８条第２項に規定する予算総則で指定する経費と

し、他の経費に相互流用する場合、本機関は、経済産業大臣の承認を受けなけ

ればならない。 

      

（経費名）役職員給与 

     退職給付引当金繰入 

     交際費 

     電源入札拠出金 

       

■ 収入支出予算の弾力条項 

 第４条  本機関は、会費の増加に伴い収入金が予算額に比して増加するときは、その

増加する金額を限度として、当該業務に必要な経費の支出に充てることができ

る。 

 

■ 給与等の制限 

 第５条  本機関は、支出予算の範囲内であっても、役職員の定数及び給与をこの予算

において、予定した定員及び給与の基準をこえてみだりに増加し又は支給して

はならない。 
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1
5
0

  
  
  
  
  
  

5
,1

6
8

そ
の
他
収
入

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

前
年
度
よ
り
の
繰
越
金

3
,6

1
0
,7

2
7

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
1
,9

2
0

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
,5

9
8
,8

0
7

固
定
資
産
関
係
費

7
,3

2
4
,0

2
4

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
,0

6
0
,0

9
8

  
  

1
5
3
,8

8
5

  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

2
0
,8

6
9

  
  
  
  

6
,0

8
9
,1

7
2

有
形
固
定
資
産
取
得
費

7
2
6
,0

8
0

-
  
  
  
  
  
  
  
  

9
1
,6

8
2

  
  
  
  

1
3
,3

0
9

  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
8
,2

3
8

  
  
  
  

6
0
2
,8

5
1

無
形
固
定
資
産
取
得
費

6
,5

8
8
,9

0
4

-
  
  
  
  
  
  
  
  

9
6
8
,4

0
3

  
  
  

1
4
0
,5

7
4

  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

2
,6

2
8

  
  
  
  
  

5
,4

7
7
,2

9
9

修
繕
費
用

9
,0

4
0

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
3

  
  
  
  
  
  
  

2
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
  
  
  
  
  
  
  
  

9
,0

2
2

運
営
費

3
,9

3
0
,3

3
5

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
4
5
,9

4
0

5
0
,2

1
7

2
5
,0

4
9

4
9
,2

1
9

3
,4

5
9
,9

1
0

支
払
利
息

3
6
,3

3
9

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
6
,3

3
9

予
備
費

4
0
9
,9

0
7

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
,1

7
8

-
  
  
  
  
  
  
  
  

4
0
8
,7

2
9

1
4
,0

7
3
,4

4
2

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
,5

1
5
,4

1
9

2
1
9
,9

8
0

4
0
,4

2
8

9
1
,8

2
9

1
2
,2

0
5
,7

8
6

1
4
,0

7
3
,4

4
2

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
,5

1
5
,4

1
9

2
1
9
,9

8
0

4
0
,4

2
8

9
1
,8

2
9

1
2
,2

0
5
,7

8
6

（
注
）
各
勘
定
に
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
の
各
勘
定
へ
の
配
分
は
、
事
業
年
度
の
末
日
現
在
に
お
い
て
、
各
勘
定
に
お
い
て
経
理
す
る
業
務
に
従
事
す
る
人
員
の
数
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

合
　
　
　
　
計

合
　
　
　
　
計

支
　
　
　
　
　
出

収
　
　
　
　
　
入

科
　
　
　
目

科
　
　
　
目

納
付
金
収
入

（
別
紙
）
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別紙５ 

 

 

送配電等業務指針一部変更の件 

 

変更の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更 

【該当条文：第５３条の３（新設）】 

・系統設置交付金の交付対象となる広域系統整備計画に基づき系統増強

等を行う一般送配電事業者又は送電事業者は、系統設置交付金の交付

を受けることができる旨、交付を受けるに当たり、系統増強等に係る

費用の額を本機関に届け出る旨規定 

 

２．配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更 

【該当条文：第１条、第４条、第５条、第８条、第９条、第１３条、 

第１４条、第１５条の３～第１５条の６、 

第１５条の１５～第１５条の１７、第１６条、第１７条、 

第２４条～第３０条の２、第３３条、 

第５４条～第５７条、第６１条、第６３条、第６６条、 

第６８条～第７２条、第７４条～第８６条、 

第８８条～第９９条、第１０３条～第１０６条、 

第１０８条～第１２４条、第１３２条～第１４４条、 

第１４９条～第１６１条、第１６３条～第１６７条、 

第１６９条、第１７０条、第１７２条～第１７７条、 

第１７９条、第１８１条、第１８３条～第１９３条、 

第１９６条、第２２１条、第２２９条、第２３０条、 

第２４３条、第２４５条、第２４７条、第２４８条、 

第２５０条～第２５２条、第２５４条、第２５５条、 

第２５７条～第２５９条、第２６４条、第２６６条、 

第２６７条の６～第２６９条、別表７－１～別表７－３、 

別表１２－１、別表１２－２、 

附則（平成２８年４月１日）第４条、 

附則（平成２９年９月６日）第２条、 

-54-



 

 

附則（平成３０年６月２９日）第２条、 

附則（令和２年３月３０日）第４条（変更）】 

・関連規定において、新たに配電事業者・特定卸供給事業者を適切に位

置付けるべく、各事業者の電気事業法上の義務や事業内容等に合わせ

て変更 

 

３．新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更 

【該当条文：第２７１条（削除）】 

・一般送配電事業者のインバランス量の提出に係る規定を削除 

 

以上 
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電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

 
送
配
電
等
業
務
指
針
 
新
旧
対
照
表
 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

平
成
２
７
年
４
月
２
８
日
施
行

 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
変
更
  

 

送
配
電
等
業
務
指
針

 

 
     

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

 
         

平
成
２
７
年
４
月
２
８
日
施
行
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
変
更
      

 

 

送
配
電
等
業
務
指
針

 

 
     

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
変
更
履
歴
）

 

平
成
２
７
年
４
月
２
８
日
施
行

 

平
成
２
７
年
８
月
３
１
日
変
更

 

平
成
２
８
年
４
月
１
日
変
更

 

平
成
２
８
年
７
月
１
１
日
変
更

 

平
成
２
８
年
１
０
月
１
８
日
変
更

 

平
成
２
９
年
４
月
１
日
変
更

 

平
成
２
９
年
９
月
６
日
変
更

 

平
成
３
０
年
６
月
２
９
日
変
更

 

平
成
３
０
年
１
０
月
１
日
変
更

 

平
成
３
１
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
元
年
７
月
１
日
変
更

 

令
和
元
年
１
２
月
１
１
日
変
更

 

令
和
２
年
２
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
３
月
３
０
日
変
更

 

令
和
２
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
２
年
７
月
８
日
変
更

 

令
和
２
年
１
０
月
１
日
変
更

 

令
和
３
年
４
月
１
日
変
更

 

令
和
３
年
４
月
１
６
日
変
更

 

令
和
３
年
７
月
１
日
変
更

 

                

（
変
更
履
歴
）
 

平
成
２
７
年
４
月
２
８
日
施
行
 

平
成
２
７
年
８
月
３
１
日
変
更
 

平
成
２
８
年
４
月
１
日
変
更
 

平
成
２
８
年
７
月
１
１
日
変
更
 

平
成
２
８
年
１
０
月
１
８
日
変
更

 

平
成
２
９
年
４
月
１
日
変
更
 

平
成
２
９
年
９
月
６
日
変
更
 

平
成
３
０
年
６
月
２
９
日
変
更
 

平
成
３
０
年
１
０
月
１
日
変
更
 

平
成
３
１
年
４
月
１
日
変
更
 

令
和
元
年
７
月
１
日
変
更
 

令
和
元
年
１
２
月
１
１
日
変
更
 

令
和
２
年
２
月
１
日
変
更
 

令
和
２
年
３
月
３
０
日
変
更
 

令
和
２
年
４
月
１
日
変
更
 

令
和
２
年
７
月
８
日
変
更
 

令
和
２
年
１
０
月
１
日
変
更
 

令
和
３
年
４
月
１
日
変
更
 

令
和
３
年
４
月
１
６
日
変
更
 

令
和
３
年
７
月
１
日
変
更
 

令
和
 
年
 
月
 
日
変
更
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
送
配
電
等
業
務
指
針
（
以
下
「
本
指
針
」
と
い
う
。）

は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０

号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
２
８
条
の
４
０
第
１
項
第
３
号
及
び
第
２
８
条
の
４
５
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
送

配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
が
行
う
託
送
供
給
の
業
務
そ
の
他
の
変
電
、
送
電
及
び
配
電
に
係
る
業
務
の
実
施
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項
等
を
定
め
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
送
配
電
等
業
務
指
針
（
以
下
「
本
指
針
」
と
い
う
。）

は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
７
０

号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
２
８
条
の
４
０
第
１
項
第
３
号
及
び
第
２
８
条
の
４
５
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
送

配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
行
う
託
送
供
給
の
業
務
そ
の
他
の
変
電
、
送
電
及
び
配
電
に
係
る
業

務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
を
定
め
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
供
給
区
域
需
要
の
想
定
）

 

第
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
需
要
想
定
要
領
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
想
定
期
間
及
び
想
定
対
象
に
し
た

が
っ
て
、
自
ら
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
を
行
い
、
毎
年
度
１
月
２
０
日
ま
で
に
本
機
関
に
提
出
す
る
。

 

 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
需
要
の
想
定
に
当
た
っ
て
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
２
２
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
経
済
見
通
し
そ
の
他
の
情
報
、
直
近
の
需
要
動
向
、
需
要
の
実
績
、
供
給
区
域
の
個
別
事
情
そ
の
他

適
切
に
需
要
想
定
を
行
う
に
当
た
り
必
要
と
な
る
事
項
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
を
提
出
す
る
際
は
、
本
機
関
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、

そ
の
算
定
根
拠
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
供
給
区
域
需
要
の
想
定
）

 

第
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
需
要
想
定
要
領
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
想
定
期
間
及
び

想
定
対
象
に
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
を
行
い
、
毎
年
度
１
月
２
０
日
ま
で
に
本
機
関
に
提
出
す

る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
需
要
の
想
定
に
当
た
っ
て
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
２
２

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
経
済
見
通
し
そ
の
他
の
情
報
、
直
近
の
需
要
動
向
、
需
要
の
実
績
、
供
給
区
域
の

個
別
事
情
そ
の
他
適
切
に
需
要
想
定
を
行
う
に
当
た
り
必
要
と
な
る
事
項
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
の
供
給
区
域
需
要
の
想
定
を
提
出
す
る
際
は
、
本
機
関
が
定
め

る
様
式
に
よ
り
、
そ
の
算
定
根
拠
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
検
証
）

 

第
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
号
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、

供
給
区
域
需
要
の
実
績
及
び
需
要
実
績
に
対
す
る
気
象
等
に
よ
る
影
響
量
に
関
す
る
情
報
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
別
表
２
－
１
の
と
お
り
、
供
給
区
域
需
要
の
実
績
と
供
給
計
画
と
し
て
届
け
出
た
供
給
区

域
需
要
の
想
定
と
を
比
較
し
、
そ
の
差
異
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。
た
だ
し
、
本
機
関
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

別
表
２
－
１
に
記
載
す
る
期
間
以
外
の
需
要
実
績
と
需
要
想
定
に
つ
い
て
も
比
較
及
び
検
証
の
対
象
と
す
る
。

 

 ３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
比
較
及
び
検
証
に
際
し
て
は
、
気
象
、
人
口
、
経
済
動
向
そ
の
他
の
需
要
に
影
響

し
得
る
要
因
及
び
そ
の
影
響
量
に
つ
い
て
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
、
第
２
項
の
検
証
結
果
を
本
機
関
が
定
め
る
様
式
に
基
づ

き
、
提
出
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
検
証
結
果
等
を
供
給
区
域
需
要
の
想
定
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
供
給
区
域
需
要
の
想
定
の
検
証
）

 

第
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
号
に
掲
げ

る
期
限
ま
で
に
、
供
給
区
域
需
要
の
実
績
及
び
需
要
実
績
に
対
す
る
気
象
等
に
よ
る
影
響
量
に
関
す
る
情
報
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
四
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
別
表
２
－
１
の
と
お
り
、
供
給
区
域
需
要
の
実
績
と
供
給
計
画
と
し
て

届
け
出
た
供
給
区
域
需
要
の
想
定
と
を
比
較
し
、
そ
の
差
異
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。
た
だ
し
、
本
機
関
の
要
請
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
別
表
２
－
１
に
記
載
す
る
期
間
以
外
の
需
要
実
績
と
需
要
想
定
に
つ
い
て
も
比
較
及
び
検
証
の
対
象

と
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
比
較
及
び
検
証
に
際
し
て
は
、
気
象
、
人
口
、
経
済
動
向
そ
の

他
の
需
要
に
影
響
し
得
る
要
因
及
び
そ
の
影
響
量
に
つ
い
て
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
、
第
２
項
の
検
証
結
果
を
本
機
関
が
定
め

る
様
式
に
基
づ
き
、
提
出
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
検
証
結
果
等
を
供
給
区
域
需
要
の
想
定
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
供
給
計
画
の
案
の
提
出
）

 

第
８
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
経
済
産
業
省
令
に
定
め

る
様
式
に
準
ず
る
様
式
に
よ
り
、
供
給
計
画
の
案
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
送
電
事
業
者
、
特
定
送
配
電
事
業
者
、
小
売
電
気
事
業
者
等
及
び
発
電
事
業
者
 
毎
年
２
月
１
０
日

 

 二
 
一
般
送
配
電
事
業
者

 
毎
年
３
月
１
０
日
 

２
 
（
略
）

 

（
供
給
計
画
の
案
の
提
出
）
 

第
８
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
経
済
産
業
省
令
に
定
め

る
様
式
に
準
ず
る
様
式
に
よ
り
、
供
給
計
画
の
案
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
送
電
事
業
者
、
特
定
送
配
電
事
業
者
、
小
売
電
気
事
業
者
等
、
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
 
毎
年
２

月
１
０
日

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者

 
毎
年
３
月
１
０
日
 

２
 
（
略
）
 

（
供
給
計
画
の
提
出
）

 

第
９
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
給
計
画
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
供
給
計
画
の
提
出
）

 

第
９
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
給
計
画
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

一
 
送
電
事
業
者
、
特
定
送
配
電
事
業
者
、
小
売
電
気
事
業
者
等
及
び
発
電
事
業
者
 
毎
年
３
月
１
日

 

 二
 
一
般
送
配
電
事
業
者

 
毎
年
３
月
２
５
日

 

２
 
（
略
）

 

一
 
送
電
事
業
者
、
特
定
送
配
電
事
業
者
、
小
売
電
気
事
業
者
等
、
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
 
毎
年
３

月
１
日

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者

 
毎
年
３
月
２
５
日
 

２
 
（
略
）

 

（
供
給
計
画
の
案
の
調
整
等
に
お
け
る
考
慮
事
項
）

 

第
１
３
条

 
業
務
規
程
第
２
６
条
第
１
項
の
調
整
及
び
業
務
規
程
第
２
８
条
第
２
項
の
検
討
の
際
の
考
慮
事
項
は
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
提
出
し
た
供
給
計
画
の
案
に
お
け
る
考
慮
事
項

 

 

ア
～
カ

 
（
略
）
 

二
 
発
電
事
業
者
が
提
出
し
た
供
給
計
画
の
案
に
お
け
る
考
慮
事
項

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
発
電
事
業
者
の
供
給
先
で
あ
る
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
供
給
力
の
計
画
の
有
無

 

 ウ
 
（
略
）

 

三
・
四
 
（
略
）

 

（
供
給
計
画
の
案
の
調
整
等
に
お
け
る
考
慮
事
項
）

 

第
１
３
条

 
業
務
規
程
第
２
６
条
第
１
項
の
調
整
及
び
業
務
規
程
第
２
８
条
第
２
項
の
検
討
の
際
の
考
慮
事
項
は
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
提
出
し
た
供
給
計
画
の
案
に
お
け
る
考
慮
事
項
（
配
電
事
業
者
が
提
出

し
た
供
給
計
画
に
あ
っ
て
は
、
エ
を
除
く
。）

 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

二
 
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
が
提
出
し
た
供
給
計
画
の
案
に
お
け
る
考
慮
事
項

 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
の
供
給
先
で
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン

ス
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
供
給
力
の
計
画
の
有
無

 

ウ
 
（
略
）
 

三
・
四
 
（
略
）

 

（
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
方
法
）

 

第
１
４
条

 
業
務
規
程
第
２
８
条
第
２
項
第
２
号
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
想
定
す
る
供
給
区

域
需
要
と
、
小
売
電
気
事
業
者
の
確
保
し
た
供
給
力
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
の
調
整
力
並
び
に
発
電
事
業
者
の
販
売

先
未
定
の
供
給
力
を
基
礎
と
し
て
、
別
途
本
機
関
が
定
め
公
表
す
る
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
方
法
）

 

第
１
４
条
 
業
務
規
程
第
２
８
条
第
２
項
第
２
号
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
想
定
す
る
一
般
送

配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
需
要
と
、
小
売
電
気
事
業
者
の
確
保
し
た
供
給
力
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者

の
調
整
力
並
び
に
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
の
販
売
先
未
定
の
供
給
力
を
基
礎
と
し
て
、
別
途
本
機
関
が

定
め
公
表
す
る
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
遵
守
等
）

 

第
１
５
条
の
３

 
市
場
参
加
資
格
事
業
者
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
３
２
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
容
量
市
場

シ
ス
テ
ム
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
業
務
規
程
第
３
２
条
の
５
の
規
定
に
よ
り
策
定
す
る
容
量
市
場
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
遵
守
等
）
 

第
１
５
条
の
３
 
市
場
参
加
資
格
事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
３
２
条

の
４
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
容
量
市
場
シ
ス
テ
ム
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
業
務
規
程
第
３
２
条
の
５
の
規
定
に
よ
り
策

定
す
る
容
量
市
場
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
容
量
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
参
加
条
件
）

 

第
１
５
条
の
４

 
業
務
規
程
第
３
２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
本
機
関
が
実
施
す
る
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
の
参
加
条
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
（
た
だ
し
、
実
需
給
年
度
に
お
い
て
電
源
入
札

等
そ
の
他
制
度
か
ら
補
填
金
等
を
得
て
い
る
電
源
及
び
供
給
区
域
の
供
給
力
に
計
上
で
き
な
い
電
源
は
除
く
。）
。

 

 

一
 
（
略
）

 

二
 
次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
源
に
よ
り
、
期
待
容
量
が
１

,
０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
供
給
力

（
同
一
供
給
区
域
に
属
す
る
期
待
容
量
が
１

,０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
複
数
の
電
源
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
を

含
む
。）

を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
そ
の
取
次
を
業
と
し
て
行
う
事
業
者
（
以
下
「
変
動
電
源
提
供
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
こ
と
。

 

ア
・
イ

 
（
略
）
 

三
 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
源
又
は
特
定
抑
制
依
頼
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
１
条
第
２

項
第
８
号
に
定
め
る
。
）
等
に
よ
り
、
期
待
容
量
が
１

,０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
供
給
力
（
同
一
供
給
区
域
に
属

す
る
複
数
の
電
源
等
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
事
業
者
（
た
だ
し
、
前
号
ア
又
は
イ
に
該
当

す
る
電
源
及
び
そ
れ
ら
電
源
の
み
を
組
み
合
わ
せ
て
提
供
す
る
事
業
者
を
除
く
。
以
下
「
発
動
指
令
電
源
提
供
者
」

と
い
う
。）

で
あ
る
こ
と
。

 

（
容
量
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
参
加
条
件
）

 

第
１
５
条
の
４

 
業
務
規
程
第
３
２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
本
機
関
が
実
施
す
る
メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
の
参
加
条
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
（
た
だ
し
、
実
需
給
年
度
に
お
い
て
電
源
入
札

等
そ
の
他
制
度
か
ら
補
填
金
等
を
得
て
い
る
電
源
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
供
給
力
に
計
上
で
き
な

い
電
源
は
除
く
。）
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
源
に
よ
り
、
期
待
容
量
が
１

,
０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
供
給
力

（
同
一
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
属
す
る
期
待
容
量
が
１

,０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
複
数
の
電
源

を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
を
含
む
。）

を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
そ
の
取
次
を
業
と
し
て
行
う
事
業
者
（
以
下
「
変
動

電
源
提
供
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
こ
と
。

 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

三
 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
源
又
は
特
定
抑
制
依
頼
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
７
年

通
商
産
業
省
令
第
７
７
号
）
第
１
条
第
２
項
第
７
号
に
定
め
る
特
定
抑
制
依
頼
を
い
う
。
）
等
に
よ
り
、
期
待
容
量

が
１

,０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
供
給
力
（
同
一
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
属
す
る
複
数
の
電
源
等

を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
を
含
む
。）

を
提
供
す
る
事
業
者
（
た
だ
し
、
前
号
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
電
源
及
び
そ
れ

ら
電
源
の
み
を
組
み
合
わ
せ
て
提
供
す
る
事
業
者
を
除
く
。
以
下
「
発
動
指
令
電
源
提
供
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

 

ア
～
ウ

 
（
略
）
 

２
 
業
務
規
程
第
３
２
条
の
２
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
本
機
関
が
実
施
す
る
追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
参
加
条
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
（
た
だ
し
、
実
需
給
年
度
に
お
い
て
電
源
入
札
等
そ
の
他
制
度
か
ら
補
填

金
等
を
得
て
い
る
電
源
及
び
供
給
区
域
の
供
給
力
に
計
上
で
き
な
い
電
源
は
除
く
。）
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

こ
と
。
 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

２
 
業
務
規
程
第
３
２
条
の
２
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
本
機
関
が
実
施
す
る
追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
参
加
条
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
（
た
だ
し
、
実
需
給
年
度
に
お
い
て
電
源
入
札
等
そ
の
他
制
度
か
ら
補
填

金
等
を
得
て
い
る
電
源
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
供
給
力
に
計
上
で
き
な
い
電
源
は
除
く
。）
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
市
場
参
加
資
格
事
業
者
の
基
本
情
報
の
登
録
申
込
み
）

 

第
１
５
条
の
５

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
電
源
等
情
報
の
登
録
申
込
み
に
関
す
る
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め

ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
の
提
供
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
市
場
参
加
資
格
事
業
者
の
基
本
情
報
の
登
録
申
込
み
）

 

第
１
５
条
の
５
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
電
源
等
情
報
の
登
録
申
込
み
に
関
す
る
審
査
に
必
要
な
情

報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
の
提
供
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
市
場
参
加
資
格
事
業
者
の
基
本
情
報
の
変
更
又
は
取
消
の
申
込
み
）

 

第
１
５
条
の
６

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
電
源
等
情
報
の
変
更
又
は
取
消
の
手
続
き
に
関
す
る
審
査
に
必
要
な
情
報
の

提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
の
提
供
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
市
場
参
加
資
格
事
業
者
の
基
本
情
報
の
変
更
又
は
取
消
の
申
込
み
）

 

第
１
５
条
の
６
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
電
源
等
情
報
の
変
更
又
は
取
消
の
手
続
に
関
す
る
審
査
に

必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
の
提
供
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
等
リ
ス
ト
の
登
録
の
申
込
み
）

 

第
１
５
条
の
１
３

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
電
源
等
リ
ス
ト
の
登
録
申
込
み
に
関
す
る
審
査
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求

め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
の
提
供
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
登
録
又
は
変
更
さ
れ
た
電
源
等
リ
ス
ト
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る
。

 

（
電
源
等
リ
ス
ト
の
登
録
の
申
込
み
）

 

第
１
５
条
の
１
３
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
電
源
等
リ
ス
ト
の
登
録
申
込
み
に
関
す
る
審
査
に
必
要
な

情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
の
提
供
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
登
録
又
は
変
更
さ
れ
た
電
源
等
リ
ス
ト
の
情
報
の
提
供
を

受
け
る
。

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
手
順
）

 

第
１
５
条
の
１
５

 
実
効
性
テ
ス
ト
の
手
順
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
報
告

 
テ
ス
ト
対
象
事
業
者
は
、
本
機
関
の
要
請
に
基
づ
き
、
協
力
一
般
送
配
電

事
業
者
と
の
間
で
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
を
調
整
し
、
確
定
し
た
実
施
日
程
を
本
機
関
へ
報
告
す
る
。

 

 二
・
三
 
（
略
）

 

２
・
３

 
（
略
）

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
手
順
）
 

第
１
５
条
の
１
５
 
実
効
性
テ
ス
ト
の
手
順
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
の
報
告

 
テ
ス
ト
対
象
事
業
者
は
、
本
機
関
の
要
請
に
基
づ
き
、
テ
ス
ト
対
象
事
業

者
の
関
連
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
（
以
下
「
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
と
い

う
。）

と
の
間
で
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
を
調
整
し
、
確
定
し
た
実
施
日
程
を
本
機
関
へ
報
告
す
る
。

 

二
・
三
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
の
協
力
）

 

第
１
５
条
の
１
６

 
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
、
テ
ス
ト
対

象
事
業
者
に
よ
る
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

（
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
の
協
力
）

 

第
１
５
条
の
１
６
 
協
力
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
、
テ
ス
ト

対
象
事
業
者
に
よ
る
実
効
性
テ
ス
ト
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）

 

第
１
５
条
の
１
７

 
本
機
関
が
業
務
規
程
第
３
２
条
の
３
４
の
規
定
に
よ
り
容
量
提
供
事
業
者
に
対
し
て
実
施
す
る
ア

セ
ス
メ
ン
ト
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

四
 
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
該
当
有
無
の
確
認

 
登
録
さ
れ
た
電
源
等
情
報
に
対
し
、
随
時
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
の
該
当
有
無
の
確
認

を
行
う
（
国
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
）。

 

五
 
需
給
状
況
と
容
量
提
供
事
業
者
の
特
性
に
応
じ
た
供
給
力
の
確
保
状
況
及
び
提
供
実
績
の
確
認

 
実
需
給
年
度

中
に
容
量
提
供
事
業
者
に
対
し
て
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
手
順
に
よ
り
行
う
。

 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
 

第
１
５
条
の
１
７

 
本
機
関
が
業
務
規
程
第
３
２
条
の
３
４
の
規
定
に
よ
り
容
量
提
供
事
業
者
に
対
し
て
実
施
す
る
ア

セ
ス
メ
ン
ト
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

四
 
Ｆ
Ｉ
Ｐ
電
源
及
び
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
該
当
有
無
の
確
認

 
登
録
さ
れ
た
電
源
等
情
報
に
対
し
、
随
時
、
Ｆ
Ｉ
Ｐ
電
源
及

び
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
の
該
当
有
無
の
確
認
を
行
う
（
国
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。）
。
 

五
 
需
給
状
況
と
容
量
提
供
事
業
者
の
特
性
に
応
じ
た
供
給
力
の
確
保
状
況
及
び
提
供
実
績
の
確
認

 
実
需
給
年
度

中
に
容
量
提
供
事
業
者
に
対
し
て
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
手
順
に
よ
り
行
う
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

ア
 
本
機
関
は
、
別
表
８
－
４
に
掲
げ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
毎
週
木
曜
日
に
提
出
さ
れ
る
供
給
区
域
の
需
要

及
び
供
給
力
並
び
に
調
整
力
に
関
す
る
計
画
（
週
間
計
画
）
に
基
づ
き
、
翌
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
全
国

及
び
供
給
区
域
に
お
け
る
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
の
有
無
を
確
認
す
る
。
 

 イ
 
本
機
関
は
、
容
量
提
供
事
業
者
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
必
要
な

情
報
に
基
づ
き
、
需
給
状
況
及
び
容
量
提
供
事
業
者
の
特
性
に
応
じ
た
供
給
力
の
確
保
状
況
及
び
提
供
実
績
等
を

確
認
す
る
。

 

ウ
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
前
項
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
必
要
な
情
報
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
行
う
ア
セ
ス
メ
ン
ト
へ
協
力
す
る
た
め
、
業
務
規
程
第
３
２
条
の
２
０
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
機
関
か
ら
関
係
す
る
供
給
区
域
の
容
量
提
供
事
業
者
情
報
の
提
供
を
受
け
る
。

 

ア
 
本
機
関
は
、
別
表
８
－
４
に
掲
げ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
毎
週
木
曜
日
に
提
出
さ
れ
る

供
給
区
域
の
需
要
及
び
供
給
力
並
び
に
調
整
力
に
関
す
る
計
画
（
週
間
計
画
）
に
基
づ
き
、
翌
週
月
曜
日
か
ら
金

曜
日
ま
で
の
全
国
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
け
る
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
の
有
無
を
確
認
す

る
。
 

イ
 
本
機
関
は
、
容
量
提
供
事
業
者
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

の
実
施
に
必
要
な
情
報
に
基
づ
き
、
需
給
状
況
及
び
容
量
提
供
事
業
者
の
特
性
に
応
じ
た
供
給
力
の
確
保
状
況
及

び
提
供
実
績
等
を
確
認
す
る
。

 

ウ
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
前
項
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
必
要
な
情
報
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
行
う
ア
セ
ス
メ
ン
ト
へ
協
力
す
る
た
め
、
業
務
規
程
第
３
２

条
の
２
０
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
機
関
か
ら
関
係
す
る
供
給
区
域
の
容
量
提
供
事
業
者
情
報
の
提
供
を
受
け
る
。
 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
電
源
入
札
等
の
検
討
の
要
請
）

 

第
１
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
大
規
模
な
発
電
設
備
の
計
画
外
停
止
等
に
よ
り
、
需
給
ひ
っ
迫
の
お
そ
れ
が
継
続

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
本
機
関
に
よ
る
電
源
入
札
等
以
外
の
手
段
で
需
給
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
て
、
業
務
規
程
第
３
５
条
第
１
項
第
２
号
に
定
め
る
電
源
入
札
等
の
検
討
の
要

請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
よ
る
電
源
入
札
等
の
検
討
の
要
請
）

 

第
１
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
は
、
大
規
模
な
発
電
設
備
の
計
画
外
停
止
等
に
よ
り
、
需
給
ひ
っ
迫

の
お
そ
れ
が
継
続
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
本
機
関
に
よ
る
電
源
入
札
等
以
外
の
手
段
で
需
給
状
況
を
改
善
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
て
、
業
務
規
程
第
３
５
条
第
１
項
第
２
号
に
定
め
る
電
源
入

札
等
の
検
討
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
電
源
入
札
等
の
必
要
性
の
検
討
及
び
評
価
の
際
の
考
慮
事
項
）

 

第
１
７
条

 
電
源
入
札
等
の
必
要
性
の
検
討
の
際
の
考
慮
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
全
国
及
び
供
給
区
域
ご
と
の
需
給
検
証

 

二
 
会
員
の
供
給
力
等
の
確
保
状
況

 

ア
 
小
売
電
気
事
業
者
等
（
全
国
又
は
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
へ
の
影
響
が
大
き
い
事
業
者
に
限
る
。
以

下
、
こ
の
条
で
同
じ
。）

の
供
給
力
の
確
保
状
況

 

イ
 
発
電
事
業
者
（
全
国
又
は
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
へ
の
影
響
が
大
き
い
事
業
者
に
限
る
。）

の
発
電

用
電
気
工
作
物
の
運
転
実
績
及
び
運
転
計
画

 

 ウ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
の
調
整
力
の
確
保
状
況

 

三
 
（
略
）

 

四
 
危
機
管
理
上
の
需
給
変
動
リ
ス
ク
分
析

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
そ
の
他
全
国
又
は
特
定
の
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
事
項

 

五
 
（
略
）

 

（
電
源
入
札
等
の
必
要
性
の
検
討
及
び
評
価
の
際
の
考
慮
事
項
）

 

第
１
７
条
 
電
源
入
札
等
の
必
要
性
の
検
討
の
際
の
考
慮
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

一
 
全
国
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
の
需
給
検
証
 

二
 
会
員
の
供
給
力
等
の
確
保
状
況

 

ア
 
小
売
電
気
事
業
者
等
（
全
国
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価
へ
の
影
響
が
大
き

い
事
業
者
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
条
で
同
じ
。）

の
供
給
力
の
確
保
状
況

 

イ
 
発
電
事
業
者
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
者
（
全
国
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
評
価

へ
の
影
響
が
大
き
い
事
業
者
に
限
る
。
）
の
発
電
用
電
気
工
作
物
そ
の
他
の
供
給
能
力
の
運
転
実
績
及
び
運
転
計

画
 

ウ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
の
調
整
力
の
確
保
状
況
 

三
 
（
略
）
 

四
 
危
機
管
理
上
の
需
給
変
動
リ
ス
ク
分
析

 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
そ
の
他
全
国
又
は
特
定
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
事
項

 

五
 
（
略
）

 

（
調
整
力
の
確
保
に
関
す
る
計
画
及
び
実
績
の
提
出
）

 

第
２
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
本
機
関
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
翌
年
度
の
調
整
力
の
確
保
に
関
す
る

計
画
を
作
成
し
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
前
年
度
に
お
け
る
前
項
の
計
画
に
対
す
る
調
整
力
の
活
用
の
実
績
を
、
本
機
関

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
調
整
力
の
確
保
に
関
す
る
計
画
及
び
実
績
の
提
出
）

 

第
２
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
本
機
関
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
翌
年
度
の
調
整
力

の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
前
年
度
に
お
け
る
前
項
の
計
画
に
対
す
る
調
整
力
の
活
用
の

実
績
を
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
調
整
力
の
確
保
）

 

第
２
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
運
用
（
第
１
５
０
条
に
定
め
る
。
）
に
必
要
な
調
整
力
を
あ
ら
か
じ
め
確
保

す
る
よ
う
努
め
る
。

 

（
調
整
力
の
確
保
）
 

第
２
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
系
統
運
用
（
第
１
５
０
条
に
定
め
る
。）

に
必
要
な
調
整
力
を

あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
整
力
を
確
保
す
る
際
に
お
い
て
は
、
業
務
規
程
第
１
８
１
条
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

調
整
力
の
水
準
、
要
件
等
の
内
容
や
実
際
に
想
定
さ
れ
る
需
給
変
動
の
リ
ス
ク
の
大
き
さ
を
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
調
整
力
を
確
保
す
る
際
に
お
い
て
は
、
業
務
規
程
第
１
８
１
条
の
規
定
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
調
整
力
の
水
準
、
要
件
等
の
内
容
や
実
際
に
想
定
さ
れ
る
需
給
変
動
の
リ
ス
ク
の
大
き
さ
を
踏
ま
え

る
も
の
と
す
る
。

 

（
調
整
力
の
公
募
等
）

 

第
２
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
を
調
達
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
公
募
や
需
給
調
整
市
場
か
ら
の
調

達
等
の
公
平
性
か
つ
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
特
定
種
の
発
電
設
備
や
特
定
の
発
電
設
備
設
置

者
を
優
遇
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
調
整
力
の
公
募
等
）
 

第
２
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
を
調
達
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
公
募
や
需
給
調

整
市
場
か
ら
の
調
達
等
の
公
平
性
か
つ
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
特
定
種
の
発
電
設
備
や
特
定

の
発
電
設
備
設
置
者
を
優
遇
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
公
募
等
の
実
施
要
綱
等
の
作
成
）

 

第
２
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
の
公
募
又
は
需
給
調
整
市
場
の
取
引
等
を
行
う
に
際
し
て
、
原
則
と
し

て
、
調
整
力
が
満
た
す
べ
き
要
件
、
公
募
又
は
取
引
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
主
た
る
契
約
条
件
そ
の
他
必
要
事
項
を
定
め
た

公
募
の
実
施
要
綱
又
は
需
給
調
整
市
場
の
取
引
規
程
等
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。

 

（
公
募
等
の
実
施
要
綱
等
の
作
成
）

 

第
２
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
の
公
募
又
は
需
給
調
整
市
場
か
ら
の
調
達
等
を
実
施
す

る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
調
整
力
が
満
た
す
べ
き
要
件
、
公
募
又
は
取
引
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
主
た
る
契
約
条
件
そ

の
他
必
要
事
項
を
定
め
た
公
募
の
実
施
要
綱
又
は
需
給
調
整
市
場
の
取
引
規
程
等
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
 

（
公
募
等
の
手
続
）

 

第
２
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
の
公
募
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
策
定
し
た
実
施
要
綱
等
に
基
づ
き
、
調

整
力
を
募
集
し
、
入
札
金
額
、
調
整
力
の
性
能
、
系
統
運
用
上
の
必
要
性
等
を
総
合
的
に
評
価
の
上
、
落
札
者
を
決
定

す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
需
給
調
整
市
場
か
ら
調
整
力
を
調
達
す
る
場
合
に
は
、
策
定
し
た
取
引
規
程
等
に
基
づ

き
、
調
整
力
の
必
要
量
を
提
示
し
、
入
札
金
額
、
系
統
運
用
上
の
制
約
等
を
踏
ま
え
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
落
札
者

を
決
定
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
調
整
力
の
公
募
等
の
落
札
者
の
名
称
、
当
該
落
札
者
か
ら
調
達

し
た
調
整
力
の
要
件
、
需
給
調
整
市
場
の
約
定
結
果
そ
の
他
本
機
関
が
要
求
す
る
事
項
を
本
機
関
に
報
告
す
る
。

 

（
公
募
等
の
手
続
）
 

第
２
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
の
公
募
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
策
定
し
た
実
施
要
綱

等
に
基
づ
き
、
調
整
力
を
募
集
し
、
入
札
金
額
、
調
整
力
の
性
能
、
系
統
運
用
上
の
必
要
性
等
を
総
合
的
に
評
価
の
上
、

落
札
者
を
決
定
す
る
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
需
給
調
整
市
場
か
ら
調
整
力
を
調
達
す
る
場
合
に
は
、
策
定
し
た
取
引

規
程
等
に
基
づ
き
、
調
整
力
の
必
要
量
を
提
示
し
、
入
札
金
額
、
系
統
運
用
上
の
制
約
等
を
踏
ま
え
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
調
整
力
の
公
募
等
の
落
札
者
の
名
称
、
当
該

落
札
者
か
ら
調
達
し
た
調
整
力
の
要
件
、
需
給
調
整
市
場
の
約
定
結
果
そ
の
他
本
機
関
が
要
求
す
る
事
項
を
本
機
関
に

報
告
す
る
。
 

（
調
整
力
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
）
 

第
２
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
と
調
整
力
の
公
募
等
の
落
札
者
は
、
調
整
力
の
公
募
等
の
手
続
の
完
了
後
、
公
募
等
の

実
施
要
綱
又
は
落
札
結
果
等
に
し
た
が
っ
て
、
落
札
者
が
応
募
し
た
調
整
力
を
利
用
す
る
内
容
の
契
約
を
締
結
す
る
。

た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
落
札
者
が
同
一
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 ２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
と
需
給
調
整
市
場
で
の
取
引
を
す
る
事
業
者
は
、
需
給
調
整
市
場
の
取
引
規
程
等
に
し
た
が
っ

て
、
需
給
調
整
市
場
に
お
い
て
約
定
し
た
調
整
力
を
利
用
す
る
内
容
の
契
約
を
締
結
す
る
。

 

（
調
整
力
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
）
 

第
２
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
と
調
整
力
の
公
募
等
の
落
札
者
は
、
調
整
力
の
公
募
等
の
手
続
の
完

了
後
、
公
募
等
の
実
施
要
綱
又
は
落
札
結
果
等
に
し
た
が
っ
て
、
落
札
者
が
応
募
し
た
調
整
力
を
利
用
す
る
内
容
の
契

約
を
締
結
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
と
落
札
者
が
同
一
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
と
需
給
調
整
市
場
で
の
取
引
を
す
る
事
業
者
は
、
需
給
調
整
市
場
の
取
引
規

程
等
に
し
た
が
っ
て
、
需
給
調
整
市
場
に
お
い
て
約
定
し
た
調
整
力
を
利
用
す
る
内
容
の
契
約
を
締
結
す
る
。

 

（
公
募
等
の
結
果
の
公
表
）

 

第
３
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
の
公
募
の
手
続
の
結
果
又
は
需
給
調
整
市
場
の
約
定
結
果
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
公
募
等
の
結
果
の
公
表
）

 

第
３
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
の
公
募
の
手
続
の
結
果
又
は
需
給
調
整
市
場
の
約
定
結

果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
連
系
線
に
係
る
取
引
の
上
限
値
の
通
知
及
び
確
保
量
の
報
告
）

 

第
３
０
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
を
跨
ぐ
取
引
の
場
合
、
本
機
関
よ
り
通
知
を
受
け
た
需
給
調
整
市

場
に
お
い
て
調
整
力
の
取
引
が
で
き
る
連
系
線
容
量
の
範
囲
内
で
約
定
さ
せ
る
も
の
と
し
、
約
定
結
果
に
よ
り
マ
ー
ジ

ン
と
し
て
確
保
す
る
当
該
連
系
線
の
容
量
を
本
機
関
へ
報
告
す
る
。

 

（
連
系
線
に
係
る
取
引
の
上
限
値
の
通
知
及
び
確
保
量
の
報
告
）

 

第
３
０
条
の
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
ぐ
取
引
の
場
合
、

本
機
関
よ
り
通
知
を
受
け
た
需
給
調
整
市
場
に
お
い
て
調
整
力
の
取
引
が
で
き
る
連
系
線
容
量
の
範
囲
内
で
約
定
さ

せ
る
も
の
と
し
、
約
定
結
果
に
よ
り
マ
ー
ジ
ン
と
し
て
確
保
す
る
当
該
連
系
線
の
容
量
を
本
機
関
へ
報
告
す
る
。

 

（
本
機
関
の
発
議
に
よ
る
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
検
討
開
始
要
件
）

 

第
３
３
条

 
（
略
）

 

２
・
３

 
（
略
）

 

４
 
本
機
関
は
、
第
１
項
第
２
号
オ
の
要
件
に
基
づ
き
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
か
否
か
の
確
認
を
行
っ
た
場

合
は
、
そ
の
結
果
を
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
契
約
申
込
み
を
行
っ
た
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
す
る
。
な
お
、
第
９

（
本
機
関
の
発
議
に
よ
る
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
検
討
開
始
要
件
）

 

第
３
３
条
 
（
略
）

 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
本
機
関
は
、
第
１
項
第
２
号
オ
の
要
件
に
基
づ
き
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
か
否
か
の
確
認
を
行
っ
た
場

合
は
、
そ
の
結
果
を
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
及
び
契
約
申
込
み
を
行
っ
た
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
す
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

１
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
報
告
に
伴
う
結
果
の
通
知
を
受
け
た
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
対
象
と
な
る

系
統
連
系
希
望
者
に
そ
の
旨
通
知
す
る
。

 

る
。
な
お
、
第
９
１
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
報
告
に
伴
う
結
果
の
通
知
を
受
け
た
一
般
送
配
電
事
業
者

又
は
配
電
事
業
者
は
、
対
象
と
な
る
系
統
連
系
希
望
者
に
そ
の
旨
通
知
す
る
。

 

（
新
設
）

 
（
供
給
計
画
に
従
い
設
置
等
を
行
っ
た
流
通
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
要
す
る
費
用
の
額
の
届
出
）

  

第
５
３
条
の
３
 
業
務
規
程
第
６
１
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
広
域
系
統
整
備
計
画
の
事
業
実
施
主
体
は
、

当
該
計
画
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
便
益
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
交
付
金
（
以
下
「
系
統
設
置
交
付
金
」
と
い
う
。）

の
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
送
電
事
業
者
は
、
前
項
の
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
に
当
た
り
、
供
給
計
画
に

従
っ
て
設
置
等
を
行
っ
た
流
通
設
備
（
系
統
設
置
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
る
広
域
系
統
整
備
計
画
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
当
該
流
通
設
備
の
耐
用
年
数
（
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に

関
す
る
省
令
 （

昭
和
４
０
年
大
蔵
省
令
第
１
５
号
）
別
表
第
１
又
は
別
表
第
２
に
掲
げ
る
耐
用
年
数
を
い
う
。）

の
期

間
の
末
日
の
属
す
る
年
度
ま
で
の
間
、
減
価
償
却
が
行
わ
れ
る
前
年
度
に
、
広
域
系
統
整
備
計
画
ご
と
に
当
該
流
通
設

備
を
設
置
及
び
維
持
に
要
す
る
費
用
の
額
を
、
毎
年
度
、
本
機
関
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
流
通
設
備
の
整
備
の
検
討
の
開
始
）

 

第
５
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
流
通
設
備
（
た
だ
し
、
連
系
線
を
除
く
。
以
下
、

こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
整
備
に
関
す
る
検
討
を
開
始
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

（
流
通
設
備
の
整
備
の
検
討
の
開
始
）

 

第
５
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
流
通
設
備
（
た
だ
し
、
連
系

線
を
除
く
。
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
整
備
に
関
す
る
検
討
を
開
始
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）
 

（
流
通
設
備
の
整
備
計
画
の
策
定
）

 

第
５
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
広
域
系
統
長
期
方
針
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
将
来
の
見

通
し
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
蓋
然
性
も
含
む
。）

を
考
慮
の
上
、
増
強
に
経
済
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
合
理

的
な
流
通
設
備
の
整
備
計
画
を
策
定
す
る
。

 

一
～
十
六
 
（
略
）
 

（
流
通
設
備
の
整
備
計
画
の
策
定
）

 

第
５
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
広
域
系
統
長
期
方
針
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
（
将
来
の
見
通
し
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
蓋
然
性
も
含
む
。）

を
考
慮
の
上
、
増
強
に
経
済
合
理
性
が

認
め
ら
れ
る
合
理
的
な
流
通
設
備
の
整
備
計
画
を
策
定
す
る
。

 

一
～
十
六
 
（
略
）
 

（
流
通
設
備
の
整
備
の
完
了
時
期
）

 

第
５
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
、
流
通
設
備
の
整
備
の
完
了
ま
で
に
要
す
る

期
間
を
見
込
ん
だ
上
で
、
整
備
が
必
要
と
な
る
時
期
ま
で
に
整
備
を
完
了
す
る
よ
う
努
め
る
。
 

一
～
七
 
（
略
）

 

（
流
通
設
備
の
整
備
の
完
了
時
期
）

 

第
５
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
、
流
通
設
備
の
整
備
の
完

了
ま
で
に
要
す
る
期
間
を
見
込
ん
だ
上
で
、
整
備
が
必
要
と
な
る
時
期
ま
で
に
整
備
を
完
了
す
る
よ
う
努
め
る
。
 

一
～
七
 
（
略
）
 

（
流
通
設
備
の
整
備
の
前
提
と
な
る
諸
条
件
）

 

第
５
７
条

 
流
通
設
備
の
整
備
の
前
提
と
な
る
諸
条
件
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
決

定
す
る
。

 

一
～
六
 
（
略
）

 

七
 
短
絡
・
地
絡
故
障
電
流
の
許
容
値

 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
定
め
た
電
圧
階
級
ご
と
の
許
容
最
大
値
を
超
え
な
い

範
囲
で
決
定
す
る
。

 

八
・
九
 
（
略
）

 

（
流
通
設
備
の
整
備
の
前
提
と
な
る
諸
条
件
）

 

第
５
７
条
 
流
通
設
備
の
整
備
の
前
提
と
な
る
諸
条
件
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
決

定
す
る
。

 

一
～
六
 
（
略
）
 

七
 
短
絡
・
地
絡
故
障
電
流
の
許
容
値

 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
が
定
め
た
電
圧
階
級
ご
と
の
許
容
最

大
値
を
超
え
な
い
範
囲
で
決
定
す
る
。

 

八
・
九
 
（
略
）
 

（
電
力
系
統
の
性
能
に
関
す
る
基
準
）

 

第
６
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
流
通
設
備
の
設
備
形
成
を
行
う
場
合
は
、
供
給
支
障
及
び
発
電
支
障
の
発
生
を
抑

制
又
は
防
止
す
る
た
め
、
電
力
系
統
が
第
６
３
条
か
ら
第
６
５
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
電
力
系
統
性
能
基
準
」

と
い
う
。）

を
充
足
す
る
よ
う
設
備
形
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
力
系
統
の
性
能
に
関
す
る
基
準
）

 

第
６
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
流
通
設
備
の
設
備
形
成
を
行
う
場
合
は
、
供
給
支
障
及
び
発
電

支
障
の
発
生
を
抑
制
又
は
防
止
す
る
た
め
、
電
力
系
統
が
第
６
３
条
か
ら
第
６
５
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
電

力
系
統
性
能
基
準
」
と
い
う
。）

を
充
足
す
る
よ
う
設
備
形
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
設
備
健
全
時
の
基
準
）

 

第
６
３
条

 
電
力
設
備
が
健
全
に
運
用
さ
れ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
電
力
系
統
が
充
足
す
べ
き
性
能
の
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

（
設
備
健
全
時
の
基
準
）
 

第
６
３
条
 
電
力
設
備
が
健
全
に
運
用
さ
れ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
電
力
系
統
が
充
足
す
べ
き
性
能
の
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

一
 
（
略
）

 

二
 
電
圧
 
電
力
系
統
の
電
圧
が
次
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
適
正
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
。

 

ア
 
流
通
設
備
の
電
圧
が
一
般
送
配
電
事
業
者
の
定
め
る
範
囲
内
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
。

 

イ
 
（
略
）

 

三
 
（
略
）

 

一
 
（
略
）
 

二
 
電
圧
 
電
力
系
統
の
電
圧
が
次
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
適
正
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
。

 

ア
 
流
通
設
備
の
電
圧
が
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
の
定
め
る
範
囲
内
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
。

 

イ
 
（
略
）
 

三
 
（
略
）
 

（
電
力
設
備
の
２
箇
所
同
時
喪
失
を
伴
う
故
障
発
生
時
の
対
策
）

 

第
６
６
条

 
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
送
配
電
線
、
変
圧
器
、
発
電
機
そ
の
他
の
電
力
設
備
の
２
箇
所
同
時

喪
失
を
伴
う
故
障
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
故
障
に
伴
う
供
給
支
障
及
び
発
電
支
障
の
規
模
や
電
力
系
統
の

安
定
性
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
し
、
社
会
的
影
響
が
大
き
い
と
懸
念
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
た
め
の
対

策
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

（
電
力
設
備
の
２
箇
所
同
時
喪
失
を
伴
う
故
障
発
生
時
の
対
策
）

 

第
６
６
条
 
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
若
し
く
は
配
電
事
業
者
は
、
送
配
電
線
、
変
圧
器
、
発
電
機
そ
の
他
の
電

力
設
備
の
２
箇
所
同
時
喪
失
を
伴
う
故
障
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
故
障
に
伴
う
供
給
支
障
及
び
発
電
支
障

の
規
模
や
電
力
系
統
の
安
定
性
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
し
、
社
会
的
影
響
が
大
き
い
と
懸
念
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

を
軽
減
す
る
た
め
の
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

（
詳
細
事
項
の
公
表
）

 

第
６
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
５
４
条
か
ら
第
６
６
条
ま
で
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
流
通
設
備
の
整
備
に
関
す

る
詳
細
事
項
を
定
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
詳
細
事
項
の
公
表
）
 

第
６
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
５
４
条
か
ら
第
６
６
条
ま
で
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
流
通
設

備
の
整
備
に
関
す
る
詳
細
事
項
を
定
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
実
施
）

 

第
６
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
送
電
系
統
へ
の
発
電
設
備
等
（
送
電
系
統
に
電
力
を
流
入
し
な
い
発
電
設
備
等
を

除
く
。
以
下
、
第
４
款
を
除
き
、
本
章
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
需
要
設
備
の
連
系
等
を
希
望
す
る
者
か
ら
の
事
前
相

談
、
接
続
検
討
及
び
契
約
申
込
み
等
の
受
付
、
検
討
、
回
答
等
の
業
務
を
行
う
。

 

（
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
実
施
）

 

第
６
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
送
電
系
統
へ
の
発
電
設
備
等
（
送
電
系
統
に
電
力
を
流
入
し
な

い
発
電
設
備
等
を
除
く
。
以
下
、
第
４
款
を
除
き
、
本
章
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
需
要
設
備
の
連
系
等
を
希
望
す
る

者
か
ら
の
事
前
相
談
、
接
続
検
討
及
び
契
約
申
込
み
等
の
受
付
、
検
討
、
回
答
等
の
業
務
を
行
う
。

 

（
申
込
み
の
窓
口
）

 

第
７
０
条

 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
、
系
統
ア
ク
セ
ス
の
申
込
み
を

行
う
。

 

一
 
発
電
設
備
等
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務

 
連
系
等
を
希
望
す
る
発
電
設
備
等
の
連
系
先
と
な
る
送
電
系
統

を
運
用
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者

 

二
 
需
要
設
備
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
 
需
要
設
備
の
存
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者

 

（
申
込
み
の
窓
口
）
 

第
７
０
条
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
て
、
系
統
ア
ク

セ
ス
の
申
込
み
を
行
う
。
 

一
 
発
電
設
備
等
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務

 
連
系
等
を
希
望
す
る
発
電
設
備
等
の
連
系
先
と
な
る
送
電
系
統

を
運
用
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
 

二
 
需
要
設
備
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務

 
需
要
設
備
の
連
系
先
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る
一
般
送
配
電

事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
 

（
本
機
関
に
対
す
る
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
申
込
み
）

 

第
７
１
条

 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
は
、
本
機
関
に
対
し
て
、
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討

の
申
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
申
込
先
と
な
る
一
般
送
配
電
事
業
者
が
同
一
の
法
人
又
は
親
子
法
人
等

で
あ
る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
特
定
発
電
設
備
等
に
関
係
す
る
事
前
相
談
又
は
接
続
検
討
に
つ
い
て
は
、
本
機
関
に
申

し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
に
対
す
る
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
申
込
み
）

 

第
７
１
条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
は
、
本
機
関
に
対
し
て
、
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討

の
申
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
系
先
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電

事
業
者
（
以
下
、
こ
の
章
に
お
い
て
「
一
般
送
配
電
事
業
者
等
」
と
い
う
。）

が
同
一
の
法
人
又
は
親
子
法
人
等
で
あ

る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
特
定
発
電
設
備
等
に
関
係
す
る
事
前
相
談
又
は
接
続
検
討
に
つ
い
て
は
、
本
機
関
に
申
し
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
系
統
情
報
の
提
示
）

 

第
７
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
系
統
情
報
の
閲
覧
及
び
説
明
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、

系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
か
つ
誠
実
に
こ
れ
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
系
統
図
上
に
お
い
て
、
連
系
等
を
希
望

す
る
発
電
設
備
等
又
は
需
要
設
備
の
接
続
先
の
候
補
と
な
り
得
る
流
通
設
備
の
位
置
及
び
当
該
発
電
設
備
等
又
は
需

要
設
備
の
設
置
地
点
周
辺
に
お
け
る
流
通
設
備
の
状
況
等
が
把
握
で
き
る
も
の
を
提
示
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
求
め

に
応
じ
説
明
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
前
項
の
要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
て
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
、
提
示
可
能
な
範
囲
で
情
報
を
提
示
す
る
。

 

（
系
統
情
報
の
提
示
）
 

第
７
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
系
統
情
報
の
閲
覧
及
び
説
明
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合

は
、
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
か
つ
誠
実
に
こ
れ
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
系
統
図
上
に
お
い
て
、
連
系
等
を
希

望
す
る
発
電
設
備
等
又
は
需
要
設
備
の
接
続
先
の
候
補
と
な
り
得
る
流
通
設
備
の
位
置
及
び
当
該
発
電
設
備
等
又
は

需
要
設
備
の
設
置
地
点
周
辺
に
お
け
る
流
通
設
備
の
状
況
等
が
把
握
で
き
る
も
の
を
提
示
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
求

め
に
応
じ
説
明
す
る
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
前
項
の
要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
て
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
、
提
示
可
能
な
範
囲
で
情
報
を
提
示
す
る
。

 

（
事
前
相
談
の
申
込
み
の
受
付
）

 
（
事
前
相
談
の
申
込
み
の
受
付
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

第
７
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
事
前
相
談
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書

類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類

に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
７
８
条
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日
を

回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 

第
７
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
事
前
相
談
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込

書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書

類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
７
８
条
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日

を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申
込
内
容
に
基

づ
き
、
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
事
前
相
談
に
関
す
る
検
討
を
速
や
か
に
依
頼

す
る
。
 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
事
前
相
談
の
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）

 

第
７
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
受

付
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
事
前
相
談
を
受
け
付
け
た
旨
、
受
付
日
及
び
回
答
予
定
日
を
報
告
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
回
答
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対

し
、
回
答
概
要
及
び
回
答
日
を
報
告
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
し
た
第
１
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能

性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日
を

含
む
。）

を
報
告
し
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な

い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
事
前
相
談
の
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）

 

第
７
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
事
前
相
談
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、

受
付
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
事
前
相
談
を
受
け
付
け
た
旨
、
受
付
日
及
び
回
答
予
定
日
を
報
告
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
回
答
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に

対
し
、
回
答
概
要
及
び
回
答
日
を
報
告
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
し
た
第
１
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可

能
性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
報
告
し
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き

な
い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

（
事
前
相
談
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
７
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
前
相
談
の
申
込
み
の
受
付
後
、
事
前
相
談
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
検
討
を
実
施
す
る
。

 

（
事
前
相
談
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
７
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
事
前
相
談
の
申
込
み
の
受
付
後
、
事
前
相
談
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ

い
て
検
討
を
実
施
す
る
。
 

（
事
前
相
談
の
回
答
）

 

第
７
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
希
望
受
電
電
圧
が
高
圧
で
あ
っ
て
、
配
電
用
変
電
所
が
存
在
し
な
い
一
部
の
離
島
系
統
の
場
合

 

ア
・
イ

 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
に
際
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
求
め
に
応
じ
、
国
が
定
め
る
系
統
情
報
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
標
準
化
さ
れ
た
電
源
線
敷
設
の
単
価
及
び
工
期
の
目
安
を
提
示
す
る
。

 

（
事
前
相
談
の
回
答
）

 

第
７
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
希
望
受
電
電
圧
が
高
圧
で
あ
っ
て
、
配
電
用
変
電
所
が
存
在
し
な
い
一
部
の
離
島
等
系
統
の
場
合
 

ア
・
イ
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
に
際
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
求
め
に
応
じ
、
国
が
定
め
る
系
統
情
報
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
標
準
化
さ
れ
た
電
源
線
敷
設
の
単
価
及
び
工
期
の
目
安
を
提
示
す
る
。

 

（
事
前
相
談
の
回
答
期
間
）

 

第
７
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
前
相
談
の
回
答
を
、
原
則
と
し
て
、
事
前
相
談
の
申
込
み
の
受
付
日
か
ら
１
か

月
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
事
前
相
談
の
回
答
期
間
）
 

第
７
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
事
前
相
談
の
回
答
を
、
原
則
と
し
て
、
事
前
相
談
の
申
込
み
の
受
付
日
か
ら
１

か
月
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
接
続
検
討
の
申
込
み
）

 

第
７
９
条

 
発
電
設
備
等
と
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
の
連
系
等
を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
申
込
み
に
先
立
ち
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
発
電
設
備
等
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
付
帯
設
備
の
変
更
（
更
新
を
含
み
、
以
下
、
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
発
電
設
備
等
の
変
更
」
と
い
う
。）

を
行
う
場
合
。
た
だ
し
、
変
更
前
の
当
該
発
電
設
備
等
が
最
新
の
系
統
連
系

（
接
続
検
討
の
申
込
み
）
 

第
７
９
条
 
発
電
設
備
等
と
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
の
連
系
等
を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
申
込
み
に
先
立
ち
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
発
電
設
備
等
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
付
帯
設
備
の
変
更
（
更
新
を
含
み
、
以
下
、
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
発
電
設
備
等
の
変
更
」
と
い
う
。）

を
行
う
場
合
。
た
だ
し
、
変
更
前
の
当
該
発
電
設
備
等
が
最
新
の
系
統
連
系
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

技
術
要
件
（
託
送
供
給
等
約
款
別
冊
で
定
め
る
系
統
に
連
系
す
る
設
備
に
関
す
る
技
術
要
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
適
合
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
又
は
イ
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
除
く
。

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
次
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
接
続
検
討
を
不
要
と
判
断
し
た
と
き

 

三
・
四
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

技
術
要
件
（
託
送
供
給
等
約
款
別
冊
で
定
め
る
系
統
に
連
系
す
る
設
備
に
関
す
る
技
術
要
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
適
合
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
又
は
イ
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
除
く
。
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
次
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
接
続
検
討
を
不
要
と
判
断
し
た
と
き

 

三
・
四
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
発
電
設
備
等
の
変
更
に
伴
う
接
続
検
討
の
要
否
確
認
）

 

第
８
０
条

 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
発
電
設
備
等
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
連

系
等
を
希
望
す
る
発
電
設
備
等
の
連
系
先
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
接
続
検
討
の

要
否
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
つ
い
て
は
、
本
機
関
に
対
し
て
、
接
続
検
討
の
要
否
確
認

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
系
統
連
系
希
望
者

又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
が
親
子
法
人
等
で
あ
る
系
統
連
系
希
望
者
が
、
特
定
発
電
設
備
等
に
関
係
す
る
接
続
検
討
の

要
否
の
確
認
を
希
望
す
る
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
、
要
否
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
接
続
検
討
の
要
否
確
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
接
続
検
討
の
要
否
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
変
更
前
の
当
該
発
電
設
備
等
が
最
新
の
系
統
連
系
技
術
要
件
に
適

合
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
発
電
設
備
等
の
変
更
に
伴
う
事
実
関
係
の
変
動
で
新
た
な
系
統
増
強
工
事
や
運
用
上
の
制

約
が
発
生
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
接
続
検
討
を
不
要
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
検
討
完
了
後
速
や
か
に
、
接
続
検
討
の
要
否
確
認
を
行
っ
た
系
統
連
系
希
望
者
に

対
し
て
、
確
認
結
果
を
通
知
す
る
。

 

５
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
行
っ
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
、
必
要

な
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
発
電
設
備
等
の
変
更
に
伴
う
接
続
検
討
の
要
否
確
認
）

 

第
８
０
条
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
発
電
設
備
等
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
一

般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
接
続
検
討
の
要
否
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

一
～
四
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
つ
い
て
は
、
本
機
関
に
対
し
て
、
接
続
検
討
の
要
否
確
認

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
一
般
送
配
電
事
業
若
し
く
は
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い

る
系
統
連
系
希
望
者
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
親
子
法
人
等
で
あ
る
系
統
連
系
希
望
者
が
、
特
定
発
電
設
備
等
に

関
係
す
る
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
希
望
す
る
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
、
要
否
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
接
続
検
討
の
要
否
確
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
接
続
検
討
の
要
否
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
変
更
前
の
当
該
発
電
設
備
等
が
最
新
の
系
統
連
系
技
術
要
件

に
適
合
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
発
電
設
備
等
の
変
更
に
伴
う
事
実
関
係
の
変
動
で
新
た
な
系
統
増
強
工
事
や
運
用
上

の
制
約
が
発
生
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
接
続
検
討
を
不
要
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
検
討
完
了
後
速
や
か
に
、
接
続
検
討
の
要
否
確
認
を
行
っ
た
系
統
連
系
希
望
者

に
対
し
て
、
確
認
結
果
を
通
知
す
る
。

 

５
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
接
続
検
討
の
要
否
の
確
認
を
行
っ
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
の
求
め
に
応
じ
、
必

要
な
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
）

 

第
８
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書

類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
８
３
条
に
定
め
る
検
討
料
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
検

討
料
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備

が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討

を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を

一
般
送
配
電
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
８
６
条
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日
を

回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 

（
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
）

 

第
８
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込

書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
８
３
条
に
定
め
る
検
討
料
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、

検
討
料
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不

備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検

討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を

一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
８
６
条
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日

を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申
込
内
容
に
基

-66-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

づ
き
、
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
接
続
検
討
に
関
す
る
検
討
を
速
や
か
に
依
頼

す
る
。
 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
接
続
検
討
の
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）

 

第
８
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
受

付
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
接
続
検
討
を
受
け
付
け
た
旨
、
受
付
日
及
び
回
答
予
定
日
を
報
告
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
回
答
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対

し
、
回
答
概
要
及
び
回
答
日
を
報
告
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
し
た
第
１
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能

性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日
を

含
む
。）

を
報
告
し
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な

い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
接
続
検
討
の
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）

 

第
８
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、

受
付
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
接
続
検
討
を
受
け
付
け
た
旨
、
受
付
日
及
び
回
答
予
定
日
を
報
告
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
回
答
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に

対
し
、
回
答
概
要
及
び
回
答
日
を
報
告
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
し
た
第
１
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可

能
性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
報
告
し
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き

な
い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

（
接
続
検
討
の
検
討
料
）

 

第
８
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
接
続
検
討
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
一
般
送
配

電
事
業
者
が
定
め
る
接
続
検
討
の
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
討
料
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送

付
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
検
討
料
を
不
要
と
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
検
討
料
を
支
払
い
、
検
討
料
の
支
払
後
、

一
般
送
配
電
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
接
続
検
討
の
検
討
料
）
 

第
８
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
接
続
検
討
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
一
般
送

配
電
事
業
者
等
が
定
め
る
接
続
検
討
の
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
討
料
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
書
類

を
送
付
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
検
討
料
を
不
要
と
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
検
討
料
を
支
払
い
、
検
討
料
の
支
払
後
、

一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
８
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
後
、
接
続
検
討
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と
な

る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系

統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
８
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
後
、
接
続
検
討
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ

い
て
検
討
を
実
施
す
る
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と

な
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
接
続
検
討
の
回
答
）

 

第
８
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
書
面
に
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

一
～
八
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
結
果
が
以
下
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の

接
続
検
討
の
回
答
書
に
、
次
の
各
号
に
記
載
す
る
内
容
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
す
る
回
答

に
先
立
ち
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
申
込
概
要
及
び
回
答
概
要
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

接
続
検
討
の
結
果
が
、
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
条
件
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
そ
の
旨
も

併
せ
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
結
果
が
、
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
せ

ず
、
か
つ
、
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
業
務
規
程
第
７
２
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
準
じ
て
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
及
び
同
プ
ロ
セ

ス
開
始
に
至
る
手
続
に
つ
い
て
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
接
続
検
討
の
回
答
）
 

第
８
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
書
面
に
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

一
～
八
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
結
果
が
以
下
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項

の
接
続
検
討
の
回
答
書
に
、
次
の
各
号
に
記
載
す
る
内
容
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
す
る
回

答
に
先
立
ち
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
申
込
概
要
及
び
回
答
概
要
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

接
続
検
討
の
結
果
が
、
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
条
件
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
そ
の
旨

も
併
せ
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
結
果
が
、
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
せ

ず
、
か
つ
、
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
業
務
規
程
第
７
２
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
準
じ
て
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
及
び
同
プ
ロ
セ

ス
開
始
に
至
る
手
続
に
つ
い
て
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
接
続
検
討
の
回
答
期
間
）

 

第
８
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
接
続
検
討
の
回
答
を
、
原
則
と
し
て
、
次
の
各
号
に

（
接
続
検
討
の
回
答
期
間
）
 

第
８
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
接
続
検
討
の
回
答
を
、
原
則
と
し
て
、
次
の
各
号

-67-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

掲
げ
る
期
間
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
）

 

第
８
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
次
の

各
号
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
確
認
の
上
、
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類

に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
契
約
申
込
み
の
受
付
を

行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み

に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や

か
に
当
該
情
報
を
一
般
送
配
電
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
９
８
条
に
定
め
る
回
答

期
間
内
の
日
を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。
 

（
新
設
）

 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
）

 

第
８
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
次

の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
確
認
（
第
５
項
に
規
定
す
る
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業

者
又
は
配
電
事
業
者
の
確
認
も
含
む
。
）
の
上
、
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る

場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
契
約
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込

み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や

か
に
当
該
情
報
を
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
９
８
条
に
定
め
る
回

答
期
間
内
の
日
を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、

申
込
内
容
に
基
づ
き
、
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
契
約
申
込
み
に
関
す
る
検
討

を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。
 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
保
証
金
）

 

第
８
８
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
業
務
規
程
第
７
４
条
の
２
に
定
め
る
算
定
方
法
に
応
じ
た
保
証
金
の
額
を
通
知
す
る
と
と

も
に
、
保
証
金
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。
た
だ
し
、
保
証
金
を
要
し
な
い
場
合
は
除
く
。

 

２
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
保
証
金
を
支
払
い
、
保
証
金
の
支
払
後
、

一
般
送
配
電
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
（
略
）

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
工
事
費
負
担
金
契
約
締
結
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

系
統
連
系
希
望
者
が
契
約
申
込
み
を
取
り
下
げ
、
又
は
、
接
続
契
約
が
解
除
等
に
よ
っ
て
終
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連

系
希
望
者
が
支
払
っ
た
保
証
金
を
返
還
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
保
証
金
）

 

第
８
８
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に

は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
業
務
規
程
第
７
４
条
の
２
に
定
め
る
算
定
方
法
に
応
じ
た
保
証
金
の
額
を
通
知
す
る

と
と
も
に
、
保
証
金
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。
た
だ
し
、
保
証
金
を
要
し
な
い
場
合
は
除
く
。

 

２
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
保
証
金
を
支
払
い
、
保
証
金
の
支
払
後
、

一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
工
事
費
負
担
金
契
約
締
結
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
い

て
、
系
統
連
系
希
望
者
が
契
約
申
込
み
を
取
り
下
げ
、
又
は
、
接
続
契
約
が
解
除
等
に
よ
っ
て
終
了
し
た
と
き
は
、
系

統
連
系
希
望
者
が
支
払
っ
た
保
証
金
を
返
還
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

（
接
続
検
討
の
申
込
み
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
等
の
取
扱
い
）

 

第
８
９
条

 
第
８
８
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
７
９
条
第
１
項
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
ず
、
接
続
検
討
の
申
込
み

そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
行
う
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一
～
七
 
（
略
）

 

２
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
接
続
検
討
の
申
込

み
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
求
め
る
理
由
を
説
明
す
る
。

 

３
 
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込

（
接
続
検
討
の
申
込
み
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
等
の
取
扱
い
）

 

第
８
９
条
 
第
８
８
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
第
７
９
条
第
１
項
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
ず
、
接
続
検
討
の
申
込

み
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
行
う
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一
～
七
 
（
略
）
 

２
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
接
続
検
討
の
申

込
み
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
求
め
る
理
由
を
説
明
す
る
。

 

３
 
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

み
の
内
容
と
接
続
検
討
の
回
答
内
容
の
差
異
又
は
接
続
検
討
の
前
提
と
な
る
事
実
関
係
の
変
動
が
契
約
申
込
み
に
伴

う
技
術
検
討
の
内
容
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申

込
み
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

込
み
の
内
容
と
接
続
検
討
の
回
答
内
容
の
差
異
又
は
接
続
検
討
の
前
提
と
な
る
事
実
関
係
の
変
動
が
契
約
申
込
み
に

伴
う
技
術
検
討
の
内
容
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約

申
込
み
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）

 

第
９
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た

場
合
に
は
、
受
付
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
旨
、
受
付
日

及
び
回
答
予
定
日
を
報
告
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
回
答
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対

し
、
回
答
概
要
及
び
回
答
日
を
報
告
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
し
た
第
１
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能

性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日
を

含
む
。）

を
報
告
し
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な

い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

（
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）
 

第
９
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け

た
場
合
に
は
、
受
付
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
旨
、
受
付

日
及
び
回
答
予
定
日
を
報
告
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
回
答
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に

対
し
、
回
答
概
要
及
び
回
答
日
を
報
告
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
通
知
し
た
第
１
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可

能
性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
報
告
し
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き

な
い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

（
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
要
否
の
確
認
）

 

第
９
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
系
統
連
系
工
事
の
概
要
等
を
本
機
関

に
報
告
し
、
業
務
規
程
第
５
１
条
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
か
否
か
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
本
機
関
へ
計
画
策
定
プ

ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
か
否
か
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
旨
を
書
面
に
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
領
し
た
後
に
、
発
電
設

備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
及
び
回
答
を
行
う
も
の
と
し
、
第
３
３
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の

受
領
前
に
行
っ
た
回
答
は
無
効
と
す
る
。

 

（
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
要
否
の
確
認
）

 

第
９
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
系
統
連
系
工
事
の
概
要
等
を
本
機

関
に
報
告
し
、
業
務
規
程
第
５
１
条
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
か
否
か
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
～
三
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
本
機
関
へ
計
画
策
定

プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
か
否
か
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
旨
を
書
面
に
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
か
ら
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
領
し
た
後
に
、
発
電

設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
及
び
回
答
を
行
う
も
の
と
し
、
第
３
３
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

の
受
領
前
に
行
っ
た
回
答
は
無
効
と
す
る
。

 

（
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
）

 

第
９
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
時
点
を
も
っ
て
、
当
該
時
点
以
後
に

受
け
付
け
る
他
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
い
て
、
送
電
系
統
（
た
だ
し
、
連
系
線
は
除
く
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）

へ
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
発
電
設
備
等
が
連
系
等
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
い
、
暫
定
的
に
送
電
系

統
の
容
量
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
送
電
系
統
の
容
量
を
確
保
し
な
く
と
も
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の

申
込
内
容
に
照
ら
し
て
、
申
込
者
の
利
益
を
害
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 （
新
設
）

 

（
送
電
系
統
の
暫
定
的
な
容
量
確
保
）

 

第
９
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
時
点
を
も
っ
て
、

当
該
時
点
以
後
に
受
け
付
け
る
他
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
い
て
、
送
電
系
統
（
た
だ
し
、
連
系
線
は
除
く
。
以
下
、

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
発
電
設
備
等
が
連
系
等
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
い
、
暫

定
的
に
送
電
系
統
の
容
量
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
送
電
系
統
の
容
量
を
確
保
し
な
く
と
も
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る

契
約
申
込
み
の
申
込
内
容
に
照
ら
し
て
、
申
込
者
の
利
益
を
害
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申
込
内
容
に
基
づ
き
、

関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
暫
定
的
な
容
量
確
保
の
特
例
）

 

第
９
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
送
電
系
統
に
暫
定
的
に
容
量
を
確
保
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
暫
定
的
な
容
量
確
保
の
特
例
）

 

第
９
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
送
電
系
統
に
暫
定
的
に
容
量
を
確
保
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

（
送
電
系
統
の
容
量
確
保
の
取
消
し
）

 

第
９
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
暫
定
的
に
確
保
し
た
送

電
系
統
の
容
量
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
、
第
９
６
条
の
回
答
に
お
い
て
、
系
統
連
系
希
望
者
が
希
望
す
る
連
系
等
を
承
諾
で
き
な

（
送
電
系
統
の
容
量
確
保
の
取
消
し
）

 

第
９
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
暫
定

的
に
確
保
し
た
送
電
系
統
の
容
量
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
、
第
９
６
条
の
回
答
に
お
い
て
、
系
統
連
系
希
望
者
が
希
望
す
る
連
系
等
を
承
諾
で
き

-69-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

い
旨
の
回
答
を
行
っ
た
場
合

 

三
～
六
 
（
略
）

 

な
い
旨
の
回
答
を
行
っ
た
場
合

 

三
～
六
 
（
略
）
 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
９
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
後
、
第
８
４
条
第
１
項
の
規
定
に
準

じ
て
、
当
該
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と
な

る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系

統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
９
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
後
、
第
８
４
条
第
１
項
の
規
定
に

準
じ
て
、
当
該
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と

な
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
回
答
）

 

第
９
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
発
電

設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
書
面
に
て
通
知
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
受
付
を
行
っ
た
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
し

て
承
諾
し
な
い
旨
の
回
答
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
回
答
）

 

第
９
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
発

電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
書
面
に
て
通
知
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
受
付
を
行
っ
た
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対

し
て
承
諾
し
な
い
旨
の
回
答
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
送
電
系
統
の
容
量
の
確
定
）

 

第
９
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
又
は
第
１
２
３
条
の
４
の
回
答
が
系
統
連
系
希
望
者
の
希
望
す
る
連
系
等
を

承
諾
す
る
旨
の
回
答
（
以
下
「
連
系
承
諾
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合
に
は
、
連
系
承
諾
の
通
知
時
点
を
も
っ
て
、
第

９
２
条
の
規
定
に
よ
り
暫
定
的
に
確
保
し
た
送
電
系
統
の
容
量
を
確
定
さ
せ
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
送
電
系

統
の
容
量
を
取
り
消
す
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

（
送
電
系
統
の
容
量
の
確
定
）
 

第
９
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
条
又
は
第
１
２
３
条
の
４
の
回
答
が
系
統
連
系
希
望
者
の
希

望
す
る
連
系
等
を
承
諾
す
る
旨
の
回
答
（
以
下
「
連
系
承
諾
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
連
系
承
諾
の
通
知
時

点
を
も
っ
て
、
第
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
暫
定
的
に
確
保
し
た
送
電
系
統
の
容
量
を
確
定
さ
せ
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

確
定
し
た
送
電
系
統
の
容
量
を
取
り
消
す
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
回
答
期
間
）

 

第
９
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
回
答
を
、
原

則
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
回
答
期
間
）

 

第
９
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
回
答
を
、

原
則
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
接
続
検
討
の
回
答
と
異
な
る
場
合
の
取
扱
い
）

 

第
９
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
接
続
検
討
の
回
答
と

異
な
る
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
差
異
が
生
じ
た
旨
及
び
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
案
件
が
、
本
機
関
が
特
定
系
統
連
系
希
望
者
又
は
国
に
対
し
て
接
続
検
討
の
回
答
を
行
っ
た
案
件
で
あ
る
場

合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
対
し
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
へ
の
回
答
に
先
立
ち
、
発
電
設
備
等
に

関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
検
討
結
果
に
差
異
が
生
じ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

た
だ
し
、
検
討
結
果
の
差
異
が
工
事
費
負
担
金
の
増
加
、
工
期
の
長
期
化
及
び
特
定
系
統
連
系
希
望
者
側
の
設
備
対
策

の
追
加
の
い
ず
れ
も
伴
わ
な
い
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
対
す
る
回
答
後
、
本
機
関
に

対
し
、
差
異
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
９
７
条
第
１
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
、
発
電
設
備
等
に
関
す

る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
再
度
、
第
９
５
条
第
１
項
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
本
機
関
に
報
告
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
９
７
条
第
１
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
、
検
討
結
果
が
妥
当
で

あ
る
と
判
断
し
、
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
検
討
結
果
の
回
答
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
回
答
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
接
続
検
討
の
回
答
と
異
な
る
場
合
の
取
扱
い
）

 

第
９
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
発
電
設
備
等
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
が
接
続
検
討
の
回
答

と
異
な
る
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
差
異
が
生
じ
た
旨
及
び
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
案
件
が
、
本
機
関
が
特
定
系
統
連
系
希
望
者
又
は
国
に
対
し
て
接
続
検
討
の
回
答
を
行
っ
た
案
件
で
あ
る
場

合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
に
対
し
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
へ
の
回
答
に
先
立
ち
、
発
電
設
備
等

に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
結
果
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
検
討
結
果
に
差
異
が
生
じ
た
理
由
を
説
明
す

る
。
た
だ
し
、
検
討
結
果
の
差
異
が
工
事
費
負
担
金
の
増
加
、
工
期
の
長
期
化
及
び
特
定
系
統
連
系
希
望
者
側
の
設
備

対
策
の
追
加
の
い
ず
れ
も
伴
わ
な
い
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
対
す
る
回
答
後
、
本
機

関
に
対
し
、
差
異
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
９
７
条
第
１
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
、
発
電
設
備
等
に
関

す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
再
検
討
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
再
度
、
第
９
５
条
第
１
項
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
本
機
関
に
報
告
す
る
。
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
９
７
条
第
１
項
の
確
認
及
び
検
証
に
よ
り
、
検
討
結
果
が
妥
当

で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
特
定
系
統
連
系
希
望
者
に
検
討
結
果
の
回
答
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
回
答
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
工
事
費
負
担
金
契
約
の
締
結
等
）

 

第
１
０
３
条

 
（
略
）
 

２
 
工
事
費
負
担
金
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
連
系
等
に
必
要
な
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
、
一
括
し

て
支
払
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
連
系
等
に
必
要
な
工
事
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
一

般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
支
払
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
合
理
的
な
範
囲
内
で
支
払
条
件
の
変
更
に
応

じ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
工
事
費
負
担
金
契
約
の
締
結
等
）

 

第
１
０
３
条
 
（
略
）
 

２
 
工
事
費
負
担
金
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
連
系
等
に
必
要
な
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
、
一
括

し
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
連
系
等
に
必
要
な
工
事
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
に
は
、

一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
支
払
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
合
理
的
な
範
囲
内
で
支
払
条
件
の
変
更
に

応
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
系
等
の
実
施
）

 

第
１
０
４
条

 
系
統
連
系
希
望
者
と
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
連
系
等
の
開
始
ま
で
に
、
連
系
等
に
関
す
る
諸
条
件
を
協

議
の
上
、
決
定
し
、
送
電
系
統
へ
の
発
電
設
備
等
の
連
系
等
を
行
う
。

 

（
連
系
等
の
実
施
）
 

第
１
０
４
条
 
系
統
連
系
希
望
者
と
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
連
系
等
の
開
始
ま
で
に
、
連
系
等
に
関
す
る
諸
条
件
を

協
議
の
上
、
決
定
し
、
送
電
系
統
へ
の
発
電
設
備
等
の
連
系
等
を
行
う
。

 

（
連
系
承
諾
後
に
連
系
等
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

 

第
１
０
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
連
系
承
諾
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
正
当
な
理

由
が
あ
れ
ば
、
連
系
等
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
連
系
等
を
拒
む
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
系
統
連
系
希
望
者
に
、
書

面
を
も
っ
て
、
説
明
す
る
。

 

（
連
系
承
諾
後
に
連
系
等
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

 

第
１
０
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
連
系
承
諾
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
正
当
な

理
由
が
あ
れ
ば
、
連
系
等
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
連
系
等
を
拒
む
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
系
統
連
系
希
望
者
に
、

書
面
を
も
っ
て
、
説
明
す
る
。

 

（
発
電
設
備
等
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
け
る
工
事
費
負
担
金
）

 

第
１
０
６
条

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
工
事
費
負
担
金
の
具
体
的
な
算
出
方
法
に
つ
い
て
定
め
、
公

表
す
る
。

 

（
発
電
設
備
等
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
け
る
工
事
費
負
担
金
）
 

第
１
０
６
条
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
工
事
費
負
担
金
の
具
体
的
な
算
出
方
法
に

つ
い
て
定
め
、
公
表
す
る
。
 

（
同
一
法
人
で
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
発
電
設
備
等
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
）

 

第
１
０
８
条

 
系
統
連
系
希
望
者
が
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
発
電
設
備
等
に
つ
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者

と
し
て
自
ら
が
運
用
す
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
節
の
規
定
は
、「

契
約
申
込
み
」
を

「
系
統
連
系
の
申
込
み
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
８
３
条
、
第
１
０
３
条
及
び
第
１
１
１
条
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

 

（
同
一
法
人
で
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
発
電
設
備
等
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
）

 

第
１
０
８
条
 
系
統
連
系
希
望
者
が
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
発
電
設
備
等
に
つ
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者

等
と
し
て
自
ら
が
運
用
す
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
節
の
規
定
は
、
「
契
約
申
込
み
」

を
「
系
統
連
系
の
申
込
み
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
８
３
条
、
第
１
０
３
条
及
び
第
１
１
１
条
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。
 

（
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）
 

第
１
０
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
１
０
０
条
第
２
項
に
定
め
る
発
電
設
備
等
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ

ス
業
務
に
係
る
情
報
の
定
期
的
な
取
り
ま
と
め
及
び
公
表
の
た
め
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
受
け
付
け
た
発
電
設
備
等

に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
（
た
だ
し
、
最
大
受
電
電
力
が
５
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設
備
等
の
案
件
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
、
電
圧
階
級
別
の
申
込
み
受
付
日
及
び
回
答
日
（
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
か
っ
た
案
件
に

つ
い
て
は
超
過
理
由
を
含
む
。
）
を
、
本
機
関
が
求
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
事
項
以
外
に
、
本
機
関
か
ら
、
本
機
関
が
発
電
設
備
等
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス

業
務
に
係
る
情
報
の
分
析
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
受
付
・
回
答
状
況
の
共
有
）
 

第
１
０
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
１
０
０
条
第
２
項
に
定
め
る
発
電
設
備
等
に
関

す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
係
る
情
報
の
定
期
的
な
取
り
ま
と
め
及
び
公
表
の
た
め
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電

事
業
者
が
受
け
付
け
た
発
電
設
備
等
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
（
た
だ
し
、
最
大
受
電
電
力
が
５
０
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
発
電
設
備
等
の
案
件
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
電
圧
階
級
別
の
申
込
み
受
付
日
及
び
回
答
日
（
回
答
予
定
日

ま
で
に
回
答
で
き
な
か
っ
た
案
件
に
つ
い
て
は
超
過
理
由
を
含
む
。
）
を
、
本
機
関
が
求
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
機

関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
事
項
以
外
に
、
本
機
関
か
ら
、
本
機
関
が
発
電
設
備
等
に
関
す

る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
係
る
情
報
の
分
析
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
事
前
相
談
に
関
す
る
検
討
）

 

第
１
１
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
受
け
付
け
た
事
前
相
談
に
関
し
て
業
務
規
程
第
６
９
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
事
前
相
談
の
検
討
を
行
い
、
本
機
関
か
ら
特
定
系
統
連
系
希
望
者
へ
の
回
答
予
定

日
の
５
営
業
日
前
ま
で
に
、
本
機
関
へ
検
討
結
果
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
期
日
を
超
過
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
及
び
今
後
の
見
込
み

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
事
前
相
談
に
関
す
る
検
討
）

 

第
１
１
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
が
受
け
付
け
た
事
前
相
談
に
関
し
て
業
務
規
程
第
６
９
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
事
前
相
談
の
検
討
を
行
い
、
本
機
関
か
ら
特
定
系
統
連
系
希
望
者
へ
の
回
答
予

定
日
の
５
営
業
日
前
ま
で
に
、
本
機
関
へ
検
討
結
果
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
期
日
を
超
過
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
及
び
今
後
の
見
込
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

を
本
機
関
に
書
面
に
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
事
前
相
談
の
検
討
結
果
を
提
出
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
、
再
度
、
検
討
の
上
、
検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

み
を
本
機
関
に
書
面
に
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
に
事
前
相
談
の
検
討
結
果
を
提
出
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
再
度
、
検
討
の
上
、
検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
に
関
す
る
検
討
料
の
通
知
等
）

 

第
１
１
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
業
務
規
程
第
７
１
条
第
１
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
特
定

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
て
、
接
続
検
討
の
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
討
料
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る

書
類
を
送
付
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
検
討
料
の
入
金
を
確
認
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
本
機
関
に

通
知
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
か
ら
業
務
規
程
第
７
１
条
第
２
項
第
２
号
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

依
頼
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
選
定
事
業
者
が
選
定
さ
れ
た
と
き
は
、
選
定
事
業
者
に
対
し
、
第
８
３
条
第
１
項
に

規
定
す
る
検
討
料
を
不
要
と
す
る
場
合
を
除
き
、
接
続
検
討
の
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
討
料
の
支
払

い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
に
関
す
る
検
討
料
の
通
知
等
）

 

第
１
１
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
か
ら
業
務
規
程
第
７
１
条
第
１
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
特

定
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
て
、
接
続
検
討
の
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
討
料
の
支
払
い
に
必
要
と
な

る
書
類
を
送
付
す
る
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
特
定
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
検
討
料
の
入
金
を
確
認
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
本
機
関

に
通
知
す
る
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
か
ら
業
務
規
程
第
７
１
条
第
２
項
第
２
号
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ

る
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
選
定
事
業
者
が
選
定
さ
れ
た
と
き
は
、
選
定
事
業
者
に
対
し
、
第
８
３
条
第
１
項

に
規
定
す
る
検
討
料
を
不
要
と
す
る
場
合
を
除
き
、
接
続
検
討
の
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
討
料
の
支

払
い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
）

 

第
１
１
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
に
関
し
て
業
務
規
程
第
７
１
条
第
２
項
、
第

８
１
条
第
２
項
及
び
第
８
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
接
続
検
討
を
行
い
、
本
機
関
か
ら
特

定
系
統
連
系
希
望
者
又
は
国
へ
の
回
答
予
定
日
の
７
営
業
日
前
ま
で
に
、
本
機
関
へ
検
討
結
果
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
期
日
を
超
過
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
及
び
今
後
の
見
込
み

を
本
機
関
に
書
面
に
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
接
続
検
討
の
結
果
を
提
出
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
再
度
、
検
討
の
上
、
検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
）

 

第
１
１
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
に
関
し
て
業
務
規
程
第
７
１
条
第
２
項
、

第
８
１
条
第
２
項
及
び
第
８
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
接
続
検
討
を
行
い
、
本
機
関
か
ら

特
定
系
統
連
系
希
望
者
又
は
国
へ
の
回
答
予
定
日
の
７
営
業
日
前
ま
で
に
、
本
機
関
へ
検
討
結
果
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
期
日
を
超
過
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
及
び
今
後
の
見
込

み
を
本
機
関
に
書
面
に
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
に
接
続
検
討
の
結
果
を
提
出
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
求
め
ら
れ
た
と

き
は
、
再
度
、
検
討
の
上
、
検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
の
要
否
確
認
）

 

第
１
１
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
の
要
否
確
認
に
関
し
て
、
業
務
規
程
第
７
４

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
接
続
検
討
の
要
否
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
検

討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
接
続
検
討
の
要
否
確
認
の
結
果
を
提
出
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
再
度
、
検
討
の
上
、
検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
の
要
否
確
認
）

 

第
１
１
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
が
受
け
付
け
た
接
続
検
討
の
要
否
確
認
に
関
し
て
、
業
務
規
程
第
７

４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
接
続
検
討
の
要
否
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、

検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
本
機
関
に
接
続
検
討
の
要
否
確
認
の
結
果
を
提
出
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
再
度
、
検
討
の
上
、
検
討
結
果
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
事
前
検
討
の
申
込
み
及
び
受
付
）

 

第
１
１
４
条

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
前
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
事
前
検
討
の
回
答
を
、
原
則
と
し
て
、
事

前
検
討
の
受
付
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
行
う
も
の
と
し
、
２
週
間
を
超
え
る
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 

（
事
前
検
討
の
申
込
み
及
び
受
付
）

 

第
１
１
４
条
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
事
前
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
事
前
検
討
の
回
答
を
、
原
則
と
し
て
、

事
前
検
討
の
受
付
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
行
う
も
の
と
し
、
２
週
間
を
超
え
る
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

が
判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予

定
日
を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま

で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
事
前
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申
込
内
容
に
基

づ
き
、
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
事
前
検
討
を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。

 

（
事
前
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
及
び
回
答
）

 

第
１
１
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
前
検
討
の
申
込
み
の
受
付
後
、
ア
ク
セ
ス
設
備
、
電
力
量
計
量
器
、
通
信
設

備
そ
の
他
電
気
の
供
給
に
必
要
と
な
る
工
事
の
要
否
及
び
工
事
が
必
要
な
場
合
の
工
事
の
対
象
に
つ
い
て
検
討
を
実

施
す
る
。

 

（
事
前
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
及
び
回
答
）

 

第
１
１
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
事
前
検
討
の
申
込
み
の
受
付
後
、
ア
ク
セ
ス
設
備
、
電
力
量
計
量
器
、
通
信

設
備
そ
の
他
電
気
の
供
給
に
必
要
と
な
る
工
事
の
要
否
及
び
工
事
が
必
要
な
場
合
の
工
事
の
対
象
に
つ
い
て
検
討
を

実
施
す
る
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
検
討
を
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
検
討
結
果
を
回
答
す
る

と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
検
討
を
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
検
討
結
果
を
回
答
す

る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
及
び
受
付
）

 

第
１
１
６
条

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
系
統
連
系
希
望
者
と
協
議
の

上
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回
答
予
定
日
を
決
定
す
る
。

 

 ３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 

（
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
及
び
受
付
）

 

第
１
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
系
統
連
系
希
望
者
及
び
第

４
項
に
規
定
す
る
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
協
議
の
上
、
前
項
の
申
込
み
に
対
す
る
回

答
予
定
日
を
決
定
す
る
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申

込
内
容
に
基
づ
き
、
関
連
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を

速
や
か
に
依
頼
す
る
。
 

（
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
及
び
回
答
）

 

第
１
１
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
後
、
契
約
申
込
み
の
回
答
に
必
要
と

な
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

一
～
八
 
（
略
）

 

（
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
及
び
回
答
）

 

第
１
１
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
需
要
設
備
に
関
す
る
契
約
申
込
み
の
受
付
後
、
契
約
申
込
み
の
回
答
に
必
要

と
な
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

一
～
八
 
（
略
）
 

（
需
要
設
備
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
け
る
工
事
費
負
担
金
）

 

第
１
１
８
条

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
定
め
る
標
準
的
な
工
事
金
額
の
具
体
的
な
算
出
方
法
に
つ
い
て
定
め
、
公
表
す

る
。

 

（
需
要
設
備
に
関
す
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
お
け
る
工
事
費
負
担
金
）

 

第
１
１
８
条
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
定
め
る
標
準
的
な
工
事
金
額
の
具
体
的
な
算
出
方
法
に
つ
い
て

定
め
、
公
表
す
る
。
 

（
同
一
法
人
で
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
需
要
設
備
へ
の
電
気
の
供
給
を
行
う
場
合
）

 

第
１
１
９
条

 
系
統
連
系
希
望
者
が
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
し
て
自
ら
が
運
用
す
る
送
電
系
統
に
連
系
し
て
い
る
需
要

設
備
に
対
し
て
、
新
た
な
電
気
の
供
給
又
は
契
約
電
力
の
増
加
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
節
の
規
定
は
、「

契

約
申
込
み
」
を
「
系
統
連
系
の
申
込
み
」
と
読
み
替
え
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
は
準
用
し
な
い
。

 

（
同
一
法
人
で
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
等
の
需
要
設
備
へ
の
電
気
の
供
給
を
行
う
場
合
）

 

第
１
１
９
条
 
系
統
連
系
希
望
者
が
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
と
し
て
自
ら
が
運
用
す
る
送
電
系
統
に
連
系
し
て
い
る
需

要
設
備
に
対
し
て
、
新
た
な
電
気
の
供
給
又
は
契
約
電
力
の
増
加
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
節
の
規
定
は
、「
契

約
申
込
み
」
を
「
系
統
連
系
の
申
込
み
」
と
読
み
替
え
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
は
準
用
し
な
い
。

 

（
系
統
連
系
希
望
者
に
よ
る
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
）

 

第
１
２
０
条

 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
接
続
検
討
の
回
答
者
が
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

接
続
検
討
の
回
答
に
お
い
て
、
系
統
連
系
工
事
が
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

旨
の
回
答
を
受
領
し
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
（
略
）

 

（
系
統
連
系
希
望
者
に
よ
る
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
）

 

第
１
２
０
条

 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
接
続
検
討
の
回
答
者
が
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
等
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
接
続
検
討
の
回
答
に
お
い
て
、
系
統
連
系
工
事
が
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
旨
の
回
答
を
受
領
し
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の

申
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
（
略
）
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
の
受
付
）

 

第
１
２
０
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込

書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
次
条
に
定
め
る
開
始
検
討
料
が

入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
同
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が

あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
受
付
を
行
う
。

 

（
新
設
）

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
の
受
付
）

 

第
１
２
０
条
の
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申

込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
次
条
に
定
め
る
開
始
検
討
料

が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
同
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備

が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
を
受
け
付
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
（
特
別
高
圧
と
高

圧
を
連
系
す
る
変
圧
器
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
工
事
（
保
護
継
電
器
等
に
よ
り
発
電
抑
制
を

実
施
す
る
場
合
は
除
く
。
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

が
、
当
該
開
始
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
一
般
送
配
電

事
業
者
等
の
運
用
す
る
送
電
系
統
で
は
な
い
場
合
に
は
、
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
運
用
す
る
他
の
一
般
送
配
電
事
業

者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
第
１
２
０
条
の
４
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス

の
開
始
判
断
を
速
や
か
に
依
頼
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
検
討
料
）

 

第
１
２
０
条
の
３

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
第
３
項
に
定
め
る
開
始
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
開
始
検
討
料
の
支
払
い
に

必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。

 

２
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
開
始
検
討
料
を
支
払
い
、
開
始
検
討
料
の

支
払
後
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
な
い
場
合
は
、
系
統
連
系
希
望
者
が
支

払
っ
た
開
始
検
討
料
を
返
還
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
検
討
料
）

 

第
１
２
０
条
の
３

 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き

は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
第
３
項
に
定
め
る
開
始
検
討
料
の
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
開
始
検
討
料
の
支
払

い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。

 

２
 
系
統
連
系
希
望
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
開
始
検
討
料
を
支
払
い
、
開
始
検
討
料
の

支
払
後
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
な
い
場
合
は
、
系
統
連
系
希
望
者
が

支
払
っ
た
開
始
検
討
料
を
返
還
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
）

 

第
１
２
０
条
の
４

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
（
特
別
高
圧
と
高
圧
を
連
系
す
る
変
圧
器
を
含

む
。
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
工
事
（
保
護
継
電
器
等
に
よ
り
発
電
抑
制
を
実
施
す
る
場
合
は
除
く
。）

に

関
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
、
第
１
２
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
の
受
付
後
、
当
該
申
込
み
の
対
象
と
な
る
送

電
系
統
に
つ
い
て
、
効
率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が

必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
、
過
去
の
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
申
込
状
況
等
を
踏
ま
え
、
効
率
的
な
系
統
整
備
の

観
点
等
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

三
 
（
略
）

 

四
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
、
第
１
２
４
条
第
２
項
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
過
去
の
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の

申
込
状
況
等
を
踏
ま
え
、
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
発
電
設
備
等
の
最
大
受
電
電
力
が
既
存
の
連
系
可
能

量
を
超
過
す
る
と
判
断
し
た
場
合

 

五
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
、
第
１
２
４
条
第
２
項
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
発
電
設
備
等
の
休
止
又
は
廃
止
等
の

手
続
（
第
１
０
７
条
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
最
大
受
電
電
力
が
減
少
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
以
下
「
休
廃
止
等
手

続
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
対
象
と
す
る
第
８
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
込
書
類
を
受
領
し
た

場
合
に
お
い
て
、
系
統
連
系
希
望
者
間
の
情
報
取
得
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を

開
始
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

六
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
、
業
務
規
程
第
６
８
条
の
２
第
１
項
の
要
請
に
よ
る
同
条
第
３
項
の
通
知
に
よ
り
送
電
系

統
に
暫
定
的
に
確
保
し
た
容
量
が
既
存
の
連
系
可
能
量
を
超
過
す
る
と
判
断
し
た
場
合

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
２
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
の
受
付
後
、
効
率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か

ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
な
い
旨
を
判
断
し
た
場
合
又
は
第
１
項
第
４
号
若

し
く
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
場
合
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対

し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
場
合
及
び

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
同
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
な
い
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
報
告
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
）

 

第
１
２
０
条
の
４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
の
工
事
に
関
し
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
。

 

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
、
第
１
２
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
の
受
付
後
、
当
該

申
込
み
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
に
つ
い
て
、
効
率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ

セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
、
過
去
の
事
前
相
談
及
び
接
続
検
討
の
申
込
状
況
等
を
踏
ま
え
、
効
率

的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

三
 
（
略
）
 

四
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
、
第
１
２
４
条
第
２
項
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
過
去
の
事
前
相
談

及
び
接
続
検
討
の
申
込
状
況
等
を
踏
ま
え
、
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
発
電
設
備
等
の
最
大
受
電
電
力
が

既
存
の
連
系
可
能
量
を
超
過
す
る
と
判
断
し
た
場
合

 

五
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
、
第
１
２
４
条
第
２
項
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
発
電
設
備
等
の
休

止
又
は
廃
止
等
の
手
続
（
第
１
０
７
条
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
最
大
受
電
電
力
が
減
少
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
以

下
「
休
廃
止
等
手
続
」
と
い
う
。）

の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
対
象
と
す
る
第
８
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
込

書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
お
い
て
、
系
統
連
系
希
望
者
間
の
情
報
取
得
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括

検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

 

六
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
、
業
務
規
程
第
６
８
条
の
２
第
１
項
の
要
請
に
よ
る
同
条
第
３
項
の
通

知
に
よ
り
送
電
系
統
に
暫
定
的
に
確
保
し
た
容
量
が
既
存
の
連
系
可
能
量
を
超
過
す
る
と
判
断
し
た
場
合

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
２
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
の
受
付
後
、
効
率
的

な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
な
い
旨
を
判
断
し
た
場

合
又
は
第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
場
合
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開

始
す
る
場
合
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
同
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
な
い
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

理
由
を
報
告
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
等
の
遵
守
）

 

第
１
２
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
電
源

接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
等
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

 

（
新
設
）

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
等
の
遵
守
等
）
 

第
１
２
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
系
統
連
系
希

望
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
等
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
に
関
し
て
相
互
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
前
提
条
件
の
策
定
等
）

 

第
１
２
１
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
同
プ
ロ
セ
ス

の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
の
増
強
の
概
要
、
募
集
対
象
エ
リ
ア
、
電
源
接
続
の
た
め
に
必
要
と
な
る
送
電
系
統
に
暫
定

的
に
確
保
す
る
容
量
そ
の
他
の
同
プ
ロ
セ
ス
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
こ
れ
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
第
１

２
０
条
の
４
第
１
項
第
４
号
又
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
と
き

は
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
の
増
強
の
概
要
に
つ
い
て
の
検
討
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 ２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
内
容
を
公
表
し
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
系
統
連
系
希
望
者
を
募
集
す

る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
前
提
条
件
の
策
定
等
）

 

第
１
２
１
条
の
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
に
あ
た
っ

て
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
の
増
強
の
概
要
、
募
集
対
象
エ
リ
ア
、
電
源
接
続
の
た
め
に
必
要
と
な
る

送
電
系
統
に
暫
定
的
に
確
保
す
る
容
量
そ
の
他
の
同
プ
ロ
セ
ス
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
こ
れ
を
定
め

る
。
た
だ
し
、
第
１
２
０
条
の
４
第
１
項
第
４
号
又
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス

を
開
始
す
る
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
の
増
強
の
概
要
に
つ
い
て
の
検
討
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
内
容
を
公
表
し
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
系
統
連
系

希
望
者
を
募
集
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
へ
の
応
募
等
）

 

第
１
２
２
条

 
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の

連
系
等
を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
同
プ
ロ
セ
ス
へ
の
応
募
及
び

接
続
検
討
の
申
込
み
を
行
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
へ
の
応
募
等
）

 

第
１
２
２
条
 
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の

連
系
等
を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
は
、
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
同
プ
ロ
セ
ス
へ
の
応
募
及

び
接
続
検
討
の
申
込
み
を
行
う
。

 

（
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
へ
の
応
募
等
の
受
付
）

 

第
１
２
２
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者

か
ら
、
応
募
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
応
募
の
受
付
に
際
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討

の
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込

書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
８
３
条
に
定
め
る
検
討
料
が

入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
検
討
料
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け

付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

上
で
受
付
を
行
う
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
本
機
関
へ
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続

検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
８
３
条
に
定
め

る
検
討
料
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
検
討
料
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
本
機
関
に
対
し

て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
通
知
を
行
う
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス

に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す

る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら

か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を
一
般
送
配
電
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合

は
、
第
１
２
２
条
の
５
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日
を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す

（
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
へ
の
応
募
等
の
受
付
）

 

第
１
２
２
条
の
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望

者
か
ら
、
応
募
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
応
募
の
受
付
に
際
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検

討
の
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申

込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
８
３
条
に
定
め
る
検
討
料

が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
検
討
料
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。
）
を
確
認
の
上
、
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受

け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
上
で
受
付
を
行
う
。
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
本
機
関
へ
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接

続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
８
３
条
に
定

め
る
検
討
料
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
検
討
料
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
本
機
関
に
対

し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
通
知
を
行
う
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ

ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明

ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場

合
は
、
第
１
２
２
条
の
５
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日
を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知

-75-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

る
。

 

７
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

す
る
。
 

７
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
１
２
２
条
の
３

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
本
機
関
及
び
一
般
送
配
電

事
業
者
が
受
け
付
け
た
全
て
の
接
続
検
討
の
申
込
内
容
並
び
に
業
務
規
程
第
６
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
国
か
ら
の

要
請
に
よ
る
接
続
検
討
の
内
容
を
前
提
に
、
接
続
検
討
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
す
る
。

 

 ２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と
な

る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系

統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
１
２
２
条
の
３

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
本
機

関
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
受
け
付
け
た
全
て
の
接
続
検
討
の
申
込
内
容
並
び
に
業
務
規
程
第
６
８

条
第
１
項
に
規
定
す
る
国
か
ら
の
要
請
に
よ
る
接
続
検
討
の
内
容
を
前
提
に
、
接
続
検
討
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項

に
つ
い
て
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と

な
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
）

 

第
１
２
２
条
の
４

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、

第
８
５
条
第
１
項
の
規
定
に
準
じ
て
書
面
に
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
）

 

第
１
２
２
条
の
４

 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対

し
、
第
８
５
条
第
１
項
の
規
定
に
準
じ
て
書
面
に
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
期
間
）

 

第
１
２
２
条
の
５

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
を
、
原

則
と
し
て
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
等
に
定
め
る
接
続
検
討
の
開
始
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
行
う

も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
期
間
）

 

第
１
２
２
条
の
５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
を
、

原
則
と
し
て
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
等
に
定
め
る
接
続
検
討
の
開
始
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
を
踏
ま
え
た
系
統
連
系
希
望
者
の
募
集
）

 

第
１
２
２
条
の
６

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
第
１
２
２
条
の
４
の
電
源
接

続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
を
再

度
募
集
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
を
踏
ま
え
た
系
統
連
系
希
望
者
の
募
集
）

 

第
１
２
２
条
の
６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
第
１
２
２

条
の
４
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
接
続
検
討
の
回
答
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
希
望
す
る
系
統

連
系
希
望
者
を
再
度
募
集
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
申
込
等
）

 

第
１
２
２
条
の
７

 
第
１
２
２
条
の
４
の
回
答
を
受
領
し
た
系
統
連
系
希
望
者
は
、
回
答
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
募
集
対

象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
再
接
続
検
討

の
申
込
み
を
行
う
。

 

２
 
前
項
の
申
込
み
を
行
う
系
統
連
系
希
望
者
は
、
申
込
時
に
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
系
統
連
系
希
望
者
が
負
担
可
能

な
工
事
費
負
担
金
の
上
限
額
（
以
下
「
負
担
可
能
上
限
額
」
と
い
う
。）

を
申
告
す
る
と
と
も
に
第
１
２
２
条
の
９
に

定
め
る
保
証
金
を
支
払
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
申
込
等
）

 

第
１
２
２
条
の
７
 
第
１
２
２
条
の
４
の
回
答
を
受
領
し
た
系
統
連
系
希
望
者
は
、
回
答
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
募
集
対

象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
再
接
続
検

討
の
申
込
み
を
行
う
。
 

２
 
前
項
の
申
込
み
を
行
う
系
統
連
系
希
望
者
は
、
申
込
時
に
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
系
統
連
系
希
望
者
が
負
担
可

能
な
工
事
費
負
担
金
の
上
限
額
（
以
下
「
負
担
可
能
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
申
告
す
る
と
と
も
に
第
１
２
２
条
の
９

に
定
め
る
保
証
金
を
支
払
う
。

 

（
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
再
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
等
）

 

第
１
２
２
条
の
８

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を

希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
の
再
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
前
条
第
１
項
の
再
接
続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に

は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
条
第
２
項
に
定
め
る
工
事
費
負
担
金
の
負
担
可
能
上
限
額

が
申
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
１
２
２
条
の
９
に
定
め
る
保
証
金
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
保
証
金
が

不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
再
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ

る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
接
続
検
討
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
本
機
関
へ
の
前
条
第
１
項
の
再
接
続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し

（
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
の
再
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
等
）

 

第
１
２
２
条
の
８
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等

を
希
望
す
る
系
統
連
系
希
望
者
の
再
接
続
検
討
の
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
前
条
第
１
項
の
再
接
続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に

は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
条
第
２
項
に
定
め
る
工
事
費
負
担
金
の
負
担
可
能
上
限
額

が
申
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
１
２
２
条
の
９
に
定
め
る
保
証
金
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
保
証
金
が

不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
再
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ

る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
接
続
検
討
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
か
ら
本
機
関
へ
の
前
条
第
１
項
の
再
接
続
検
討
の
申
込
書
類
を
受
領
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
条
第
２
項
に
定
め
る
工
事
費
負
担
金
の
負
担
可

能
上
限
額
が
申
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
１
２
２
条
の
９
に
定
め
る
保
証
金
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、

保
証
金
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。）

を
確
認
の
上
、
本
機
関
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類

に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
接
続
検
討
申
込
み
の

通
知
を
行
う
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
再
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検

討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を

一
般
送
配
電
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
再
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
１
２
２
条
の
１
２
に
定
め
る
回
答
期

間
内
の
日
を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
前
条
の
申
込
み
を
行
っ
た
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

し
た
場
合
に
は
、
申
込
書
類
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
条
第
２
項
に
定
め
る
工
事
費
負
担
金
の
負
担

可
能
上
限
額
が
申
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
第
１
２
２
条
の
９
に
定
め
る
保
証
金
が
入
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ

し
、
保
証
金
が
不
要
な
場
合
は
除
く
。
）
を
確
認
の
上
、
本
機
関
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
申
込

書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
接
続
検
討
申
込

み
の
通
知
を
行
う
。
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
再
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る

検
討
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
、
系
統
連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情

報
を
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
再
接
続
検
討
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
１
２
２
条
の
１
２
に
定
め
る
回
答

期
間
内
の
日
を
回
答
予
定
日
と
し
て
、
前
条
の
申
込
み
を
行
っ
た
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
保
証
金
）

 

第
１
２
２
条
の
９

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
業
務
規
程

第
８
２
条
の
２
に
定
め
る
算
定
方
法
に
応
じ
た
保
証
金
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
後
に
当
該
各
号
に
定
め
る
申
込
み
を
行
う
場
合
に
は
、
速
や

か
に
保
証
金
を
支
払
い
、
保
証
金
の
支
払
後
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
保
証
金
を
要
し
な
い
場
合
は
除
く
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

３
 
（
略
）

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
工
事
費
負
担
金
契
約
締
結
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
正

当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
系
統
連
系
希
望
者
が
支
払
っ
た
保
証
金
を
返
還
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
保
証
金
）

 

第
１
２
２
条
の
９
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
業
務
規

程
第
８
２
条
の
２
に
定
め
る
算
定
方
法
に
応
じ
た
保
証
金
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
書
類
を
送
付
す
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
前
項
の
書
類
を
受
領
し
た
後
に
当
該
各
号
に
定
め
る
申
込
み
を
行
う
場
合
に
は
、
速
や

か
に
保
証
金
を
支
払
い
、
保
証
金
の
支
払
後
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
保
証
金
を
要
し
な
い
場
合
は
除
く
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
工
事
費
負
担
金
契
約
締
結
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の

正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
系
統
連
系
希
望
者
が
支
払
っ
た
保
証
金
を
返
還
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
１
２
２
条
の
１
０

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
が
受
け
付
け
た
全
て
の
再
接
続
検
討

の
申
込
内
容
並
び
に
業
務
規
程
第
６
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
国
か
ら
の
要
請
に
よ
る
接
続
検
討
の
内
容
を
前
提
に
、

再
接
続
検
討
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と
な

る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系

統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
１
２
２
条
の
１
０
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が

受
け
付
け
た
全
て
の
再
接
続
検
討
の
申
込
内
容
並
び
に
業
務
規
程
第
６
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
国
か
ら
の
要
請
に

よ
る
接
続
検
討
の
内
容
を
前
提
に
、
再
接
続
検
討
の
回
答
に
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と

な
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
（
略
）
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
回
答
）

 

第
１
２
２
条
の
１
１

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
第
８

５
条
第
１
項
の
規
定
に
準
じ
て
書
面
に
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。
た
だ
し
、
検
討
結
果
に
お
い
て

工
事
費
負
担
金
が
申
告
さ
れ
た
負
担
可
能
上
限
額
を
超
過
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
又

は
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
旨
を
回
答
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
回
答
）

 

第
１
２
２
条
の
１
１
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
の
検
討
が
完
了
し
た
と
き
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
第

８
５
条
第
１
項
の
規
定
に
準
じ
て
書
面
に
て
回
答
す
る
と
と
も
に
必
要
な
説
明
を
行
う
。
た
だ
し
、
検
討
結
果
に
お
い

て
工
事
費
負
担
金
が
申
告
さ
れ
た
負
担
可
能
上
限
額
を
超
過
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能

又
は
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
旨
を
回
答
す
る
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
回
答
期
間
）

 

第
１
２
２
条
の
１
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
回
答

を
、
原
則
と
し
て
、
再
接
続
検
討
の
開
始
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
回
答
期
間
）

 

第
１
２
２
条
の
１
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
再
接
続
検
討
の
回
答

を
、
原
則
と
し
て
、
再
接
続
検
討
の
開
始
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
）

 

第
１
２
３
条

 
第
１
２
２
条
の
１
１
の
規
定
に
よ
る
回
答
又
は
第
１
２
３
条
の
９
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
領
し
た
系

統
連
系
希
望
者
は
、
回
答
内
容
を
踏
ま
え
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
一
般

送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
込
み
を
行
う
系
統
連
系
希
望
者
は
、
申
込
み
に
伴
い
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
工
事
費
負
担

金
の
補
償
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
２
３
条
の
９
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
領

し
た
系
統
連
系
希
望
者
が
契
約
申
込
み
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
）

 

第
１
２
３
条

 
第
１
２
２
条
の
１
１
の
規
定
に
よ
る
回
答
又
は
第
１
２
３
条
の
９
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
領
し
た
系

統
連
系
希
望
者
は
、
回
答
内
容
を
踏
ま
え
、
募
集
対
象
と
な
る
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
一
般

送
配
電
事
業
者
等
に
対
し
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
込
み
を
行
う
系
統
連
系
希
望
者
は
、
申
込
み
に
伴
い
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
と
工
事
費
負

担
金
の
補
償
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
２
３
条
の
９
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受

領
し
た
系
統
連
系
希
望
者
が
契
約
申
込
み
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
受
付
）

 

第
１
２
３
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
申

込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
確
認
の
上
、
契
約
申
込
み

を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
契
約
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
系
統
連

系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を
一
般
送

配
電
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
９
８
条
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日
を
回
答
予

定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が
判

明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定
日

を
含
む
。）

を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で
に

回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
受
付
）

 

第
１
２
３
条
の
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の

申
込
書
類
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
確
認
の
上
、
契
約
申
込

み
を
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
申
込
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
込
書
類
の
修
正
を
求
め
、
不
備
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
契
約
申
込
み
の
受
付
を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
と
っ
て
申
込
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
項
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
代
替
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
等
し
て
、
当
該
事
項
の
記
載
が
な
く
と
も
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
系
統

連
系
希
望
者
は
、
記
載
を
省
略
し
た
事
項
に
関
す
る
情
報
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
点
で
、
速
や
か
に
当
該
情
報
を
一
般

送
配
電
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
契
約
申
込
み
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
第
９
８
条
に
定
め
る
回
答
期
間
内
の
日
を
回
答

予
定
日
と
し
て
、
系
統
連
系
希
望
者
へ
速
や
か
に
通
知
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
項
の
回
答
予
定
日
ま
で
に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
が

判
明
次
第
速
や
か
に
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
、
進
捗
状
況
、
今
後
の
見
込
み
（
延
長
後
の
回
答
予
定

日
を
含
む
。
）
を
通
知
し
、
系
統
連
系
希
望
者
の
要
請
に
応
じ
、
個
別
の
説
明
を
行
う
。
延
長
後
の
回
答
予
定
日
ま
で

に
回
答
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
１
２
３
条
の
３

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
受
付
後
、

第
８
４
条
第
１
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
当
該
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と
な

る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系

統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
）

 

第
１
２
３
条
の
３

 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
受
付

後
、
第
８
４
条
第
１
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
当
該
契
約
申
込
み
に
対
す
る
検
討
を
実
施
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
申
込
書
類
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
前
項
の
検
討
に
必
要
と

な
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、

系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
提
供
を
求
め
る
情
報
が
必
要
と
な
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
回
答
）

 

第
１
２
３
条
の
４

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対

し
、
契
約
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
書
面
に
て
通
知
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。
た
だ
し
、
検
討
結
果
に
お
い
て
工
事

費
負
担
金
が
申
告
さ
れ
た
負
担
可
能
上
限
額
を
超
過
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
著

し
く
困
難
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
旨
を
回
答
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
受
付
を
行
っ
た
契
約
申
込
み
に
対
し
て
承
諾
し
な
い
旨
の
回

答
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申
込
み
の
回
答
）

 

第
１
２
３
条
の
４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
検
討
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対

し
、
契
約
申
込
み
に
対
す
る
回
答
を
書
面
に
て
通
知
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。
た
だ
し
、
検
討
結
果
に
お
い
て
工
事

費
負
担
金
が
申
告
さ
れ
た
負
担
可
能
上
限
額
を
超
過
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
著

し
く
困
難
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
旨
を
回
答
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
受
付
を
行
っ
た
契
約
申
込
み
に
対
し
て
承
諾
し
な
い
旨
の

回
答
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
完
了
）

 

第
１
２
３
条
の
５

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ

ス
を
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
と
系
統
連
系
希
望
者
（
検
討
結
果
に
お
い
て
工
事
費
負
担
金
が
申
告
さ
れ
た
負
担
可
能
上
限

額
を
超
過
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
）
と
の

間
で
工
事
費
負
担
金
契
約
が
締
結
さ
れ
、
当
該
工
事
費
負
担
金
の
入
金
が
確
認
さ
れ
た
と
き

 

二
・
三
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
完
了
後
遅
滞
な
く
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
を
公
表

す
る
と
と
も
に
、
本
機
関
に
報
告
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
完
了
）

 

第
１
２
３
条
の
５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
電
源
接
続
案
件

一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
等
と
系
統
連
系
希
望
者
（
検
討
結
果
に
お
い
て
工
事
費
負
担
金
が
申
告
さ
れ
た
負
担
可
能
上

限
額
を
超
過
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
連
系
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
）
と

の
間
で
工
事
費
負
担
金
契
約
が
締
結
さ
れ
、
当
該
工
事
費
負
担
金
の
入
金
が
確
認
さ
れ
た
と
き

 

二
・
三
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
完
了
後
遅
滞
な
く
、
同
プ
ロ
セ

ス
の
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
本
機
関
に
報
告
す
る
。
 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
募
集
対
象
エ
リ
ア
の
分
割
）

 

第
１
２
３
条
の
６

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
の
辞
退
等
の
理
由
に
よ
り
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討

プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
増
強
工
事
の
規
模
等
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
一
部
の
募
集
対
象
エ
リ
ア
を
分
割
し
て
も
効

率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
影
響
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
、
募
集
対
象
エ
リ
ア
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
分
割
後
の
募
集
対
象
エ
リ
ア
に
お
い
て
、
個
別
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ

ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
募
集
対
象
エ
リ
ア
の
分
割
）

 

第
１
２
３
条
の
６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
の
辞
退
等
の
理
由
に
よ
り
、
電
源
接

続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
増
強
工
事
の
規
模
等
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
一
部
の
募
集
対
象
エ
リ
ア

を
分
割
し
て
も
効
率
的
な
系
統
整
備
の
観
点
等
か
ら
影
響
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
、
募
集
対
象
エ
リ
ア
を
分
割
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
分
割
後
の
募
集
対
象
エ
リ
ア
に
お
い
て
、

個
別
の
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
期
間
）
 

第
１
２
３
条
の
７

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
日
か
ら
原
則
と
し
て
１
年
以

内
に
、
同
プ
ロ
セ
ス
を
完
了
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
期
間
）

 

第
１
２
３
条
の
７
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
日
か
ら
原

則
と
し
て
１
年
以
内
に
、
同
プ
ロ
セ
ス
を
完
了
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
中
止
等
）

 

第
１
２
３
条
の
８

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
本
機
関
と
協
議
の
上
、
電
源
接
続
案
件
一
括

検
討
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
申
込
者
又
は

応
募
者
に
対
し
て
、
意
見
を
聴
取
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ
ス
の
経
過
及
び
同

プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
理
由
を
公
表
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
８
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
機
関
が
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の

中
止
又
は
中
断
を
要
請
し
た
場
合
に
は
、
当
該
要
請
に
従
う
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
中
止
等
）

 

第
１
２
３
条
の
８
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
本
機
関
と
協
議
の
上
、
電

源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ

ス
の
申
込
者
又
は
応
募
者
に
対
し
て
、
意
見
を
聴
取
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
と
き
は
、
同
プ
ロ
セ

ス
の
経
過
及
び
同
プ
ロ
セ
ス
を
中
止
す
る
理
由
を
公
表
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
８
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
機
関
が
電
源
接
続
案
件
一
括

検
討
プ
ロ
セ
ス
の
中
止
又
は
中
断
を
要
請
し
た
場
合
に
は
、
当
該
要
請
に
従
う
も
の
と
す
る
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
手
続
の
一
部
の
省
略
）

 

第
１
２
３
条
の
９

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
検
討
に
お
い
て
増
強
工
事

が
不
要
と
な
っ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
手
続
の
一
部
を
省
略
し
て
も
系

統
連
系
希
望
者
に
不
利
益
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
系
統
連
系
希
望
者
間
の
公
平
性
を
害
し
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
電

源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
手
続
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般

送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
契
約
申

込
手
続
の
内
容
を
書
面
に
て
通
知
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
手
続
の
一
部
の
省
略
）

 

第
１
２
３
条
の
９
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
検
討
に

お
い
て
増
強
工
事
が
不
要
と
な
っ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
手
続
の
一
部

を
省
略
し
て
も
系
統
連
系
希
望
者
に
不
利
益
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
系
統
連
系
希
望
者
間
の
公
平
性
を
害
し
な
い
と
判
断

し
た
と
き
は
、
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
手
続
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
は
、
系
統
連
系
希
望
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ

ス
に
お
け
る
契
約
申
込
手
続
の
内
容
を
書
面
に
て
通
知
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
電
源
廃
止
等
に
よ
り
１
０
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
連
系
可
能
量
が
増
加
す
る
場
合
の
取
扱
い
）

 

第
１
２
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
休
廃
止
等
手
続
に
よ
り
、
連
系
可
能
量
が
１
０
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増
加
す
る

こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
休
廃
止
等
手
続
に
よ
り
増
加
す
る
連
系
可
能
量
、
増
加
す
る
時
期
及
び
連

系
可
能
量
が
増
加
す
る
送
電
系
統
を
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い

て
公
表
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
前
項
の
規
定
に
よ
り

（
電
源
廃
止
等
に
よ
り
１
０
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
連
系
可
能
量
が
増
加
す
る
場
合
の
取
扱
い
）

 

第
１
２
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
休
廃
止
等
手
続
に
よ
り
、
連
系
可
能
量
が
１
０
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
増
加
す
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
休
廃
止
等
手
続
に
よ
り
増
加
す
る
連
系
可
能
量
、
増
加

す
る
時
期
及
び
連
系
可
能
量
が
増
加
す
る
送
電
系
統
を
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
自
身
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
表
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
前
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

公
表
し
た
日
よ
り
１
２
か
月
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
休
廃
止
等
手
続
の
対
象
と
な
る
発
電
設
備
等
が
休
廃
止
等
手

続
前
に
お
け
る
最
大
受
電
電
力
の
ま
ま
連
系
さ
れ
、
稼
働
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
取
り
扱
う
。
た
だ
し
、
休
廃
止

等
手
続
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
対
象
と
す
る
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
は

な
い
。
 

項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
日
よ
り
１
２
か
月
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
休
廃
止
等
手
続
の
対
象
と
な
る
発
電
設
備

等
が
休
廃
止
等
手
続
前
に
お
け
る
最
大
受
電
電
力
の
ま
ま
連
系
さ
れ
、
稼
働
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
取
り
扱
う
。

た
だ
し
、
休
廃
止
等
手
続
の
対
象
と
な
る
送
電
系
統
を
対
象
と
す
る
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

（
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
回
答
）

 

第
１
３
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
回
答
予
定
日
及
び
回
答
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
可
能
な
限
り

早
期
に
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
係
る
回
答
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
回
答
を
不
当

に
遅
延
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
回
答
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
系
統
情

報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
必
要
な
情
報
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
回
答
）

 

第
１
３
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
回
答
予
定
日
及
び
回
答
期
間
に
か
か
わ
ら

ず
、
可
能
な
限
り
早
期
に
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
係
る
回
答
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業

務
の
回
答
を
不
当
に
遅
延
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
回
答
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
事
項

の
ほ
か
、
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
必
要
な
情
報
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
申
込
み
・
回
答
様
式
）

 

第
１
３
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
定
め
た
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
受
付
を
行
う
場
合
の
申
込
書
及
び
回

答
書
の
様
式
を
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
系
統
連
系
希
望
者
が
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
に
定
め
る
特
定
契
約
及
び
接
続
供
給
契
約
又
は
振

替
供
給
契
約
を
同
時
に
申
し
込
む
場
合
の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
各
一
般
送
配
電
事
業
者
が
自
身

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
表
す
る
。

 

（
申
込
み
・
回
答
様
式
）
 

第
１
３
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
定
め
た
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
受
付
を
行
う
場
合

の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式
を
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
系
統
連
系
希
望
者
が
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定

す
る
特
定
契
約
及
び
接
続
供
給
契
約
又
は
振
替
供
給
契
約
を
同
時
に
申
し
込
む
場
合
の
申
込
書
及
び
回
答
書
の
様
式

に
つ
い
て
は
、
各
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
表
す
る
。

 

（
申
込
窓
口
の
公
表
）

 

第
１
３
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
及
び
第
７
２
条
の
系
統
情
報
の
提
示
の
申
込
窓
口
を
定

め
、
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
明
示
的
に
公
表
す
る
。

 

（
申
込
窓
口
の
公
表
）
 

第
１
３
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
及
び
第
７
２
条
の
系
統
情
報
の
提
示
の

申
込
窓
口
を
定
め
、
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
明
示
的
に
公
表
す
る
。

 

（
系
統
連
系
技
術
要
件
）

 

第
１
３
５
条

 
系
統
連
系
技
術
要
件
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
設
備
（
た
だ
し
、
別
表
７
－
１
の
上
欄
に
掲
げ
る

供
給
区
域
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
発
電
容
量
以
上
の
発
電
設
備
に
限
る
。）

に
つ
い
て
、
別
表
７
－
２
及
び
別

表
７
－
３
の
上
欄
に
定
め
る
供
給
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
発
電
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ

る
内
容
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
系
統
連
系
技
術
要
件
）
 

第
１
３
５
条
 
系
統
連
系
技
術
要
件
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
設
備
（
た
だ
し
、
別
表
７
－
１
の
上
欄
に
掲
げ
る

一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
発
電
容
量
以
上
の
発
電
設
備
に
限
る
。）
に
つ
い
て
、

別
表
７
－
２
及
び
別
表
７
－
３
の
上
欄
に
定
め
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ

る
発
電
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
内
容
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

別
表
７
－
１

 
別
表
７
－
２
及
び
別
表
７
－
３
に
定
め
る
内
容
を
系
統
連
系
技
術
要
件
に
定
め
る
発
電
設
備

 

供
給
区
域

 

 

北
海
道
 

沖
縄
 

北
海
道
及
び
沖
縄
以
外

 

発
電
容
量

 
１
０
万
ｋ
Ｗ
以
上
 

３
．
５
万
ｋ
Ｗ
以
上
 

１
０
万
ｋ
Ｗ
以
上

 

※
 
（
略
）

 

別
表
７
－
１
 
別
表
７
－
２
及
び
別
表
７
－
３
に
定
め
る
内
容
を
系
統
連
系
技
術
要
件
に
定
め
る
発
電
設
備

 

一
般
送
配
電
事
業
者
の

 

供
給
区
域
 

北
海
道
 

沖
縄
 

北
海
道
及
び
沖
縄
以
外
 

発
電
容
量
 

１
０
万
ｋ
Ｗ
以
上
 

３
．
５
万
ｋ
Ｗ
以
上

 
１
０
万
ｋ
Ｗ
以
上
 

※
 
（
略
）
 

別
表
７
－
２

 
系
統
連
系
技
術
要
件
に
定
め
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
バ
イ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
の
発
電

設
備
の
仕
様
等
 

供
給
区
域

 

 
北
海
道
 

沖
縄
 

北
海
道
及
び
沖
縄
以
外

 

Ｇ
Ｆ
の
速
度
調
定
率

 
４
％
以
下
 

４
％
以
下
 

５
％
以
下

 

Ｇ
Ｆ
の
幅

 
５
％
以
上
 

８
％
以
上
 

５
％
以
上

 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度

 
毎
分
５
％
以
上
 

毎
分
５
％
以
上
 

毎
分
５
％
以
上

 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
幅

 
±
５
％
以
上
 

±
８
％
以
上
 

±
５
％
以
上

 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度

 
毎
分
５
％
以
上
 

毎
分
５
％
以
上
 

毎
分
５
％
以
上

 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
と
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
同
時
に

毎
分
１
０
％
以
上
 

毎
分
１
０
％
以
上
 

毎
分
１
０
％
以
上

 

別
表
７
－
２

 
系
統
連
系
技
術
要
件
に
定
め
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
バ
イ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
の
発
電

設
備
の
仕
様
等
 

一
般
送
配
電
事
業
者
の

 

供
給
区
域
 

北
海
道
 

沖
縄
 

北
海
道
及
び
沖
縄
以
外
 

Ｇ
Ｆ
の
速
度
調
定
率
 

４
％
以
下
 

４
％
以
下
 

５
％
以
下
 

Ｇ
Ｆ
の
幅
 

５
％
以
上
 

８
％
以
上
 

５
％
以
上
 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度
 

毎
分
５
％
以
上
 

毎
分
５
％
以
上

 
毎
分
５
％
以
上
 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
幅
 

±
５
％
以
上
 

±
８
％
以
上

 
±
５
％
以
上
 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度
 

毎
分
５
％
以
上
 

毎
分
５
％
以
上

 
毎
分
５
％
以
上
 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
と
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
同
時
に

毎
分
１
０
％
以
上
 

毎
分
１
０
％
以
上

 
毎
分
１
０
％
以
上
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

行
う
際
の
出
力
変
化
速
度

 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
・
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
可
能
と
す

る
最
低
出
力

 
５
０
％
以
下
 

５
０
％
以
下
 

５
０
％
以
下

 

Ｄ
Ｓ
Ｓ
 

（
日
間
起
動
停
止
）

 

要
 

（
８
時
間
以
内
）
 

要
 

（
３
．
５
時
間
以
内
）
 

要
 

（
８
時
間
以
内
）

 

周
波
数
変
動
補
償

 

（
不
感
帯
）

 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
） 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
）
 

要
 

（
±
０
．
２
Ｈ
ｚ
以
内
）

 

出
力
低
下
防
止

 
要
 

要
 

要
 

※
 
（
略
）

 

行
う
際
の
出
力
変
化
速
度
 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
・
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
可
能
と
す

る
最
低
出
力
 

５
０
％
以
下
 

５
０
％
以
下

 
５
０
％
以
下
 

Ｄ
Ｓ
Ｓ
 

（
日
間
起
動
停
止
）
 

要
 

（
８
時
間
以
内
）
 

要
 

（
３
．
５
時
間
以
内
）

 

要
 

（
８
時
間
以
内
）
 

周
波
数
変
動
補
償
 

（
不
感
帯
）
 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
） 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
）

 

要
 

（
±
０
．
２
Ｈ
ｚ
以
内
）

 

出
力
低
下
防
止
 

要
 

要
 

要
 

※
 
（
略
）

 

別
表
７
－
３

 
系
統
連
系
技
術
要
件
に
定
め
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
バ
イ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
以
外
の

発
電
方
式
の
発
電
設
備
の
仕
様
等
 

供
給
区
域

 

 
北
海
道
 

沖
縄
 

北
海
道
及
び
沖
縄
以
外

 

Ｇ
Ｆ
の
速
度
調
定
率

 
４
％
以
下
 

４
％
以
下
 

５
％
以
下

 

Ｇ
Ｆ
の
幅

 
３
％
以
上
 

５
％
以
上
 

３
％
以
上

 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度

 
毎
分
１
％
以
上
 

毎
分
２
％
以
上
 

毎
分
１
％
以
上

 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
幅

 
±
５
％
以
上
 

±
５
％
以
上
 

±
５
％
以
上

 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度

 
毎
分
１
％
以
上
 

毎
分
２
％
以
上
 

毎
分
１
％
以
上

 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
と
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
同
時
に

行
う
際
の
出
力
変
化
速
度

 
毎
分
１
％
以
上
 

毎
分
２
％
以
上
 

毎
分
１
％
以
上

 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
・
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
可
能
と
す

る
最
低
出
力

 
３
０
％
以
下
 

３
０
％
以
下
 

３
０
％
以
下

 

Ｄ
Ｓ
Ｓ
 

（
日
間
起
動
停
止
）

 
－
 

要
（
４
時
間
以
内
）
 

－
 

周
波
数
変
動
補
償

 

（
不
感
帯
）

 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
）
 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
）
 

要
 

（
±
０
．
２
Ｈ
ｚ
以
内
）

 

 
 
※
 
（
略
）

 

別
表
７
－
３
 
系
統
連
系
技
術
要
件
に
定
め
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
バ
イ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
以
外
の

発
電
方
式
の
発
電
設
備
の
仕
様
等

 

一
般
送
配
電
事
業
者
の

 

供
給
区
域
 

北
海
道
 

沖
縄
 

北
海
道
及
び
沖
縄
以
外
 

Ｇ
Ｆ
の
速
度
調
定
率
 

４
％
以
下
 

４
％
以
下
 

５
％
以
下
 

Ｇ
Ｆ
の
幅
 

３
％
以
上
 

５
％
以
上
 

３
％
以
上
 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度
 

毎
分
１
％
以
上
 

毎
分
２
％
以
上

 
毎
分
１
％
以
上
 

Ｌ
Ｆ
Ｃ
の
幅
 

±
５
％
以
上
 

±
５
％
以
上

 
±
５
％
以
上
 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
の
出
力
変
化
速
度
 

毎
分
１
％
以
上
 

毎
分
２
％
以
上

 
毎
分
１
％
以
上
 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
と
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
同
時
に

行
う
際
の
出
力
変
化
速
度
 

毎
分
１
％
以
上
 

毎
分
２
％
以
上

 
毎
分
１
％
以
上
 

Ｅ
Ｄ
Ｃ
・
Ｌ
Ｆ
Ｃ
を
可
能
と
す

る
最
低
出
力
 

３
０
％
以
下
 

３
０
％
以
下

 
３
０
％
以
下
 

Ｄ
Ｓ
Ｓ
 

（
日
間
起
動
停
止
）
 

－
 

要
（
４
時
間
以
内
）

 
－
 

周
波
数
変
動
補
償
 

（
不
感
帯
）
 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
） 

要
 

（
±
０
．
１
Ｈ
ｚ
以
内
）

 

要
 

（
±
０
．
２
Ｈ
ｚ
以
内
）
 

 
 
※
 
（
略
）

 

（
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
に
係
わ
る
技
術
要
件
の
公
表
）

 

第
１
３
５
条
の
２

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
力
品
質
確
保
に
係
る
系
統
連
系
技
術
要
件
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
そ
の
他
の
ル

ー
ル
等
を
踏
ま
え
、
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
行
う
発
電
設
備
等
及
び
需
要
設
備
の
設
置
者
が
満
た
す
べ
き
技
術
要
件

を
明
確
に
定
め
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
に
係
わ
る
技
術
要
件
の
公
表
）

 

第
１
３
５
条
の
２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
力
品
質
確
保
に
係
る
系
統
連
系
技
術
要
件
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
そ
の
他
の
ル
ー
ル
等
を
踏
ま
え
、
送
電
系
統
へ
の
連
系
等
を
行
う
発
電
設
備
等
及
び
需
要
設
備
の
設
置
者
が
満
た

す
べ
き
技
術
要
件
を
明
確
に
定
め
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
等
へ
の
協
力
）

 

第
１
３
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
１
０
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
機
関

か
ら
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
係
る
情
報
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
は
、
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
質
の
向
上

を
図
る
た
め
、
業
務
規
程
第
１
０
１
条
に
定
め
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
申
込
み
受
付
、
検
討
及
び
回
答
等
に
係
る
業

務
の
改
善
策
の
検
討
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
本
機
関
の
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
等
へ
の
協
力
）

 

第
１
３
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
１
０
３
条
の
規
定
に

よ
り
、
本
機
関
か
ら
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
に
係
る
情
報
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
は
、
本
機
関
の
求
め
に
応
じ
、
系
統
ア
ク
セ
ス
業

務
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
業
務
規
程
第
１
０
１
条
に
定
め
る
系
統
ア
ク
セ
ス
業
務
の
申
込
み
受
付
、
検
討
及
び
回

答
等
に
係
る
業
務
の
改
善
策
の
検
討
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
以
外
の
者
が
維
持
・
運
用
す
る
電
力
設
備
の
工
事
が
含
ま
れ
る
場
合
の
特
則
）

 

第
１
３
７
条

 
発
電
設
備
等
又
は
需
要
設
備
の
連
系
等
に
際
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
以
外
の
者
が
維
持
・
運
用
す
る
電

（
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
以
外
の
者
が
維
持
・
運
用
す
る
電
力
設
備
の
工
事
が
含
ま
れ
る
場
合
の
特
則
）
 

第
１
３
７
条
 
発
電
設
備
等
又
は
需
要
設
備
の
連
系
等
に
際
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
以
外
の
者
が
維
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

力
設
備
（
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
、
需
要
設
備
を
含
む
。）

の
工
事
が
含
ま
れ
る
場
合
の
工
事
費
負
担
金
契
約
等
の

内
容
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
を
含
む
関
係
者
間
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 ２
 
（
略
）

 

持
・
運
用
す
る
電
力
設
備
（
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
、
需
要
設
備
を
含
む
。
）
の
工
事
が
含
ま
れ
る
場
合
の
工
事
費

負
担
金
契
約
等
の
内
容
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
を
含
む
関
係
者
間
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
託
送
供
給
契
約
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

 

第
１
３
８
条

 
託
送
供
給
契
約
者
は
、
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表
８
－
１
に
定
め
る
需
要
計
画
、
調
達
計
画
及
び
販
売
計

画
（
以
下
「
需
要
調
達
計
画
等
」
と
い
う
。）

を
、
同
表
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

 ２
 
需
要
調
達
計
画
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
需
要
調
達
計
画
等
ご
と
に
、
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
調
達
計
画

 
需
要
計
画
に
対
応
し
た
供
給
力
の
確
保
の
計
画
（
調
達
先
（
卸
電
力
取
引
所
に
お
け
る
翌
日
取
引
及

び
１
時
間
前
取
引
に
よ
る
調
達
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日
計
画
以
降
は
、
調

達
先
の
販
売
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
者
間
で
供

給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う

電
力
調
達
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
調
達
に
係
る
調
達
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。
）
 

 三
 
販
売
計
画

 
販
売
先
の
調
達
計
画
に
対
応
し
て
販
売
す
る
計
画
（
販
売
先
（
卸
電
力
取
引
所
に
お
け
る
翌
日
取
引

及
び
１
時
間
前
取
引
に
よ
る
販
売
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日
計
画
以
降
は
、

販
売
先
の
調
達
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
者
間
で

供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域
を
跨
い
で
行

う
電
力
販
売
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
販
売
に
係
る
販
売
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。
）
 

 

３
 
（
略
）

 

４
 
複
数
の
託
送
供
給
契
約
者
（
自
己
等
へ
の
電
気
の
供
給
を
行
う
者
を
除
く
。
以
下
、
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）

が
、
託
送
供
給
契
約
に
関
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
と
の
協
議
及
び
託
送
供
給
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
の
権
限
を
特
定
の
託
送
供
給
契
約
者
（
以
下
「
代
表
契
約
者
」
と
い
う
。）

に
委
任
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
代
表
契
約
者
が
、
当
該
複
数
の
託
送
供
給
契
約
者
の
需
要
調
達
計
画
等
を
取
り
ま
と

め
、
需
要
調
達
計
画
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
（
略
）

 

（
託
送
供
給
契
約
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

 

第
１
３
８
条
 
託
送
供
給
契
約
者
（
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
い
て
最
終
保
障
供
給
を
行
う
た
め
に
配
電
事
業
者
と

託
送
供
給
契
約
を
締
結
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
。）

は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表

８
－
１
に
定
め
る
需
要
計
画
、
調
達
計
画
及
び
販
売
計
画
（
以
下
「
需
要
調
達
計
画
等
」
と
い
う
。
）
を
、
同
表
に
定

め
る
提
出
期
限
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
需
要
調
達
計
画
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
需
要
調
達
計
画
等
ご
と
に
、
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
調
達
計
画
 
需
要
計
画
に
対
応
し
た
供
給
力
の
確
保
の
計
画
（
調
達
先
（
卸
電
力
取
引
所
に
お
け
る
翌
日
取
引
及

び
１
時
間
前
取
引
に
よ
る
調
達
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日
計
画
以
降
は
、
調

達
先
の
販
売
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
者
間
で
一

般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
一

般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
調
達

に
係
る
調
達
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。
）
 

三
 
販
売
計
画
 
販
売
先
の
調
達
計
画
に
対
応
し
て
販
売
す
る
計
画
（
販
売
先
（
卸
電
力
取
引
所
に
お
け
る
翌
日
取
引

及
び
１
時
間
前
取
引
に
よ
る
販
売
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日
計
画
以
降
は
、

販
売
先
の
調
達
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
者
間
で

一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り

一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
販

売
に
係
る
販
売
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
複
数
の
託
送
供
給
契
約
者
（
自
己
等
へ
の
電
気
の
供
給
を
行
う
者
を
除
く
。
以
下
、
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）

が
、
託
送
供
給
契
約
に
関
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
の
協
議
及
び
託
送
供
給
の
実
施
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
の
権
限
を
特
定
の
託
送
供
給
契
約
者
（
以
下
「
代
表
契
約
者
」
と
い
う
。）

に
委
任
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
代
表
契
約
者
が
、
当
該
複
数
の
託
送
供
給
契
約
者
の
需
要
調
達
計

画
等
を
取
り
ま
と
め
、
需
要
調
達
計
画
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
（
略
）
 

（
発
電
契
約
者
並
び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

 

第
１
３
９
条

 
発
電
契
約
者
並
び
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
を
調
達
及
び
供
給
し
て
い
る
一
般
送
配
電

事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表
８
－
２
に
定
め
る
発
電
計
画
、
調
達
計
画
及
び
販
売

計
画
（
以
下
「
発
電
販
売
計
画
等
」
と
い
う
。
）
を
、
同
表
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

  ２
 
発
電
販
売
計
画
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
販
売
計
画
等
ご
と
に
、
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

 

一
 
発
電
計
画

 
販
売
計
画
に
対
応
し
た
発
電
量
調
整
供
給
契
約
で
設
定
し
た
単
位
ご
と
の
発
電
に
関
す
る
計
画
（
一

（
発
電
契
約
者
並
び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

 

第
１
３
９
条

 
発
電
契
約
者
並
び
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
を
調
達
及
び
供
給
し
て
い
る
一
般
送
配
電

事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表
８
－
２
に
定

め
る
発
電
計
画
、
調
達
計
画
及
び
販
売
計
画
（
以
下
「
発
電
販
売
計
画
等
」
と
い
う
。）

を
、
同
表
に
定
め
る
提
出
期

限
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
配
電
事
業
者
が
計
画
そ
の
他
の
情
報
を
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
配
電
事
業
者
が
事
業
を
行
う
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
当
該
一
般
送
配
電
事

業
者
が
提
出
す
る
計
画
そ
の
他
の
情
報
と
あ
わ
せ
て
本
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
発
電
販
売
計
画
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
販
売
計
画
等
ご
と
に
、
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。
 

一
 
発
電
計
画
 
販
売
計
画
に
対
応
し
た
発
電
量
調
整
供
給
契
約
で
設
定
し
た
単
位
ご
と
の
発
電
に
関
す
る
計
画
（
一
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

般
送
配
電
事
業
者
が
調
達
し
た
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
に
係
る
計
画
を
含
む
。）

 

二
 
販
売
計
画

 
販
売
先
の
調
達
計
画
に
対
応
し
て
販
売
す
る
計
画
（
販
売
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日

計
画
以
降
は
、
販
売
先
の
調
達
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
者
間
で
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域

を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
販
売
に
係
る
販
売
分
ご
と
の
計
画
値

と
す
る
。
）
 

三
 
調
達
計
画

 
販
売
計
画
に
対
応
し
た
発
電
計
画
の
不
足
分
を
調
達
す
る
計
画
（
調
達
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を

要
し
、
翌
日
計
画
以
降
は
、
調
達
先
の
販
売
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
事
業
者
間
で
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ

り
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
調
達
に
係
る
調
達
分
ご

と
の
計
画
値
と
す
る
。）

 

３
 
発
電
契
約
者
並
び
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
を
調
達
及
び
供
給
し
て
い
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及

び
特
定
送
配
電
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
翌
日
計
画
以
降
に
お
い
て
は
、
発
電
計
画
と
調
達
計
画
の
合
計
は
販
売
計

画
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
電
契
約
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
電
地
点
別
又

は
発
電
機
別
ご
と
の
発
電
の
内
訳
の
記
載
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
発
電
計
画
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
の
系
統
運
用
上
の
必
要
性
に
基
づ
く
要
請
が
あ
っ
た
場
合

 

二
 
（
略
）

 

般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
が
調
達
し
た
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
に
係
る
計
画
を
含
む
。）

 

二
 
販
売
計
画
 
販
売
先
の
調
達
計
画
に
対
応
し
て
販
売
す
る
計
画
（
販
売
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日

計
画
以
降
は
、
販
売
先
の
調
達
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
者
間
で
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事

業
者
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、

当
該
電
力
販
売
に
係
る
販
売
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。
）
 

三
 
調
達
計
画
 
販
売
計
画
に
対
応
し
た
発
電
計
画
の
不
足
分
を
調
達
す
る
計
画
（
調
達
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を

要
し
、
翌
日
計
画
以
降
は
、
調
達
先
の
販
売
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
事
業
者
間
で
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合

及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計

画
以
前
は
、
当
該
電
力
調
達
に
係
る
調
達
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。）

 

３
 
発
電
契
約
者
並
び
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
を
調
達
及
び
供
給
し
て
い
る
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配

電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
翌
日
計
画
以
降
に
お
い
て
は
、
発
電
計
画
と
調
達
計
画
の
合

計
は
販
売
計
画
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
電
契
約
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
電
地
点
別
又

は
発
電
機
別
ご
と
の
発
電
の
内
訳
の
記
載
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
発
電
計
画
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
か
ら
の
系
統
運
用
上
の
必
要
性
に
基
づ
く
要
請
が
あ
っ
た
場
合

 

二
 
（
略
）
 

（
需
要
抑
制
契
約
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

 

第
１
３
９
条
の
２

 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表
８
－
３
に
定
め
る
需
要
抑
制
計
画
、
調
達
計
画
、

販
売
計
画
及
び
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
（
以
下
「
需
要
抑
制
計
画
等
」
と
い
う
。
）
を
、
同
表
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
、

本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
需
要
抑
制
計
画
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
需
要
抑
制
計
画
等
ご
と
に
、
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
販
売
計
画

 
販
売
先
の
調
達
計
画
に
対
応
し
て
販
売
す
る
計
画
（
販
売
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日

計
画
以
降
は
、
販
売
先
の
調
達
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
者
間
で
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域

を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
販
売
に
係
る
販
売
分
ご
と
の
計
画
値

と
す
る
。
）
 

三
 
調
達
計
画

 
調
達
先
の
販
売
計
画
に
対
応
し
て
調
達
す
る
計
画
（
調
達
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日

計
画
以
降
は
、
調
達
先
の
販
売
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
者
間
で
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域

を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、
当
該
電
力
調
達
に
係
る
調
達
分
ご
と
の
計
画
値

と
す
る
。
）
 

四
 
（
略
）

 

３
 
（
略
）

 

（
需
要
抑
制
契
約
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

 

第
１
３
９
条
の
２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表
８
－
３
に
定
め
る
需
要
抑

制
計
画
、
調
達
計
画
、
販
売
計
画
及
び
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
（
以
下
「
需
要
抑
制
計
画
等
」
と
い
う
。）

を
、
同
表
に
定
め

る
提
出
期
限
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
需
要
抑
制
計
画
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
需
要
抑
制
計
画
等
ご
と
に
、
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
販
売
計
画
 
販
売
先
の
調
達
計
画
に
対
応
し
て
販
売
す
る
計
画
（
販
売
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日

計
画
以
降
は
、
販
売
先
の
調
達
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
者
間
で
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事

業
者
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
販
売
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、

当
該
電
力
販
売
に
係
る
販
売
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。）

 

三
 
調
達
計
画
 
調
達
先
の
販
売
計
画
に
対
応
し
て
調
達
す
る
計
画
（
調
達
先
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
翌
日

計
画
以
降
は
、
調
達
先
の
販
売
計
画
及
び
卸
電
力
取
引
所
の
約
定
結
果
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
者
間
で
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
が
あ
る
場
合
及
び
同
一
事

業
者
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
が
あ
る
場
合
に
は
、
週
間
計
画
以
前
は
、

当
該
電
力
調
達
に
係
る
調
達
分
ご
と
の
計
画
値
と
す
る
。
）
 

四
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
計
画
に
関
す
る
特
例
措
置
）

 

第
１
４
０
条

 
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
第
１
７
条
第
１
項
第
２
号
に
定
め
る
方
法
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
卸
供
給
約
款
に
よ

り
供
給
を
受
け
る
小
売
電
気
事
業
者
等
の
発
電
計
画
（
こ
の
条
に
お
い
て
は
全
て
翌
日
計
画
を
指
す
。）

の
計
画
値
の

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
計
画
に
関
す
る
特
例
措
置
）

 

第
１
４
０
条

 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
１
７
条
第
１
項
第
２
号
に
定
め
る
方
法
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
電
気
卸
供
給
約
款
に
よ
り
供
給
を
受
け
る
小
売
電
気
事
業
者
等
の
発
電
計
画
（
こ
の
条
に
お
い
て
は
全
て
翌
日
計
画
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

通
知
若
し
く
は
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
発
電
契
約
者
（
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な

い
発
電
契
約
者
に
あ
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
の
間
で
そ
の
旨
の
発
電
量
調
整
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。

以
下
「
特
例
契
約
者
」
と
い
う
。）

又
は
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措

置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
８
年
６
月
３
日
法
律
第
５
９
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
に
定
め
る

特
定
契
約
を
締
結
し
て
い
る
小
売
電
気
事
業
者
等
で
あ
っ
て
特
定
契
約
に
基
づ
き
受
電
す
る
電
気
に
係
る
発
電
計
画

の
計
画
値
の
通
知
若
し
く
は
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
発
電
契
約
者
（
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
を

受
け
て
い
な
い
発
電
契
約
者
に
あ
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
の
間
で
そ
の
旨
の
発
電
量
調
整
契
約
を
締
結
し
た

者
に
限
る
。
以
下
「
旧
特
例
契
約
者
」
と
い
う
。）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
っ
て
、
計
画
値
の
通
知
又
は

確
認
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
た
発
電
計
画
（
以
下
「
特
例
発
電
計
画
」
と
い
う
。）

を
作
成
す
る
。
な
お
、
週
間
計

画
以
前
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
小
売
電
気
事
業
者
等
自
ら
が
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  

一
 
太
陽
光
電
源
又
は
風
力
電
源
の
場
合

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
こ
の
号
ア
の
規
定
に
よ
り
特
例
契
約
者
等
が
作
成
し
た
様
式
に
、
実
需
給
日
の
前
々

日
１
６
時
ま
で
に
、
特
例
発
電
計
画
に
係
る
太
陽
光
電
源
又
は
風
力
電
源
の
発
電
計
画
の
値
を
入
力
す
る
。
ま
た
、

実
需
給
日
の
前
日
６
時
ま
で
に
、
入
力
し
た
値
に
つ
い
て
見
直
し
、
再
入
力
す
る
。

 

  

二
 
水
力
電
源
、
地
熱
電
源
又
は
バ
イ
オ
マ
ス
電
源
の
場
合

 

ア
 
（
略
）

 

イ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
実
需
給
日
の
前
々
日
１
６
時
ま
で
に
、
こ
の
号
ア
の
特
例
発
電
計
画
の
妥
当
性
を
確

認
す
る
。

 

  

２
 
特
例
契
約
者
等
は
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
が
入
力
し
、
又
は
特
例
契
約
者
等
が
作
成
し
一

般
送
配
電
事
業
者
が
そ
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
発
電
計
画
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
実
需
給
日
の
前
日
１
２
時
ま
で
に

発
電
販
売
計
画
等
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
第
１
号
イ
の
特
例
発
電
計
画
の
想
定
方
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
公
表
す

る
と
と
も
に
、
当
該
方
法
に
よ
り
想
定
し
た
実
績
を
定
期
的
に
取
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 

を
指
す
。）

の
計
画
値
の
通
知
若
し
く
は
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
発
電
契
約
者
（
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事

業
又
は
配
電
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
発
電
契
約
者
に
あ
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
の

間
で
そ
の
旨
の
発
電
量
調
整
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
以
下
「
特
例
契
約
者
」
と
い
う
。）

又
は
電
気
事
業
者
に

よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
８
年
６
月
３

日
法
律
第
５
９
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
を

締
結
し
て
い
る
小
売
電
気
事
業
者
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
契
約
に
基
づ
き
受
電
す
る
電
気
に
係
る
発
電
計
画
の
計
画

値
の
通
知
若
し
く
は
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
発
電
契
約
者
（
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
又
は
配
電
事
業
の

許
可
を
受
け
て
い
な
い
発
電
契
約
者
に
あ
っ
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
の
間
で
そ
の
旨
の
発
電

量
調
整
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
以
下
「
旧
特
例
契
約
者
」
と
い
う
。）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
順
に
よ
っ

て
、
計
画
値
の
通
知
又
は
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
た
発
電
計
画
（
以
下
「
特
例
発
電
計
画
」
と
い
う
。）

を
一

般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
作
成
す
る
。
な
お
、
週
間
計
画
以
前
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
小
売
電
気
事
業
者

等
自
ら
が
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一
 
太
陽
光
電
源
又
は
風
力
電
源
の
場
合

 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
こ
の
号
ア
の
規
定
に
よ
り
特
例
契
約
者
等
が
作
成
し
た
様
式
に
、

実
需
給
日
の
前
々
日
１
６
時
ま
で
に
、
特
例
発
電
計
画
に
係
る
太
陽
光
電
源
又
は
風
力
電
源
の
発
電
計
画
の
値
を

入
力
す
る
。
ま
た
、
実
需
給
日
の
前
日
６
時
ま
で
に
、
入
力
し
た
値
に
つ
い
て
見
直
し
、
再
入
力
す
る
。
た
だ
し
、

配
電
事
業
者
が
発
電
計
画
の
値
を
入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
配
電
事
業
者
が
事
業
を
行
う
一
般
送
配
電

事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

二
 
水
力
電
源
、
地
熱
電
源
又
は
バ
イ
オ
マ
ス
電
源
の
場
合

 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
実
需
給
日
の
前
々
日
１
６
時
ま
で
に
、
こ
の
号
ア
の
特
例
発
電
計

画
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
配
電
事
業
者
が
妥
当
性
を
確
認
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
配
電
事
業

者
が
事
業
を
行
う
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
妥
当
性
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
特
例
契
約
者
等
は
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
が
入
力
し
、
又
は
特
例
契
約

者
等
が
作
成
し
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
が
そ
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
発
電
計
画
の
内
容
に
し
た
が
っ

て
、
実
需
給
日
の
前
日
１
２
時
ま
で
に
発
電
販
売
計
画
等
を
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
第
１
号
イ
の
特
例
発
電
計
画
の
想
定
方
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
か

じ
め
定
め
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
方
法
に
よ
り
想
定
し
た
実
績
を
定
期
的
に
取
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
計
画
等
の
提
出
）

 

第
１
４
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
そ
の
他
の
情
報
を
、
同
号
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、

本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

   

一
・
二
 
（
略
）

 

三
 
供
給
区
域
に
お
け
る
発
電
契
約
者
の
発
電
実
績
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源

に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
の
調
達
実
績
並
び
に
託
送
供
給
契
約
者
の
需
要
実
績

 
供
給
月
の
２
か
月
後
（
た
だ
し
、

当
該
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
概
算
値
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
に
よ
る
計
画
等
の
提
出
）
 

第
１
４
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
配
電
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
２
号
を
除
く
。）

掲
げ
る
計
画
そ
の
他
の
情
報
を
、
同
号
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

配
電
事
業
者
が
計
画
そ
の
他
の
情
報
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
配
電
事
業
者
が
事
業
を
行
う
一
般
送
配
電

事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と
に
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
提
出
す
る
計
画
そ
の
他
の
情
報
と
あ
わ
せ
て
本
機
関
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

一
・
二
 
（
略
）
 

三
 
供
給
区
域
に
お
け
る
発
電
契
約
者
の
発
電
実
績
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
特
定
送
配
電
事
業
者

の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
の
調
達
実
績
並
び
に
託
送
供
給
契
約
者
の
需
要
実
績

 
供
給
月
の
２
か

月
後
（
た
だ
し
、
当
該
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
概
算
値
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
情
報
提
出
）

 

第
１
４
２
条

 
特
定
送
配
電
事
業
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
と
託
送
供
給
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
登
録
特
定
送
配
電
事

業
者
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
供
給
計
画
の
ほ
か
、
本
機
関
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
供

給
区
域
の
需
要
及
び
供
給
力
に
関
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）

 

（
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
情
報
提
出
）

 

第
１
４
２
条
 
特
定
送
配
電
事
業
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
託
送
供
給
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
登

録
特
定
送
配
電
事
業
者
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
供
給
計
画
の
ほ
か
、
本
機
関
が
必
要
と
認

め
る
と
き
は
、
供
給
地
点
の
需
要
及
び
供
給
力
に
関
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）
 

（
追
加
資
料
の
提
出
）

 

第
１
４
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
理
由
を
説
明
し
た
上
で
、
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
に
対
し
、
当
該
計
画
に

関
す
る
よ
り
詳
細
な
断
面
の
需
要
調
達
計
画
等
、
発
電
販
売
計
画
等
そ
の
他
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

２
 
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
業
務
規
程
第
１
１
０
条
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
、

本
機
関
又
は
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
提
出
し
た
計
画
そ
の
他
の
情
報
に
対
し
て
、
追
加
の
資
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
追
加
資
料
の
提
出
）

 

第
１
４
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
理
由
を
説
明
し
た
上
で
、
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
に
対

し
、
当
該
計
画
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
断
面
の
需
要
調
達
計
画
等
、
発
電
販
売
計
画
等
そ
の
他
必
要
な
資
料
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

２
 
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
業
務
規
程
第
１
１
０
条
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
、

本
機
関
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
か
ら
提
出
し
た
計
画
そ
の
他
の
情
報
に
対
し
て
、
追
加
の
資
料
の
提

出
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
計
画
の
変
更
）

 

第
１
４
４
条

 
（
略
）

 

２
 
発
電
契
約
者
は
、
別
表
８
－
２
の
翌
日
計
画
又
は
当
日
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
本
機
関
及
び
一
般
送
配
電
事

業
者
と
事
前
の
協
議
に
よ
り
確
認
で
き
て
い
る
場
合
に
限
り
、
関
係
す
る
発
電
設
備
設
置
者
を
通
じ
て
、
変
更
後
の
発

電
販
売
計
画
等
を
本
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
計
画
の
変
更
）
 

第
１
４
４
条
 
（
略
）

 

２
 
発
電
契
約
者
は
、
別
表
８
－
２
の
翌
日
計
画
又
は
当
日
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
本
機
関
、
一
般
送
配
電
事
業

者
及
び
配
電
事
業
者
と
事
前
の
協
議
に
よ
り
確
認
で
き
て
い
る
場
合
に
限
り
、
関
係
す
る
発
電
設
備
設
置
者
を
通
じ

て
、
変
更
後
の
発
電
販
売
計
画
等
を
本
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
を
受
け
た
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
の
託
送
利
用
に
関
す
る
契
約
）

 

第
１
４
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
（
た
だ
し
、
送
電
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
本
機
関
の

指
示
又
は
要
請
に
基
づ
く
電
気
の
供
給
に
伴
う
託
送
供
給
を
行
う
た
め
、
託
送
供
給
の
実
施
前
又
は
緊
急
時
や
む
を
得

な
い
場
合
は
託
送
供
給
の
実
施
後
、
速
や
か
に
託
送
供
給
の
条
件
等
を
定
め
た
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
を
受
け
た
会
員
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
の
託
送
利
用
に
関
す
る
契
約
）

 

第
１
４
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
そ
の
他
の
電
気
供
給
事
業
者
（
た
だ
し
、
送
電
事
業
者
を
除
く
。）

は
、
本
機
関
の
指
示
又
は
要
請
に
基
づ
く
電
気
の
供
給
に
伴
う
託
送
供
給
を
行
う
た
め
、
託
送
供
給
の
実
施
前
又
は
緊

急
時
や
む
を
得
な
い
場
合
は
託
送
供
給
の
実
施
後
、
速
や
か
に
託
送
供
給
の
条
件
等
を
定
め
た
契
約
を
締
結
す
る
も
の

と
す
る
。
 

第
１
０
章

 
一
般
送
配
電
事
業
者
の
系
統
運
用
等
 

第
１
０
章
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
の
系
統
運
用
等
 

（
系
統
運
用
業
務
）

 

第
１
５
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
人
身
の
安
全
、
設
備
の
保
全
、
電
力
系
統
の
安
定
性
等
を
確
保
し
、
電
力
品
質

を
維
持
す
る
た
め
、
電
力
系
統
の
運
用
（
以
下
「
系
統
運
用
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

２
 
（
略
）

 

（
系
統
運
用
業
務
）
 

第
１
５
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
人
身
の
安
全
、
設
備
の
保
全
、
電
力
系
統
の
安
定
性
等
を
確

保
し
、
電
力
品
質
を
維
持
す
る
た
め
、
電
力
系
統
の
運
用
（
以
下
「
系
統
運
用
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

２
 
（
略
）
 

（
系
統
運
用
上
の
系
統
構
成
の
決
定
）

 

第
１
５
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
系
統
構
成
を
決
定
す
る
。

 

 

一
～
五
 
（
略
）

 

（
系
統
運
用
上
の
系
統
構
成
の
決
定
）

 

第
１
５
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
系
統
構
成

を
決
定
す
る
。
 

一
～
五
 
（
略
）
 

（
電
力
系
統
の
監
視
）

 

第
１
５
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
自
ら
の
供
給
区
域
に
お
け
る
電
力
系
統
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

監
視
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

（
新
設
）
 

五
～
七
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
小
売
電
気
事
業
者
等
が
、
法
第
２
条
の
１
２
第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
な
供
給
力
（
法
第

（
電
力
系
統
の
監
視
）
 

第
１
５
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
自
ら
の
供
給
区
域
に
お
け
る
電
力
系
統
に
関
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
監
視
す
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）
 

五
 
特
定
卸
供
給
事
業
者
の
電
気
の
供
給
量
及
び
供
給
余
力
に
関
す
る
状
況

 

六
～
八
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
小
売
電
気
事
業
者
等
が
、
法
第
２
条
の
１
２
第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

２
７
条
の
２
６
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

を
確
保
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
当
該
小
売

電
気
事
業
者
等
に
対
し
て
、
供
給
力
を
確
保
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
の
同
時
同
量
の
逸
脱
が
供
給
区

域
の
需
給
状
況
の
悪
化
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
同
時
同
量
の
逸
脱
が
頻
繁
に
発
生
す
る
場
合
そ
の
他
供

給
区
域
の
系
統
運
用
上
、
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
は
、
当
該
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契

約
者
に
対
し
て
、
同
時
同
量
を
遵
守
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
２
項
に
掲
げ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
本
機
関
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
供
給
力
（
法
第
２
７
条
の
２
６
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
確
保
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
、
当
該
小
売
電
気
事
業
者
等
に
対
し
て
、
供
給
力
を
確
保
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
の
同
時
同
量

の
逸
脱
が
供
給
区
域
の
需
給
状
況
の
悪
化
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
同
時
同
量
の
逸
脱
が
頻
繁
に
発
生
す

る
場
合
そ
の
他
供
給
区
域
の
系
統
運
用
上
、
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
は
、
当
該
託
送
供
給
契
約
者
、
発
電
契
約
者

及
び
需
要
抑
制
契
約
者
に
対
し
て
、
同
時
同
量
を
遵
守
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
２
項
に
掲
げ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
本
機
関
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
潮
流
調
整
）

 

第
１
５
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
流
通
設
備
に
流
れ
る
潮
流
を
、
運
用
容
量

の
範
囲
内
で
、
電
力
系
統
の
安
定
性
を
確
保
で
き
る
適
切
な
値
に
調
整
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
潮
流
調
整
」
と
い

う
。）
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
発
電
機
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整
（
発
電
機
の
起
動
又
は
停
止
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

 

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
流
通
設
備
の
作
業
停
止
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
流
通
設
備
（
た
だ
し
、
連
系
線
は
除

く
。）

に
流
れ
る
潮
流
が
運
用
容
量
を
超
過
す
る
又
は
超
過
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
発
電
機
及
び
一
般

送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
な
い
発
電
機
の
発
電
計
画
提
出
者
間
の
公
平
性
を
確
保
し
つ
つ
、
出

力
調
整
に
よ
る
潮
流
調
整
効
果
の
高
い
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
。

 

（
潮
流
調
整
）
 

第
１
５
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
流
通
設
備
に
流
れ
る
潮

流
を
、
運
用
容
量
の
範
囲
内
で
、
電
力
系
統
の
安
定
性
を
確
保
で
き
る
適
切
な
値
に
調
整
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
潮

流
調
整
」
と
い
う
。）
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
発
電
機
並
び
に
一
般
送
配
電

事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整
（
発
電
機
の
起
動
又
は
停
止

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
流
通
設
備
の
作
業
停
止
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
流
通
設
備
（
た
だ

し
、
連
系
線
は
除
く
。）

に
流
れ
る
潮
流
が
運
用
容
量
を
超
過
す
る
又
は
超
過
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の

発
電
機
並
び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
な
い
発
電
機
の
発
電
計
画

提
出
者
間
の
公
平
性
を
確
保
し
つ
つ
、
出
力
調
整
に
よ
る
潮
流
調
整
効
果
の
高
い
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
。

 

（
電
力
系
統
に
異
常
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
の
事
前
措
置
）

 

第
１
５
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
台
風
、
暴
風
雪
等
に
よ
っ
て
、
供
給
区
域
の
電
力
系
統
に
お
い
て
停
電
等
の
異

常
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
対
策
を
実
施
し
、
異

常
の
発
生
に
備
え
た
態
勢
を
整
備
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
電
力
系
統
の
異
常
の
発
生
を
抑
制
又
は
防
止
す
る
た

め
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）

 

五
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
発
電
機
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整

 

六
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
が
電
気
供
給
事
業
者
の
発
電
機
の
運
転
や
電
気
の
供
給
に
制
約
を
与
え
る
場

合
は
、
事
前
又
は
事
後
速
や
か
に
、
電
気
供
給
事
業
者
に
当
該
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
連
絡
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
２
項
の
措
置
を
講
じ
る
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
系
系
統
の
運
用
又
は
供
給
区
域
の
需

給
バ
ラ
ン
ス
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
は
、
本
機
関
に
対
し
、
事
前
又
は
事
後
速
や
か
に
当
該
措
置
を
講
じ
る

旨
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
電
力
系
統
に
異
常
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
の
事
前
措
置
）

 

第
１
５
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
台
風
、
暴
風
雪
等
に
よ
っ
て
、
供
給
区
域
の
電
力
系
統
に
お

い
て
停
電
等
の
異
常
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
対

策
を
実
施
し
、
異
常
の
発
生
に
備
え
た
態
勢
を
整
備
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
電
力
系
統
の
異
常
の
発
生
を
抑
制
又

は
防
止
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

一
～
四
 
（
略
）
 

五
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
発
電
機
並
び
に
一
般
送
配
電

事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整

 

六
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
が
電
気
供
給
事
業
者
の
発
電
機
の
運
転
や
電
気
の
供
給
に

制
約
を
与
え
る
場
合
は
、
事
前
又
は
事
後
速
や
か
に
、
電
気
供
給
事
業
者
に
当
該
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
連
絡
す
る
。
 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
２
項
の
措
置
を
講
じ
る
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
系
系
統
の
運
用
又

は
供
給
区
域
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
は
、
本
機
関
に
対
し
、
事
前
又
は
事
後
速
や
か
に
当

該
措
置
を
講
じ
る
旨
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
電
力
系
統
の
異
常
発
生
時
の
措
置
）

 

第
１
５
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
電
力
系
統
に
お
い
て
停
電
等
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
は
、
必
要

に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
電
力
系
統
の
異
常
を
解
消
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
電
力
系
統
の
復
旧
」

と
い
う
。）
。

 

一
 
（
略
）

 

（
電
力
系
統
の
異
常
発
生
時
の
措
置
）

 

第
１
５
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
電
力
系
統
に
お
い
て
停
電
等
の
異
常
が
発
生
し

た
場
合
は
、
必
要
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
電
力
系
統
の
異
常
を
解
消
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
電

力
系
統
の
復
旧
」
と
い
う
。）
。

 

一
 
（
略
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
発
電
機
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整

 

三
～
五
 
（
略
）

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
発
電
機
並
び
に
一
般
送
配
電

事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整

 

三
～
五
 
（
略
）
 

（
電
力
系
統
の
異
常
発
生
時
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
）

 

第
１
５
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
３
号
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、
発
電
機
の
出
力
変

化
速
度
、
調
整
容
量
等
を
考
慮
し
て
、
電
力
系
統
の
復
旧
に
最
も
適
切
と
考
え
ら
れ
る
発
電
機
を
出
力
の
調
整
の
対
象

と
す
る
。

 

（
電
力
系
統
の
異
常
発
生
時
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
）

 

第
１
５
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
３
号
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、

発
電
機
の
出
力
変
化
速
度
、
調
整
容
量
等
を
考
慮
し
て
、
電
力
系
統
の
復
旧
に
最
も
適
切
と
考
え
ら
れ
る
発
電
機
を
出

力
の
調
整
の
対
象
と
す
る
。
 

（
電
力
系
統
の
異
常
発
生
時
の
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
）

 

第
１
５
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
５
５
条
に
定
め
る
方
法
で
は
電
力
系
統
の
異
常
が
解
消
で
き
な
い
場
合

は
、
供
給
区
域
の
需
要
を
抑
制
又
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
と
も

に
、
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

（
電
力
系
統
の
異
常
発
生
時
の
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
）

 

第
１
５
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
５
５
条
に
定
め
る
方
法
で
は
電
力
系
統
の
異
常
が
解
消

で
き
な
い
場
合
は
、
供
給
区
域
の
需
要
を
抑
制
又
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
的
影
響
を

考
慮
す
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

（
電
力
設
備
の
異
常
発
生
時
の
電
気
供
給
事
業
者
の
措
置
）

 

第
１
５
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
自
己
が
保
有
又
は
運
転
す
る
電
力
設
備
を
正
常
に
運

転
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
電
力
系
統
の
安
定
性
や
電
力
品
質
の
維
持
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合

は
、
速
や
か
に
そ
の
状
況
を
一
般
送
配
電
事
業
者
に
連
絡
し
、
協
議
の
上
で
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
た
だ
し
、
一
般

送
配
電
事
業
者
と
の
間
で
当
該
電
気
供
給
事
業
者
が
講
じ
る
べ
き
措
置
を
事
前
に
合
意
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
措
置

を
講
じ
た
上
で
、
一
般
送
配
電
事
業
者
へ
連
絡
す
る
。

 

 ２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
人
身
の
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
電
力
設
備
の

故
障
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
己
が
保
有
又
は
運
転
す
る
電
力
設
備
を
緊
急
停
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
前
各
項
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
電
力
系
統
に
発
生
し
た
電

力
系
統
の
異
常
の
状
況
及
び
措
置
の
結
果
を
速
や
か
に
一
般
送
配
電
事
業
者
に
連
絡
す
る
。

 

（
電
力
設
備
の
異
常
発
生
時
の
電
気
供
給
事
業
者
の
措
置
）

 

第
１
５
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
自
己
が
保
有
又
は
運
転
す
る
電
力

設
備
を
正
常
に
運
転
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
電
力
系
統
の
安
定
性
や
電
力
品
質
の
維
持
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
状
況
を
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
連
絡
し
、
協
議
の
上
で
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
。
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
の
間
で
当
該
電
気
供
給
事
業
者
が
講
じ
る
べ

き
措
置
を
事
前
に
合
意
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
へ
連

絡
す
る
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
人
身
の
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

又
は
電
力
設
備
の
故
障
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
己
が
保
有
又
は
運
転
す
る
電
力
設
備

を
緊
急
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
前
各
項
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
電
力
系

統
に
発
生
し
た
電
力
系
統
の
異
常
の
状
況
及
び
措
置
の
結
果
を
速
や
か
に
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に

連
絡
す
る
。
 

（
周
波
数
の
維
持
）

 

第
１
５
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
周
波
数
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
調
整
力

を
確
保
の
上
、
需
要
に
応
じ
た
電
気
の
供
給
量
を
調
整
し
、
周
波
数
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
周
波
数
調
整
」

と
い
う
。）
。

 

（
周
波
数
の
維
持
）
 

第
１
５
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
周
波
数
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
な
調
整
力
を
確
保
の
上
、
需
要
に
応
じ
た
電
気
の
供
給
量
を
調
整
し
、
周
波
数
を
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
（
以

下
「
周
波
数
調
整
」
と
い
う
。）
。

 

（
周
波
数
調
整
の
方
法
）

 

第
１
６
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
波
数
調
整
を
行
う
。

 

（
周
波
数
調
整
の
方
法
）
 

第
１
６
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
調
整
力
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
波
数
調
整
を
行
う
。
 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
利
用
枠
確
保
の
要
請
）

 

第
１
６
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
翌
日
の
供
給
区
域
の
短
周
期
調
整
力
が
不
足
し
又
は
短
周
期
調
整
力
の
不
足
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
需
給
日
の
前
日
１
２
時
以
降
に
お
い
て
、
本
機
関
に
対
し
て
、
短
周
期
広
域
周
波
数

調
整
の
た
め
の
連
系
線
の
利
用
枠
の
確
保
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）

 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
利
用
枠
確
保
の
要
請
）

 

第
１
６
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
翌
日
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
短
周
期
調
整
力
が
不
足
し
又
は
短

周
期
調
整
力
の
不
足
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
需
給
日
の
前
日
１
２
時
以
降
に
お
い
て
、
本
機
関
に
対
し
て
、

短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
連
系
線
の
利
用
枠
の
確
保
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）
 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
協
力
）

 

第
１
６
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
よ
り
、
短
周
期
調
整
力
が
不
足
又
は
短
周
期
調
整
力
が
不
足
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
す
る
協
力
可
能
な
短
周
期
調
整
力
の
調
整
量
及
び
時
間
の
算
出
の
依
頼
を
受
け

た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
算
出
結
果
を
本
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
協
力
）

 

第
１
６
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
よ
り
、
短
周
期
調
整
力
が
不
足
又
は
短
周
期
調
整
力

が
不
足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
す
る
協
力
可
能
な
短
周
期
調
整
力
の
調
整
量
及
び
時
間
の
算

出
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
算
出
結
果
を
本
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
実
施
に
よ
り
授
受
す
る
金
額
）

 

第
１
６
４
条

 
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
が
支
払
い
、
又

は
受
領
す
べ
き
金
額
そ
の
他
に
係
る
事
項
は
、
接
続
対
象
計
画
差
対
応
補
給
電
力
料
金
等
に
基
づ
き
、
当
事
者
間
の
協

議
に
よ
り
決
定
す
る
。

 

（
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
実
施
に
よ
り
授
受
す
る
金
額
）

 

第
１
６
４
条
 
短
周
期
広
域
周
波
数
調
整
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業

者
が
支
払
い
、
又
は
受
領
す
べ
き
金
額
そ
の
他
に
係
る
事
項
は
、
接
続
対
象
計
画
差
対
応
補
給
電
力
料
金
等
に
基
づ
き
、

当
事
者
間
の
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
。

 

（
異
常
時
の
周
波
数
調
整
）

 

第
１
６
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
力
設
備
の
故
障
、
需
要
の
急
増
又
は
急
減
そ
の
他
想
定
外
の
事
情
に
よ
っ

て
、
周
波
数
が
大
幅
に
変
動
し
、
周
波
数
の
維
持
が
困
難
な
状
態
が
継
続
す
る
場
合
又
は
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
は
（
以
下
「
周
波
数
異
常
時
」
と
い
う
。）
、
必
要
に
応
じ
、
第
１
６
０
条
及
び
第
１
６
２
条
に
定
め
る
周
波
数
調
整

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
確
保
し
た
発
電
機
及
び
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整

が
で
き
る
発
電
機
の
緊
急
停
止
（
揚
水
式
発
電
機
の
揚
水
運
転
の
緊
急
停
止
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）

 

二
・
三
 
（
略
）

 

（
異
常
時
の
周
波
数
調
整
）
 

第
１
６
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
力
設
備
の
故
障
、
需
要
の
急
増
又
は
急
減
そ
の
他
想
定
外

の
事
情
に
よ
っ
て
、
周
波
数
が
大
幅
に
変
動
し
、
周
波
数
の
維
持
が
困
難
な
状
態
が
継
続
す
る
場
合
又
は
継
続
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
は
（
以
下
「
周
波
数
異
常
時
」
と
い
う
。）
、
必
要
に
応
じ
、
第
１
６
０
条
及
び
第
１
６
２
条
に
定
め

る
周
波
数
調
整
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
確
保
し
た
発
電
機
並
び
に
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び

配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
緊
急
停
止
（
揚
水
式
発
電
機
の
揚
水
運
転
の
緊
急
停
止

を
含
む
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

 

二
・
三
 
（
略
）
 

（
周
波
数
異
常
時
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
）

 

第
１
６
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
２
号
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、
発
電
機
の
出
力
変

化
速
度
、
調
整
容
量
等
を
考
慮
し
て
、
周
波
数
の
維
持
又
は
回
復
に
適
切
と
考
え
ら
れ
る
発
電
機
を
出
力
の
調
整
の
対

象
と
す
る
。

 

（
周
波
数
異
常
時
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
）

 

第
１
６
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
２
号
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、

発
電
機
の
出
力
変
化
速
度
、
調
整
容
量
等
を
考
慮
し
て
、
周
波
数
の
維
持
又
は
回
復
に
適
切
と
考
え
ら
れ
る
発
電
機
を

出
力
の
調
整
の
対
象
と
す
る
。

 

（
周
波
数
異
常
時
の
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
）

 

第
１
６
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
周
波
数
が
大
幅
に
低
下
し
た
周
波
数
異
常
時
に
お
い
て
、
第
１
６
５
条
に
定
め

る
周
波
数
調
整
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
波
数
を
維
持
又
は
回
復
で
き
な
い
場
合
に
は
、
供
給
区
域
の
需
要
を

抑
制
又
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
条
に
定
め
る
周
波
数
調
整
で
は
周
波
数
を
維
持
又
は
回
復
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
緊
急
の
場
合
に
は
、
同
条
に
定
め
る
周
波
数
調
整
を
行
わ
ず
に
、
供
給
区
域
の
需
要
を

抑
制
又
は
遮
断
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
と
も

に
、
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

（
周
波
数
異
常
時
の
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
）

 

第
１
６
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
周
波
数
が
大
幅
に
低
下
し
た
周
波
数
異
常
時
に
お
い
て
、
第

１
６
５
条
に
定
め
る
周
波
数
調
整
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
波
数
を
維
持
又
は
回
復
で
き
な
い
場
合
に
は
、
供

給
区
域
の
需
要
を
抑
制
又
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
条
に
定
め
る
周
波
数
調
整
で
は
周
波
数
を
維
持

又
は
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
緊
急
の
場
合
に
は
、
同
条
に
定
め
る
周
波
数
調
整
を
行
わ
ず
に
、
供

給
区
域
の
需
要
を
抑
制
又
は
遮
断
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
的
影
響
を

考
慮
す
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

（
上
げ
調
整
力
の
活
用
）

 

第
１
６
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
力
設
備
の
故
障
、
需
要
予
測
又
は
発
電
予
測
の
誤
差
等
に
よ
っ
て
、
供
給
区

域
の
需
要
に
対
す
る
電
気
の
供
給
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
た
調
整
力
の
活
用

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
起
動

 

（
上
げ
調
整
力
の
活
用
）
 

第
１
６
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
力
設
備
の
故
障
、
需
要
予
測
又
は
発
電
予
測
の
誤
差
等
に

よ
っ
て
、
供
給
区
域
の
需
要
に
対
す
る
電
気
の
供
給
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
る
。
 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
た
調
整
力
の
活
用

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
起
動

 

（
予
備
力
の
増
加
）

 

第
１
７
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
上
げ
調
整
力
不
足
又
は
上
げ
調
整
力
不
足
の
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
供
給
区
域
の
予
備
力
を
増
加
さ
せ
る
よ

う
努
め
る
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
火
力
発
電
機
の
定
格
出
力
を
超
え
る
運
転
の
準
備
（
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
が
発
電
設
備
を
保
有
す
る
事

業
者
と
事
前
に
合
意
し
た
発
電
機
に
限
る
。）

 

三
 
（
略
）

 

（
予
備
力
の
増
加
）
 

第
１
７
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
上
げ
調
整
力
不
足
又
は
上
げ
調
整

力
不
足
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
供
給
区
域
の
予
備
力

を
増
加
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
火
力
発
電
機
の
定
格
出
力
を
超
え
る
運
転
の
準
備
（
た
だ
し
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
が
発
電
設

備
を
保
有
す
る
事
業
者
と
事
前
に
合
意
し
た
発
電
機
に
限
る
。）

 

三
 
（
略
）
 

（
供
給
力
が
不
足
す
る
場
合
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
）

 
（
供
給
力
が
不
足
す
る
場
合
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

第
１
７
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
２
条
の
措
置
を
行
っ
て
も
な
お
自
己
の
供
給
区
域
の
需
給
ひ
っ
迫
を
解
消
で

き
な
い
と
き
は
、
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
前
２
条

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
、
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
行
う
に
当
た
り
、
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
及

び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
の
措
置
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
電
気
事
業

者
及
び
需
要
者
に
対
し
て
当
該
措
置
を
講
じ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

 

第
１
７
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
２
条
の
措
置
を
行
っ
て
も
な
お
自
己
の
供
給
区
域
の
需
給

ひ
っ
迫
を
解
消
で
き
な
い
と
き
は
、
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
前
２
条
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
、
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
行
う
に
当
た
り
、
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
と
も

に
、
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
項
の
措
置
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
措
置
の
対
象
と

な
っ
た
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
に
対
し
て
当
該
措
置
を
講
じ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

 

（
下
げ
調
整
力
の
活
用
）

 

第
１
７
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
力
設
備
の
故
障
、
需
要
予
測
又
は
発
電
予
測
の
誤
差
等
に
よ
っ
て
、
供
給
区

域
の
需
要
に
対
す
る
電
気
の
供
給
が
余
剰
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
た
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法

 

 

ア
～
ウ

 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法

 

 

ア
～
ウ

 
（
略
）
 

（
下
げ
調
整
力
の
活
用
）
 

第
１
７
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
力
設
備
の
故
障
、
需
要
予
測
又
は
発
電
予
測
の
誤
差
等
に

よ
っ
て
、
供
給
区
域
の
需
要
に
対
す
る
電
気
の
供
給
が
余
剰
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
る
。
 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
調
整
力
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
た
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ

る
方
法
 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
方

法
 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

（
下
げ
調
整
力
が
不
足
す
る
場
合
の
措
置
）

 

第
１
７
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
供
給
区
域
の
電
気
の
余
剰
を
解
消
で
き
ず
、
下
げ
調

整
力
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
不
足
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
順
位
に
し
た
が

っ
て
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
で
き
な
い
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
（
第
３
号
か
ら
第

５
号
ま
で
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。）

 

ア
～
ウ

 
（
略
）
 

二
～
七
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
措
置
の
実
施
に
要
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
た
上
で
、
関
係
す
る
電
気
供
給
事

業
者
に
対
し
、
実
施
に
必
要
と
な
る
要
請
又
は
指
令
を
行
う
。

 

（
下
げ
調
整
力
が
不
足
す
る
場
合
の
措
置
）

 

第
１
７
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
電
気
の
余
剰
を

解
消
で
き
ず
、
下
げ
調
整
力
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
不
足
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
次
の

各
号
の
順
位
に
し
た
が
っ
て
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
。

 

一
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
で
き
な
い
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
方

法
（
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。）

 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

二
～
七
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
措
置
の
実
施
に
要
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
た
上
で
、
配
電
事
業
者
及
び
関
係

す
る
電
気
供
給
事
業
者
に
対
し
、
実
施
に
必
要
と
な
る
要
請
又
は
指
令
を
行
う
。

 

（
出
力
抑
制
又
は
揚
水
運
転
の
実
施
に
係
る
事
前
協
議
）

 

第
１
７
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
下
げ
調
整
力
不
足
を
回
避
す
る
た

め
の
措
置
の
要
請
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
発
電
設
備
に
係
る
発
電
契
約
者
又
は
当
該
発
電
設
備
を
保
有
す
る
発

電
設
備
設
置
者
（
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
「
発
電
契
約
者
等
」
と
い
う
。）

と
あ
ら
か
じ
め
出
力
抑
制
又
は
揚
水
運

転
に
係
る
料
金
そ
の
他
の
条
件
に
つ
い
て
、
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
出
力
抑
制
又
は
揚
水
運
転
の
実
施
に
係
る
事
前
協
議
）

 

第
１
７
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
下
げ
調
整
力
不

足
を
回
避
す
る
た
め
の
措
置
の
要
請
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
発
電
設
備
に
係
る
発
電
契
約
者
又
は
当
該
発
電
設

備
を
保
有
す
る
発
電
設
備
設
置
者
（
以
下
、
こ
の
節
に
お
い
て
「
発
電
契
約
者
等
」
と
い
う
。）

と
あ
ら
か
じ
め
出
力

抑
制
又
は
揚
水
運
転
に
係
る
料
金
そ
の
他
の
条
件
に
つ
い
て
、
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
緊
急
時
の
出
力
抑
制
）

 

第
１
７
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
需
要
の
急
激
な
減
少
、
急
激
な
出
水
等
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
緊
急
時
の
必
要

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
の
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
電
指
令
に
よ
る
出
力
抑
制
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

 

（
緊
急
時
の
出
力
抑
制
）
 

第
１
７
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
需
要
の
急
激
な
減
少
、
急
激
な
出
水
等
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

り
緊
急
時
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
の
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
電
指
令
に
よ
る
出
力

抑
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
電
力
量
及
び
時
間
の
調
整
）

 

第
１
７
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
翌
日
の
供
給
区
域
の
下
げ
調
整
力
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
の
不
足
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
は
、
実
需
給
日
の
前
日
１
２
時
以
降
に
お
い
て
、
本
機
関
に
対
し
て
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
２
号
に

規
定
す
る
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
電
力
量
及
び
時
間
の
調
整
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
電
力
量
及
び
時
間
の
調
整
）
 

第
１
７
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
翌
日
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
下
げ
調
整
力
不
足
又
は
下
げ
調
整

力
の
不
足
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
需
給
日
の
前
日
１
２
時
以
降
に
お
い
て
、
本
機
関
に
対
し
て
、
第
１
７

４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
電
力
量
及
び
時
間
の
調
整
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）
 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
協
力
）

 

第
１
７
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
よ
り
、
下
げ
調
整
力
が
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
が
不
足
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
す
る
協
力
可
能
な
電
力
量
及
び
時
間
の
算
出
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し

て
、
実
需
給
日
の
前
日
１
６
時
ま
で
に
、
算
出
結
果
を
本
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
の
た
め
の
協
力
）

 

第
１
７
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
よ
り
、
下
げ
調
整
力
が
不
足
又
は
下
げ
調
整
力
が
不

足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
す
る
協
力
可
能
な
電
力
量
及
び
時
間
の
算
出
の
依
頼
を
受
け
た
場

合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
実
需
給
日
の
前
日
１
６
時
ま
で
に
、
算
出
結
果
を
本
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
を
行
っ
た
場
合
の
一
般
送
配
電
事
業
者
間
の
精
算
）

 

第
１
８
１
条

 
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
が
支
払
い
、
又

は
受
領
す
べ
き
金
額
そ
の
他
に
係
る
事
項
は
、
接
続
対
象
計
画
差
対
応
補
給
電
力
料
金
等
を
基
に
、
当
事
者
間
の
協
議

に
よ
り
決
定
す
る
。

 

（
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
を
行
っ
た
場
合
の
一
般
送
配
電
事
業
者
間
の
精
算
）

 

第
１
８
１
条
 
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業

者
が
支
払
い
、
又
は
受
領
す
べ
き
金
額
そ
の
他
に
係
る
事
項
は
、
接
続
対
象
計
画
差
対
応
補
給
電
力
料
金
等
を
基
に
、

当
事
者
間
の
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
。

 

（
下
げ
代
不
足
を
解
消
す
る
た
め
の
本
機
関
に
対
す
る
指
示
の
要
請
）

 

第
１
８
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場

合
は
、
本
機
関
に
対
し
、
業
務
規
程
第
１
１
１
条
に
定
め
る
指
示
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
（
略
）

 

（
下
げ
代
不
足
を
解
消
す
る
た
め
の
本
機
関
に
対
す
る
指
示
の
要
請
）

 

第
１
８
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
下
げ
代
不
足
又
は
下
げ
代
不
足
の
お
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
必

要
が
あ
る
場
合
は
、
本
機
関
に
対
し
、
業
務
規
程
第
１
１
１
条
に
定
め
る
指
示
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
自
然
変
動
電
源
の
出
力
抑
制
を
行
っ
た
場
合
の
検
証
）

 

第
１
８
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
５
号
に
定
め
る
自
然
変
動
電
源
の
出
力
抑
制
を
行
っ
た

場
合
、
本
機
関
に
対
し
、
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
は
速
や
か
に
、
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
は
翌
年
度

４
月
末
日
ま
で
に
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

一
 
（
略
）

 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
が
講
じ
た
第
１
７
３
条
の
措
置
の
具
体
的
内
容

 

三
・
四
 
（
略
）

 

（
自
然
変
動
電
源
の
出
力
抑
制
を
行
っ
た
場
合
の
検
証
）

 

第
１
８
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
５
号
に
定
め
る
自
然
変
動
電
源
の
出

力
抑
制
を
行
っ
た
場
合
、
本
機
関
に
対
し
、
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
は
速
や
か
に
、
第
４
号
に
掲
げ

る
事
項
は
翌
年
度
４
月
末
日
ま
で
に
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
が
講
じ
た
第
１
７
３
条
の
措
置
の
具
体
的
内
容

 

三
・
四
 
（
略
）
 

（
発
電
契
約
者
等
に
対
す
る
出
力
制
御
等
を
行
っ
た
場
合
の
説
明
）

 

第
１
８
４
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
各
号
（
た
だ
し
、
第
２
号
及
び
第
６
号
を
除
く
。）

の
出

力
抑
制
の
対
象
と
な
る
発
電
設
備
の
選
定
に
当
た
り
、
電
気
供
給
事
業
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
規
定
す
る
出
力
抑
制
等
を

給
電
指
令
に
よ
り
行
う
際
に
は
、
給
電
指
令
を
受
け
る
発
電
契
約
者
等
に
対
し
、
事
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
者
等
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
時
に
は
事
後
速
や

か
に
説
明
を
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
契
約
者
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
書
面
を
も
っ
て
、
前
項
の
説
明
を
行
う
も
の

と
す
る
。

 

（
発
電
契
約
者
等
に
対
す
る
出
力
制
御
等
を
行
っ
た
場
合
の
説
明
）

 

第
１
８
４
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
各
号
（
た
だ
し
、
第
２
号
及
び
第
６
号

を
除
く
。）

の
出
力
抑
制
の
対
象
と
な
る
発
電
設
備
の
選
定
に
当
た
り
、
電
気
供
給
事
業
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
規
定
す

る
出
力
抑
制
等
を
給
電
指
令
に
よ
り
行
う
際
に
は
、
給
電
指
令
を
受
け
る
発
電
契
約
者
等
に
対
し
、
事
前
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
者
等
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急

時
に
は
事
後
速
や
か
に
説
明
を
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
発
電
契
約
者
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
書
面
を
も
っ
て
、
前
項
の

説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
発
電
契
約
者
等
に
対
す
る
出
力
抑
制
を
行
っ
た
場
合
の
本
機
関
へ
の
報
告
）

 

第
１
８
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
発
電
契
約
者
等
に
対
し
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
出

力
抑
制
の
給
電
指
令
を
行
っ
た
場
合
は
、
事
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
説
明
を
行

う
と
と
も
に
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
発
電
契
約
者
等
に
対
す
る
出
力
抑
制
を
行
っ
た
場
合
の
本
機
関
へ
の
報
告
）

 

第
１
８
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
発
電
契
約
者
等
に
対
し
、
第
１
７
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら

第
４
号
ま
で
の
出
力
抑
制
の
給
電
指
令
を
行
っ
た
場
合
は
、
事
後
速
や
か
に
、
本
機
関
に
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
圧
調
整
）

 

第
１
８
６
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
供
給
す
る
電
気
の
電
圧
を
電
気
事
業

法
施
行
規
則
（
平
成
７
年
１
０
月
１
８
日
通
商
産
業
省
令
第
７
７
号
、
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）

第
３
８
条
第

１
項
に
定
め
る
範
囲
内
に
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
電
圧
調
整
」
と
い
う
。）
。

 

（
電
圧
調
整
）
 

第
１
８
６
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
供
給
す
る
電
気
の

電
圧
を
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
３
８
条
第
１
項
に
定
め
る
範
囲
内
に
維
持
す
る
よ
う
努
め
る
（
以
下
「
電
圧
調
整
」

と
い
う
。）
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

一
～
五
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
の
合
意
又
は
給
電
指
令
に
基
づ
き
発
電

機
に
よ
る
電
圧
の
調
整
を
行
う
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
圧
調
整
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
需
要
者
に
対
し
て
、
当
該
需
要
者
が
保
有
す

る
力
率
改
善
用
の
コ
ン
デ
ン
サ
を
開
放
す
る
よ
う
依
頼
す
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
を
除
く
電
気
供
給
事
業
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
若
し
く
は
配
電
事
業
者

と
の
合
意
又
は
給
電
指
令
に
基
づ
き
発
電
機
に
よ
る
電
圧
の
調
整
を
行
う
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
電
圧
調
整
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
需
要
者
に
対
し
て
、
当
該

需
要
者
が
保
有
す
る
力
率
改
善
用
の
コ
ン
デ
ン
サ
を
開
放
す
る
よ
う
依
頼
す
る
。

 

（
運
用
目
標
値
の
設
定
）

 

第
１
８
７
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
適
切
に
電
圧
を
維
持
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
、
高

圧
及
び
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
に
お
け
る
電
圧
の
運
用
目
標
値
を
定
め
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）

 

（
運
用
目
標
値
の
設
定
）
 

第
１
８
７
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
適
切
に
電
圧
を
維
持
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
考
慮
し
て
、
高
圧
及
び
特
別
高
圧
の
送
電
系
統
に
お
け
る
電
圧
の
運
用
目
標
値
を
定
め
る
。

 

一
～
五
 
（
略
）
 

（
異
常
時
の
電
圧
調
整
）

 

第
１
８
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
８
６
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
定
め
る
電
圧
調
整
に
よ
っ
て
も
適
正
な
電

圧
が
維
持
で
き
ず
、
電
圧
崩
壊
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
供
給
区
域
の
電
圧
を
維
持
す
る
た
め
に
必

要
な
と
き
は
、
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
の
実
施
に
当
た
り
、
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
及

び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

（
異
常
時
の
電
圧
調
整
）
 

第
１
８
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
８
６
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
定
め
る
電
圧
調
整
に
よ

っ
て
も
適
正
な
電
圧
が
維
持
で
き
ず
、
電
圧
崩
壊
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
供
給
区
域
の
電
圧
を
維

持
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
供
給
区
域
の
需
要
の
抑
制
又
は
遮
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
の
実
施
に
当
た
り
、
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
と
も

に
、
電
気
事
業
者
及
び
需
要
者
間
の
公
平
性
に
配
慮
す
る
。

 

（
給
電
指
令
）

 

第
１
８
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
に
存
す
る
電
気
供
給
事
業
者
及
び
需
要
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
、
電
力
設
備
の
運
転
（
操
作
又
は
停
止
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
、
電
力
設
備
の
作
業
中
止
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
関
す
る
指
令
（
電
力
設
備
の
運
転
等
に
用
い
る
計
算
機
、
自
動
復
旧
装
置
等
に
よ
り
自
動
的
に
電
力
設

備
の
運
転
等
を
実
施
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
給
電
指
令
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）

 

（
給
電
指
令
）
 

第
１
８
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
に
存
す
る
電
気
供
給
事
業
者
及
び
需
要
者
に
対

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
電
力
設
備
の
運
転
（
操
作
又
は
停
止
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
、
電
力
設
備

の
作
業
中
止
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
指
令
（
電
力
設
備
の
運
転
等
に
用
い
る
計
算
機
、
自
動
復
旧
装
置
等
に
よ

り
自
動
的
に
電
力
設
備
の
運
転
等
を
実
施
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
給
電
指
令
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

 

一
・
二
 
（
略
）
 

（
給
電
指
令
の
発
受
令
に
必
要
な
事
項
の
決
定
）

 

第
１
９
０
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
給
電
指
令
を
受
令
す
る
者
（
以
下
「
受
令
者
」
と
い
う
。）

は
、
あ
ら
か
じ
め

給
電
指
令
の
発
受
令
に
備
え
、
協
議
の
上
、
給
電
指
令
の
内
容
、
給
電
指
令
の
対
象
と
す
る
電
力
設
備
の
範
囲
、
給
電

指
令
の
発
受
令
の
体
制
そ
の
他
給
電
指
令
の
発
受
令
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
給
電
申
合
書
そ
の
他
の
協
定

書
を
締
結
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
も
当
事
者
に
含
め
る
も
の
と
す

る
。

 

（
給
電
指
令
の
発
受
令
に
必
要
な
事
項
の
決
定
）

 

第
１
９
０
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
並
び
に
給
電
指
令
を
受
令
す
る
者
（
以
下
「
受
令
者
」
と
い
う
。）

は
、
あ
ら
か
じ
め
給
電
指
令
の
発
受
令
に
備
え
、
協
議
の
上
、
給
電
指
令
の
内
容
、
給
電
指
令
の
対
象
と
す
る
電
力
設

備
の
範
囲
、
給
電
指
令
の
発
受
令
の
体
制
そ
の
他
給
電
指
令
の
発
受
令
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
給
電
申
合
書

そ
の
他
の
協
定
書
を
締
結
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
関
係
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業

者
も
当
事
者
に
含
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
手
順
書
の
作
成
）

 

第
１
９
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
受
令
者
は
、
給
電
指
令
を
発
受
令
す
る
ご
と
に
、
協
議
の
上
、
給
電
指
令
を
実

行
す
る
た
め
の
手
順
書
を
作
成
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

一
・
二
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
手
順
書
に
し
た
が
っ
て
給
電
指
令
を
発
令
し
、
受
令
者
は
手
順
書
に
し
た
が
っ
て
速
や
か
に

電
力
設
備
の
操
作
又
は
運
転
を
実
施
す
る
。

 

（
手
順
書
の
作
成
）
 

第
１
９
１
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
並
び
に
受
令
者
は
、
給
電
指
令
を
発
受
令
す
る
ご
と
に
、
協
議
の

上
、
給
電
指
令
を
実
行
す
る
た
め
の
手
順
書
を
作
成
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

一
・
二
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
手
順
書
に
し
た
が
っ
て
給
電
指
令
を
発
令
し
、
受
令
者
は
手
順
書
に
し
た

が
っ
て
速
や
か
に
電
力
設
備
の
操
作
又
は
運
転
を
実
施
す
る
。
 

（
給
電
指
令
に
基
づ
く
電
力
設
備
の
運
転
等
の
実
施
）

 

第
１
９
２
条

 
受
令
者
は
、
給
電
指
令
を
迅
速
か
つ
確
実
に
行
い
、
合
理
的
な
理
由
の
な
い
限
り
、
こ
れ
を
拒
み
、
改
変

し
又
は
実
施
を
遅
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
人
身
の
安
全
、
電
力
設
備
の
保
安
、
電
力
の
安
定
供
給
及
び
電
力

品
質
の
確
保
等
に
問
題
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
受
令
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
給
電
指
令
の

変
更
又
は
中
止
を
要
請
し
、
適
切
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
給
電
指
令
に
基
づ
く
電
力
設
備
の
運
転
等
の
実
施
）

 

第
１
９
２
条
 
受
令
者
は
、
給
電
指
令
を
迅
速
か
つ
確
実
に
行
い
、
合
理
的
な
理
由
の
な
い
限
り
、
こ
れ
を
拒
み
、
改
変

し
又
は
実
施
を
遅
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
人
身
の
安
全
、
電
力
設
備
の
保
安
、
電
力
の
安
定
供
給
及
び
電
力

品
質
の
確
保
等
に
問
題
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
受
令
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対

し
、
給
電
指
令
の
変
更
又
は
中
止
を
要
請
し
、
適
切
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
異
常
時
の
給
電
指
令
の
理
由
等
の
通
知
）

 

第
１
９
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
８
９
条
第
１
項
第
２
号
の
給
電
指
令
を
行
っ
た
場
合
は
、
給
電
指
令
の
受

（
異
常
時
の
給
電
指
令
の
理
由
等
の
通
知
）

 

第
１
９
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
８
９
条
第
１
項
第
２
号
の
給
電
指
令
を
行
っ
た
場
合

-91-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

令
者
に
対
し
、
速
や
か
に
当
該
給
電
指
令
の
理
由
及
び
内
容
を
通
知
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
第
１
８
９
条
第
１
項
第
２
号
の
給
電
指
令
を
発
電
設
備
保
有
事
業
者
に
対
し
て
直
接
行
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
令
が
当
該
発
電
設
備
保
有
事
業
者
か
ら
他
の
電
気
事
業
者
へ
の
電
気
の
供
給
に
影
響
を
与

え
る
と
き
は
、
事
後
速
や
か
に
、
当
該
電
気
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

は
、
給
電
指
令
の
受
令
者
に
対
し
、
速
や
か
に
当
該
給
電
指
令
の
理
由
及
び
内
容
を
通
知
す
る
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
第
１
８
９
条
第
１
項
第
２
号
の
給
電
指
令
を
発
電
設
備
保
有
事
業
者
に

対
し
て
直
接
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
令
が
当
該
発
電
設
備
保
有
事
業
者
か
ら
他
の
電
気
事
業
者
へ
の
電
気
の

供
給
に
影
響
を
与
え
る
と
き
は
、
事
後
速
や
か
に
、
当
該
電
気
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
説
明
を
行
う
。

 

（
下
げ
代
不
足
時
に
お
け
る
短
時
間
熱
容
量
に
よ
る
運
用
容
量
の
算
出
）

 

第
１
９
６
条

 
特
定
の
供
給
区
域
に
お
い
て
下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
２
項
第
１
号
の
流
通

設
備
の
熱
容
量
に
基
づ
き
運
用
容
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
下
げ
代

不
足
が
見
込
ま
れ
る
期
間
に
限
定
し
て
、
潮
流
の
値
を
短
時
間
熱
容
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
供
給
区
域
に
お
い
て
給
電
指
令
に
よ
り
迅
速
か
つ
確
実
に
出
力
抑
制
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
電
源
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

 

（
下
げ
代
不
足
時
に
お
け
る
短
時
間
熱
容
量
に
よ
る
運
用
容
量
の
算
出
）

 

第
１
９
６
条
 
特
定
の
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
い
て
下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条

第
２
項
第
１
号
の
流
通
設
備
の
熱
容
量
に
基
づ
き
運
用
容
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
期
間
に
限
定
し
て
、
潮
流
の
値
を
短
時
間
熱
容
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
下
げ
代
不
足
が
見
込
ま
れ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
い
て
給
電
指
令
に
よ
り

迅
速
か
つ
確
実
に
出
力
抑
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
電
源
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

 

（
緊
急
時
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
）

 

第
２
２
１
条

 
混
雑
が
発
生
し
た
連
系
線
に
隣
接
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
業
務
規
程
第
１
４
３
条
か

ら
第
１
４
３
条
の
５
ま
で
の
規
定
に
よ
る
混
雑
処
理
を
行
う
ま
で
の
間
の
電
力
系
統
の
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
、
必

要
に
応
じ
、
当
該
連
系
線
の
潮
流
を
抑
制
す
る
相
殺
潮
流
が
流
れ
る
よ
う
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調

整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
。

 

（
緊
急
時
の
発
電
機
の
出
力
の
調
整
）

 

第
２
２
１
条
 
混
雑
が
発
生
し
た
連
系
線
に
隣
接
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
業

務
規
程
第
１
４
３
条
か
ら
第
１
４
３
条
の
５
ま
で
の
規
定
に
よ
る
混
雑
処
理
を
行
う
ま
で
の
間
の
電
力
系
統
の
安
定

性
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
連
系
線
の
潮
流
を
抑
制
す
る
相
殺
潮
流
が
流
れ
る
よ
う
一
般
送
配
電
事
業

者
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
調
整
が
で
き
る
発
電
機
の
出
力
の
調
整
を
行
う
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
作
業
停
止
計
画
の
調
整
）

 

第
２
２
９
条

 
（
略
）
 

２
 
電
気
供
給
事
業
者
（
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い
て
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者

の
行
う
作
業
停
止
計
画
の
取
り
ま
と
め
及
び
調
整
を
実
施
す
る
上
で
、
作
業
停
止
期
間
等
の
情
報
共
有
を
確
実
に
行

い
、
事
故
の
未
然
防
止
や
円
滑
な
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
作
業
停
止
計
画
の
調
整
）

 

第
２
２
９
条
 
（
略
）
 

２
 
電
気
供
給
事
業
者
（
配
電
事
業
者
を
含
み
、
一
般
送
配
電
事
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、

一
般
送
配
電
事
業
者
の
行
う
作
業
停
止
計
画
の
取
り
ま
と
め
及
び
調
整
を
実
施
す
る
上
で
、
作
業
停
止
期
間
等
の
情
報

共
有
を
確
実
に
行
い
、
事
故
の
未
然
防
止
や
円
滑
な
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
作
業
停
止
計
画
の
原
案
の
提
出
）

 

第
２
３
０
条

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
供
給
区
域
の
系
統
規
模
が
大
き
い
場
合
や
作
業
停
止
計
画
が
多
数
で
あ
る
場
合
等
、
電
力

設
備
の
作
業
停
止
計
画
の
調
整
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
作
業
停
止
計
画
提
出
者
と
あ
ら
か
じ
め

合
意
の
上
、
作
業
停
止
計
画
提
出
者
に
対
し
て
、
年
間
及
び
月
間
の
作
業
停
止
計
画
の
ほ
か
、
当
年
度
の
下
期
の
作
業

停
止
計
画
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
（
略
）

 

（
作
業
停
止
計
画
の
原
案
の
提
出
）

 

第
２
３
０
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
系
統
規
模
が
大
き
い
場
合
や
作
業
停
止
計
画
が
多
数

で
あ
る
場
合
等
、
電
力
設
備
の
作
業
停
止
計
画
の
調
整
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
作
業
停
止
計
画

提
出
者
と
あ
ら
か
じ
め
合
意
の
上
、
作
業
停
止
計
画
提
出
者
に
対
し
て
、
年
間
及
び
月
間
の
作
業
停
止
計
画
の
ほ
か
、

当
年
度
の
下
期
の
作
業
停
止
計
画
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
（
略
）
 

別
表
１
２
－
１
一
般
送
配
電
事
業
者
へ
の
作
業
停
止
計
画
の
提
出
期
日
（
※
１
、
※
２
）

 

 
年
間
計
画
 

（
翌
年
度
・
翌
々
年
度
）
 

月
間
計
画
 

（
翌
月
・
翌
々
月
）

 

各
計
画
の
変
更
・

 

計
画
外
作
業
停
止

 

原
案

 
毎
年
１
０
月
末
頃
 

毎
月
１
日
頃
 

不
定
期
 

（
速
や
か
に
）

 
調
整
案

 
毎
年
１
２
月
末
頃
 

毎
月
１
０
日
頃
 

最
終
案

 
毎
年
２
月
中
旬
 

毎
月
中
旬
 

※
１

 
電
力
設
備
の
作
業
停
止
計
画
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
力
設
備
の
存
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者
と
作
業

停
止
計
画
提
出
者
が
協
議
の
上
、
提
出
期
日
を
別
途
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

※
２

 
（
略
）

 

別
表
１
２
－
１
一
般
送
配
電
事
業
者
へ
の
作
業
停
止
計
画
の
提
出
期
日
（
※
１
、
※
２
）

 

 
年
間
計
画

 

（
翌
年
度
・
翌
々
年
度
）

 

月
間
計
画
 

（
翌
月
・
翌
々
月
）
 

各
計
画
の
変
更
・
 

計
画
外
作
業
停
止
 

原
案
 

毎
年
１
０
月
末
頃

 
毎
月
１
日
頃
 

不
定
期
 

（
速
や
か
に
）
 

調
整
案
 

毎
年
１
２
月
末
頃

 
毎
月
１
０
日
頃
 

最
終
案
 

毎
年
２
月
中
旬

 
毎
月
中
旬
 

※
１
 
電
力
設
備
の
作
業
停
止
計
画
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
力
設
備
の
存
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
一
般

送
配
電
事
業
者
と
作
業
停
止
計
画
提
出
者
が
協
議
の
上
、
提
出
期
日
を
別
途
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

※
２
 
（
略
）
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

別
表
１
２
－
２
 
作
業
停
止
計
画
の
提
出
者
及
び
提
出
先

 

対
象
設
備

 
計
画
提
出
者
 

提
出
先
 

流
通
設
備
の

 

作
業
停
止
計
画

 
作
業
停
止
計
画
提
出
者

 
流
通
設
備
の
存
す
る
供
給
区
域
の
一
般
送
配

電
事
業
者
 

発
電
設
備
の

 

作
業
停
止
計
画

 
発
電
計
画
提
出
者

 
本
機
関
 

 

別
表
１
２
－
２

 
作
業
停
止
計
画
の
提
出
者
及
び
提
出
先

 

対
象
設
備
 

計
画
提
出
者
 

提
出
先
 

流
通
設
備
の
 

作
業
停
止
計
画
 

作
業
停
止
計
画
提
出
者
 

流
通
設
備
の
存
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の

供
給
区
域
の
一
般
送
配
電
事
業
者

 

発
電
設
備
の
 

作
業
停
止
計
画
 

発
電
計
画
提
出
者
 

本
機
関
 

 

（
作
業
実
施
の
手
続
）

 

第
２
４
３
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
作
業
を
実
施
す
る
電
気
供
給
事
業
者
は
、
作
業
事
故
、
供
給
支
障
等
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
第
１
９
１
条
の
規
定
に
よ
り
、
相
互
に
協
調
し
て
作
業
停
止
に
伴
う
電
力
設
備
の
運
転
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
と
作
業
を
実
施
す
る
電
気
供
給
事
業
者
は
、
作
業
停
止
の
実
施
に
際
し
て
、
作
業
停
止
の
開
始

時
刻
及
び
終
了
時
刻
を
相
互
に
確
認
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
作
業
を
中
止
す
る
場
合
、
作
業
開
始
を
見
合
せ
る
場
合
又
は
作
業
期
間
を
延
長
す
る
場
合

に
は
、
作
業
を
実
施
す
る
電
気
供
給
事
業
者
と
そ
の
内
容
及
び
理
由
を
相
互
に
確
認
す
る
。

 

４
 
（
略
）

 

（
作
業
実
施
の
手
続
）
 

第
２
４
３
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
並
び
に
作
業
を
実
施
す
る
電
気
供
給
事
業
者
は
、
作
業
事
故
、
供

給
支
障
等
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
第
１
９
１
条
の
規
定
に
よ
り
、
相
互
に
協
調
し
て
作
業
停
止
に
伴
う
電

力
設
備
の
運
転
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
作
業
を
実
施
す
る
電
気
供
給
事
業
者
は
、
作
業
停
止
の
実
施
に
際
し
て
、

作
業
停
止
の
開
始
時
刻
及
び
終
了
時
刻
を
相
互
に
確
認
す
る
。

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
は
、
作
業
を
中
止
す
る
場
合
、
作
業
開
始
を
見
合
せ
る
場
合
又
は
作
業
期
間

を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
作
業
を
実
施
す
る
電
気
供
給
事
業
者
と
そ
の
内
容
及
び
理
由
を
相
互
に
確
認
す
る
。

 

４
 
（
略
）
 

（
系
統
情
報
の
公
表
）

 

第
２
４
５
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
は
、
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
電
力
系
統
の
利
用
に

資
す
る
情
報
を
公
表
す
る
。

 

２
 
業
務
規
程
第
１
６
８
条
第
２
項
で
規
定
し
た
本
機
関
の
公
表
内
容
の
う
ち
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者

が
公
表
す
べ
き
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
が
公
表
す
る
。
 

 ３
 
（
略
）

 

（
系
統
情
報
の
公
表
）
 

第
２
４
５
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
系
統
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
電
力

系
統
の
利
用
に
資
す
る
情
報
を
公
表
す
る
。
 

２
 
業
務
規
程
第
１
６
８
条
第
２
項
で
規
定
し
た
本
機
関
の
公
表
内
容
の
う
ち
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及

び
配
電
事
業
者
が
公
表
す
べ
き
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
が
公
表
す

る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
）

 

第
２
４
７
条

 
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
業
務
は
、
低
圧
需
要
者
、
高
圧
需
要
者
、

低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
の
う
ち
低
圧
の
送
電
系
統
に
連
系
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
保
有
す
る

発
電
設
備
設
置
者
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
契
約
の
実
績
が
あ
る
電
源
で
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
契
約
を
終

了
し
た
発
電
設
備
の
う
ち
、
低
圧
の
送
電
系
統
に
連
系
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
保
有
す
る
発
電
設
備
設

置
者
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
」
と
い
う
。）

と
す
る
。
た
だ
し
、

第
３
号
の
使
用
量
情
報
照
会
に
つ
い
て
は
、
契
約
電
力
５
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
高
圧
需
要
者
及
び
特
別
高
圧
需
要

者
に
関
す
る
も
の
も
含
む
。

 

一
～
七
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

３
 
こ
の
章
の
規
定
は
、
小
売
電
気
事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
が
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象

業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

（
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
）

 

第
２
４
７
条
 
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
業
務
は
、
低
圧
需
要
者
、
高
圧
需
要
者
、

低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
の
う
ち
低
圧
の
送
電
系
統
に
連
系
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
保
有
す
る

発
電
設
備
設
置
者
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特

定
契
約
の
実
績
が
あ
る
電
源
で
、
そ
の
特
定
契
約
が
終
了
し
た
発
電
設
備
の
う
ち
、
低
圧
の
送
電
系
統
に
連
系
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
保
有
す
る
発
電
設
備
設
置
者
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
ス
イ
ッ
チ

ン
グ
支
援
対
象
業
務
」
と
い
う
。）

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
号
の
使
用
量
情
報
照
会
に
つ
い
て
は
、
契
約
電
力
５
０

０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
高
圧
需
要
者
及
び
特
別
高
圧
需
要
者
に
関
す
る
も
の
も
含
む
。

 

一
～
七
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
こ
の
章
の
規
定
は
、
小
売
電
気
事
業
者
、
一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
が
ス
イ
ッ
チ

ン
グ
支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
連
携
シ
ス
テ
ム
の
開
発
）

 

第
２
４
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
を

実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
、
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
に
よ
る
連
携
シ
ス
テ
ム
の
開
発
）
 

第
２
４
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ

支
援
対
象
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
、
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
供
給
地
点
特
定
番
号
検
索
）

 

第
２
５
０
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
ス
イ
ッ
チ

（
供
給
地
点
特
定
番
号
検
索
）
 

第
２
５
０
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
ス
イ
ッ
チ
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
供
給
地
点
特
定
番
号
の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
特
定
卸
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支

援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
供
給
地
点
特
定
番
号
の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
供
給
地
点
特
定
番
号
の
照
会
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
特
定
卸
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支

援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
供
給
地
点
特
定
番
号
の
照
会
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
供
給
地
点
設
備
情
報
照
会
）

 

第
２
５
１
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
供
給
地
点

特
定
番
号
を
特
定
し
た
上
で
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
設
備
情
報
の
照

会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
し
て
照
会
で
き
る
情
報
は

住
所
情
報
及
び
検
針
日
情
報
の
み
と
す
る
。

 

２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
特
定
卸
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
供
給
地
点
特
定
番

号
を
特
定
し
た
上
で
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
設
備
情
報
の
照
会
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
し
て
照
会
で
き
る
情
報
は
住
所
情

報
及
び
検
針
日
情
報
の
み
と
す
る
。

 

（
供
給
地
点
設
備
情
報
照
会
）
 

第
２
５
１
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
供
給
地
点

特
定
番
号
を
特
定
し
た
上
で
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対

し
設
備
情
報
の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
し
て
照

会
で
き
る
情
報
は
住
所
情
報
及
び
検
針
日
情
報
の
み
と
す
る
。

 

２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
特
定
卸
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
供
給
地
点
特
定
番

号
を
特
定
し
た
上
で
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
設
備

情
報
の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
し
て
照
会
で
き

る
情
報
は
住
所
情
報
及
び
検
針
日
情
報
の
み
と
す
る
。

 

（
使
用
量
情
報
照
会
）

 

第
２
５
２
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
需
要
者
の

委
任
を
受
け
た
場
合
に
限
り
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
使
用
量
情
報

の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
特
定
卸
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
需
要
者
の
委
任
を

受
け
た
場
合
に
限
り
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
使
用
量
情
報
の
照
会

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
小
売
電
気
事
業
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
使
用
量
情
報
照
会
の
委
任
を
受
け
た
場
合
に
は
、
公
的
証
明
書
等
に

基
づ
き
、
当
該
委
任
を
行
っ
た
者
が
需
要
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
使
用
量
情
報
照
会
に
当

た
っ
て
、
当
該
証
明
書
等
の
写
し
を
一
般
送
配
電
事
業
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
公
的
証
明
書
等
に
基
づ
き
、
小
売
電
気
事
業
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
が
需
要
者
の
委
任

を
受
け
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
場
合
に
は
、
照
会
を
受
け
た
需
要
者
の
使
用
量
情
報
を
提
供
す
る
。

 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
需
要
者
本
人
か
ら
使
用
量
情
報
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は
、
小
売
電
気
事
業
者
又
は
需
要

抑
制
契
約
者
を
通
じ
て
、
当
該
照
会
を
受
け
た
需
要
者
に
対
し
使
用
量
情
報
を
提
供
す
る
。

 

（
使
用
量
情
報
照
会
）
 

第
２
５
２
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
需
要
者
の

委
任
を
受
け
た
場
合
に
限
り
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対

し
、
使
用
量
情
報
の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
特
定
卸
供
給
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
需
要
者
の
委
任
を

受
け
た
場
合
に
限
り
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
使

用
量
情
報
の
照
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
小
売
電
気
事
業
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者
は
、
使
用
量
情
報
照
会
の
委
任
を
受
け
た
場
合
に
は
、
公
的
証
明
書
等
に

基
づ
き
、
当
該
委
任
を
行
っ
た
者
が
需
要
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
使
用
量
情
報
照
会
に
当

た
っ
て
、
当
該
証
明
書
等
の
写
し
を
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
公
的
証
明
書
等
に
基
づ
き
、
小
売
電
気
事
業
者
及
び
需
要
抑
制
契
約
者

が
需
要
者
の
委
任
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
場
合
に
は
、
照
会
を
受
け
た
需
要
者
の
使
用
量
情
報
を
提
供
す
る
。
 

５
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
需
要
者
本
人
か
ら
使
用
量
情
報
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は
、
小
売
電
気

事
業
者
又
は
需
要
抑
制
契
約
者
を
通
じ
て
、
当
該
照
会
を
受
け
た
需
要
者
に
対
し
使
用
量
情
報
を
提
供
す
る
。

 

（
託
送
供
給
契
約
の
切
替
え
）

 

第
２
５
４
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
が
現
に
他
の
小
売
電
気
事
業
者
（
以
下
「
現
小
売
電
気
事
業
者
」
と
い
う
。）

か
ら
電
気
の
小
売
供
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
需
要
者
と
の
間
で
新
た
に
電
気
の
小
売
供
給
を
行
う
旨

の
契
約
（
以
下
「
小
売
供
給
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
と
き
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、

一
般
送
配
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
託
送
供
給
契
約
の
切
替
え
の
申
込
み
（
以
下
「
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
開
始
申
込
み
」

と
い
う
。）

を
行
う
（
以
下
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
開
始
申
込
み
を
行
う
小
売
電
気
事
業
者
を
「
新
小
売
電
気
事
業
者
」
と

い
う
。）
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
開
始
申
込
み
及
び
ス
イ
ッ
チ

ン
グ
廃
止
申
込
み
の
双
方
を
受
け
付
け
た
日
（
以
下
「
マ
ッ
チ
ン
グ
日
」
と
い
う
。）

以
後
の
日
で
、
新
小
売
電
気
事

業
者
と
現
小
売
電
気
事
業
者
が
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
を
希
望
す
る
日
（
以
下
「
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
希
望
日
」
と
い
う
。）

に
お

い
て
、
託
送
供
給
契
約
の
切
替
え
を
行
う
。
た
だ
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
希
望
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
以
降
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
託
送
供
給
契
約
の
切
替
え
）
 

第
２
５
４
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
が
現
に
他
の
小
売
電
気
事
業
者
（
以
下
「
現
小
売
電
気
事
業
者
」
と
い
う
。）

か
ら
電
気
の
小
売
供
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
需
要
者
と
の
間
で
新
た
に
電
気
の
小
売
供
給
を
行
う
旨

の
契
約
（
以
下
「
小
売
供
給
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
と
き
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、

一
般
送
配
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
託
送
供
給
契
約
の
切
替
え
の
申
込
み
（
以
下
「
ス
イ
ッ
チ
ン

グ
開
始
申
込
み
」
と
い
う
。）

を
行
う
（
以
下
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
開
始
申
込
み
を
行
う
小
売
電
気
事
業
者
を
「
新
小
売

電
気
事
業
者
」
と
い
う
。）
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
開
始
申
込

み
及
び
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
廃
止
申
込
み
の
双
方
を
受
け
付
け
た
日
（
以
下
「
マ
ッ
チ
ン
グ
日
」
と
い
う
。）

以
後
の
日
で
、

新
小
売
電
気
事
業
者
と
現
小
売
電
気
事
業
者
が
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
を
希
望
す
る
日
（
以
下
「
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
希
望
日
」
と

い
う
。）

に
お
い
て
、
託
送
供
給
契
約
の
切
替
え
を
行
う
。
た
だ
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
希
望
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
日
以
降
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

一
・
二
 
（
略
）

 
一
・
二
 
（
略
）
 

（
再
点
の
申
込
み
）

 

第
２
５
５
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
と
の
間
で
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
供
給
地
点
に

お
い
て
現
に
小
売
供
給
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業

者
に
対
し
、
速
や
か
に
小
売
供
給
を
開
始
す
る
日
（
以
下
「
再
点
日
」
と
い
う
。）

か
ら
託
送
供
給
を
行
う
よ
う
申
込

み
（
以
下
「
再
点
申
込
み
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
前
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
小
売
電
気
事
業
者
は
、
再
点
申
込
み
に
関
し
、
個
別
に
一
般
送
配
電

事
業
者
と
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
再
点
の
申
込
み
）
 

第
２
５
５
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
と
の
間
で
、
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
供
給
地
点
に

お
い
て
現
に
小
売
供
給
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業

者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
小
売
供
給
を
開
始
す
る
日
（
以
下
「
再
点
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
託
送
供
給

を
行
う
よ
う
申
込
み
（
以
下
「
再
点
申
込
み
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
小
売
電
気
事
業
者
は
、
再
点
申
込
み
に
関
し
、
個
別
に
一
般
送
配
電

事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
ア
ン
ペ
ア
変
更
）

 

第
２
５
７
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
か
ら
ア
ン
ペ
ア
変
更
の
申
出
を
受
け
た
場
合
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ

ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
需
要
者
か
ら
ア
ン
ペ
ア
変
更
の
申
出
が
あ
っ
た
旨
及
び

変
更
後
の
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
ア
ン
ペ
ア
変
更
を
実
施
す
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
送

配
電
事
業
者
は
、
そ
の
結
果
を
設
備
情
報
に
反
映
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
小
売
電
気
事
業
者

が
確
認
で
き
る
状
態
に
す
る
。

 

（
ア
ン
ペ
ア
変
更
）
 

第
２
５
７
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
か
ら
ア
ン
ペ
ア
変
更
の
申
出
を
受
け
た
場
合
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ

ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
需
要
者
か
ら
ア
ン
ペ
ア
変
更
の
申
出

が
あ
っ
た
旨
及
び
変
更
後
の
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
ア
ン
ペ
ア
変
更
を
実
施
す
る
。
こ

の
場
合
、
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
そ
の
結
果
を
設
備
情
報
に
反
映
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス

テ
ム
を
通
じ
て
、
小
売
電
気
事
業
者
が
確
認
で
き
る
状
態
に
す
る
。

 

（
需
要
者
情
報
変
更
）

 

第
２
５
８
条

 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
の
情
報
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
対
し
、
ス
イ

ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
速
や
か
に
需
要
者
の
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
及
び
変
更
後
の
情
報
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
小
売
電
気
事
業
者
か
ら
受
け
た
需
要
者
の
情
報
の
変
更
を
反
映
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援

シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
小
売
電
気
事
業
者
が
確
認
で
き
る
状
態
に
す
る
。

 

（
需
要
者
情
報
変
更
）
 

第
２
５
８
条
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
需
要
者
の
情
報
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業

者
に
対
し
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
、
速
や
か
に
需
要
者
の
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
及
び
変
更
後
の

情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
小
売
電
気
事
業
者
か
ら
受
け
た
需
要
者
の
情
報
の
変
更
を
反
映
し
、
ス

イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
小
売
電
気
事
業
者
が
確
認
で
き
る
状
態
に
す
る
。

 

（
同
一
供
給
地
点
に
お
け
る
ア
ン
マ
ッ
チ
の
解
消
）

 

第
２
５
９
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
以
下
「
ア
ン
マ
ッ
チ
」
と
い
う
。
）
は
、
小
売
電

気
事
業
者
と
協
議
の
上
、
ア
ン
マ
ッ
チ
の
解
消
に
努
め
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）

 

２
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
ア
ン
マ
ッ
チ
が
生
じ
た
こ
と
を
認
識
し
た
場
合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
の
協
議
に

応
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
と
も
に
ア
ン
マ
ッ
チ
の
解
消
に
努
め
る
。

 

（
同
一
供
給
地
点
に
お
け
る
ア
ン
マ
ッ
チ
の
解
消
）

 

第
２
５
９
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
以
下
「
ア
ン
マ
ッ
チ
」
と
い
う
。）

は
、
小
売
電
気
事
業
者
と
協
議
の
上
、
ア
ン
マ
ッ
チ
の
解
消
に
努
め
る
。

 

一
～
三
 
（
略
）
 

２
 
小
売
電
気
事
業
者
は
、
ア
ン
マ
ッ
チ
が
生
じ
た
こ
と
を
認
識
し
た
場
合
に
は
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業

者
か
ら
の
協
議
に
応
じ
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
と
も
に
ア
ン
マ
ッ
チ
の
解
消
に
努
め
る
。

 

（
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
の
利
用
）

 

第
２
６
４
条

 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
が
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
な
い
と
き
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
の
申
込
み
等
に
応
じ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

（
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
シ
ス
テ
ム
の
利
用
）

 

第
２
６
４
条
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
が
ス
イ
ッ
チ
ン
グ

支
援
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
と
き
は
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
の
申
込
み
等
に
応
じ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

（
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
す
る
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合
）

 

第
２
６
６
条

 
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
す
る
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合

は
、
こ
の
章
の
規
定
は
、「

供
給
地
点
特
定
番
号
」
を
「
受
電
地
点
特
定
番
号
」、
「
供
給
地
点
」
を
「
受
電
地
点
」、
「
需

要
者
」
を
「
発
電
設
備
設
置
者
」、
「
小
売
供
給
」
を
「
特
定
供
給
」
及
び
「
小
売
供
給
契
約
」
を
「
特
定
契
約
」
と
読

み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
と
電
気
の
特
定
契
約
を
締
結
し
て
い
る
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
が

Ｆ
Ｉ
Ｔ
買
取
期
間
満
了
に
伴
う
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合
は
、
第
２
４
７
条
及
び
第
２
５
２
条
か
ら

（
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
す
る
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合
）

 

第
２
６
６
条

 
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
及
び
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
電
源
に
関
す
る
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合

は
、
こ
の
章
の
規
定
は
、「

供
給
地
点
特
定
番
号
」
を
「
受
電
地
点
特
定
番
号
」、
「
供
給
地
点
」
を
「
受
電
地
点
」、
「
需

要
者
」
を
「
発
電
設
備
設
置
者
」、
「
小
売
供
給
」
を
「
特
定
供
給
」
及
び
「
小
売
供
給
契
約
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
特
措
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
特
措
法
第

２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
を
締
結
し
て
い
る
低
圧
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
源
が
調
達
期
間
満
了
に
伴
う
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

第
２
６
２
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

支
援
対
象
業
務
を
行
う
場
合
は
、
第
２
４
７
条
及
び
第
２
５
２
条
か
ら
第
２
６
２
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

（
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
申
請
）

 

第
２
６
７
条
の
６

 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
送
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
対
し
、
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
災
害
等
扶
助
交
付
金
の
交
付
申
請
）

 

第
２
６
７
条
の
６
 
一
般
送
配
電
事
業
者
、
送
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
に
対
し
、
災
害
等
扶
助
交
付
金

の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
電
力
需
給
等
に
関
す
る
情
報
の
本
機
関
へ
の
提
出
）

 

第
２
６
８
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
１
８
１
条
の
年
次
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
、
本
機
関

に
対
し
、
毎
年
８
月
末
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
前
年
度
の
実
績
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

一
 
周
波
数
に
関
す
る
実
績

 
自
ら
の
供
給
区
域
に
お
い
て
、
標
準
周
波
数
か
ら
以
下
に
示
す
変
動
幅
に
維
持
さ
れ
た

時
間
の
比
率
の
実
績
（
た
だ
し
、
離
島
に
お
け
る
周
波
数
の
実
績
は
除
く
。）

 

ア
～
エ

 
（
略
）
 

二
 
電
圧
に
関
す
る
実
績

 
自
ら
の
供
給
区
域
に
お
い
て
、
施
行
規
則
第
３
９
条
の
規
定
に
よ
り
電
圧
を
測
定
し
た
地

点
数
並
び
に
別
表
１
６
－
１
の
維
持
す
べ
き
値
を
逸
脱
し
た
地
点
数
及
び
そ
の
比
率

 

三
・
四
 
（
略
）

 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
法
第
２
６
条
第
３
項
及
び
施
行
規
則
第
３
９
条
の
規
定
に
よ
り

記
録
し
保
存
し
て
い
る
周
波
数
及
び
電
圧
の
測
定
結
果
並
び
に
電
気
関
係
報
告
規
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
国
へ
報

告
し
た
供
給
支
障
事
故
の
情
報
そ
の
他
本
機
関
が
前
項
の
評
価
・
分
析
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
情
報
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

 

（
電
力
需
給
等
に
関
す
る
情
報
の
本
機
関
へ
の
提
出
）

 

第
２
６
８
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
が
業
務
規
程
第
１
８
１
条
の
年
次
報
告
書
を
作
成
す

る
た
め
、
本
機
関
に
対
し
、
毎
年
８
月
末
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
前
年
度
の
実
績
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
周
波
数
に
関
す
る
実
績
 
自
ら
の
供
給
区
域
に
お
い
て
、
標
準
周
波
数
か
ら
以
下
に
示
す
変
動
幅
に
維
持
さ
れ
た

時
間
の
比
率
の
実
績
（
た
だ
し
、
離
島
等
に
お
け
る
周
波
数
の
実
績
は
除
く
。）

 

ア
～
エ
 
（
略
）
 

二
 
電
圧
に
関
す
る
実
績
 
自
ら
の
供
給
区
域
に
お
い
て
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
３
９
条
の
規
定
に
よ
り
電
圧
を

測
定
し
た
地
点
数
並
び
に
別
表
１
６
－
１
の
維
持
す
べ
き
値
を
逸
脱
し
た
地
点
数
及
び
そ
の
比
率

 

三
・
四
 
（
略
）
 

２
 
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
は
、
本
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
法
第
２
６
条
第
３
項
及
び
第
２
７
条
の
１
２

の
１
３
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
６
条
第
３
項
並
び
に
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
３
９
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
保

存
し
て
い
る
周
波
数
及
び
電
圧
の
測
定
結
果
並
び
に
電
気
関
係
報
告
規
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
国
へ
報
告
し
た
供

給
支
障
事
故
の
情
報
そ
の
他
本
機
関
が
前
項
の
評
価
・
分
析
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
事
業
者
コ
ー
ド
等
の
申
請
）

 

第
２
６
９
条

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 

３
 
本
機
関
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申
請
の
あ
っ
た
事
業
者
に
対
し
コ
ー
ド
を
発
行

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
一
般
送
配
電
事
業
者
に
通
知
す
る
。

 

（
事
業
者
コ
ー
ド
等
の
申
請
）
 

第
２
６
９
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
本
機
関
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
申
請
の
あ
っ
た
事
業
者
に
対
し
コ
ー
ド
を
発
行

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
配
電
事
業
者
に
通
知
す
る
。

 

（
供
給
区
域
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
量
の
提
出
）

 

第
２
７
１
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
算
定
が
完
了
し
た
供
給
区
域
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
量
を
、
原
則
と
し
て
算
定
期
間

の
翌
々
月
の
第
４
営
業
日
ま
で
に
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
削
る
）
 

附
則
（
平
成
２
８
年
４
月
１
日
）
 

（
同
時
同
量
に
関
す
る
特
別
措
置
）

 

第
４
条

 
実
同
時
同
量
の
契
約
者
は
、
第
１
３
８
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
供
給
区
域
ご
と
に
、
別
表
１
及
び
別
表
２

に
定
め
る
と
お
り
、
需
給
計
画
及
び
発
電
計
画
を
作
成
し
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 ２
・
３

 
（
略
）

 

４
 
第
１
４
３
条
に
定
め
る
一
般
送
配
電
事
業
者
へ
の
追
加
資
料
の
提
出
及
び
第
１
４
４
条
に
定
め
る
計
画
値
の
変
更

に
つ
い
て
は
、
実
同
時
同
量
の
契
約
者
が
需
給
計
画
及
び
発
電
計
画
の
提
出
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

 

 ５
 
（
略
）

 

 

別
表
１
 
 
需
給
計
画
の
提
出

 

附
則
（
平
成
２
８
年
４
月
１
日
）

 

（
同
時
同
量
に
関
す
る
特
別
措
置
）

 

第
４
条

 
実
同
時
同
量
の
契
約
者
は
、
第
１
３
８
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
ご
と

に
、
別
表
１
及
び
別
表
２
に
定
め
る
と
お
り
、
需
給
計
画
及
び
発
電
計
画
を
作
成
し
、
本
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

２
・
３
 
（
略
）

 

４
 
第
１
４
３
条
に
定
め
る
一
般
送
配
電
事
業
者
又
は
配
電
事
業
者
へ
の
追
加
資
料
の
提
出
及
び
第
１
４
４
条
に
定
め

る
計
画
値
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
実
同
時
同
量
の
契
約
者
が
需
給
計
画
及
び
発
電
計
画
の
提
出
す
る
場
合
に
準
用
す

る
。

 

５
 
（
略
）

 

 

別
表
１
 
 
需
給
計
画
の
提
出
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変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

提
出
す
る

 

計
画

 

年
間
計
画

 

（
第
１
～

 

第
２
年
度
）

 

月
間
計
画

 

（
翌
月
、
翌

々
月
）

 

週
間
計
画

 

（
翌
週
、
翌

々
週
）

 

翌
日
計
画

 
当
日
計
画

 

提
出
期
限

 
毎
年

 

１
０
月
末
日

 
毎
月
１
日

 
毎
週
火
曜
日

 

毎
日

 

午
前
１
２
時

（
※
１
）

 

随
時

 

提 出
 

内 容
 

 

需
要

 

電
力

 

各
月

 

平
休
日
別
の

需
要
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

各
週

 

平
休
日
別
の

需
要
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

日
別
の

 

需
要
電
力
の

最
大
値
と
予

想
時
刻
及
び

最
小
値
と
予

想
時
刻

 

３
０
分
ご
と

の
需
要
電
力

量
 

３
０
分
ご
と

の
需
要
電
力

量
 

供
給

 

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

 
 
 
 

 

別
表
２
 
発
電
計
画
の
提
出

 

提
出
す
る

 

計
画

 

年
間
計
画

 

（
第
１
～

 

第
２
年
度
）

 

月
間
計
画

 

（
翌
月
、
翌

々
月
）

 

週
間
計
画

 

（
翌
週
、
翌

々
週
）

 

翌
日
計
画

 
当
日
計
画

 

提
出
期
限

 
毎
年

 

１
０
月
末
日

 
毎
月
１
日

 
毎
週
火
曜
日

 

毎
日

 

午
前
１
２
時

（
※
１
）

 

随
時

 

提
出
す
る

 

発
電
地
点
別

 

発
電
計
画

 

各
月

 

平
休
日
別
の

供
給
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

各
週

 

平
休
日
別
の

供
給
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

日
別
の

 

供
給
電
力
の

最
大
値
と
予

想
時
刻
及
び

最
小
値
と
予

想
時
刻

 

３
０
分
ご
と

の
供
給
電
力

量
 

３
０
分
ご
と

の
供
給
電
力

量
 

（
※
１
）

 
（
略
）

 

提
出
す
る

 

計
画

 

年
間
計
画

 

（
第
１
～

 

第
２
年
度
）

 

月
間
計
画

 

（
翌
月
、
翌

々
月
）

 

週
間
計
画

 

（
翌
週
、
翌

々
週
）

 

翌
日
計
画

 
当
日
計
画

 

提
出
期
限

 
毎
年

 

１
０
月
末
日

 
毎
月
１
日

 
毎
週
水
曜
日

午
前
１
０
時

 

毎
日

 

午
前
１
２
時

（
※
１
）

 

随
時

 

提 出
 

内 容
 

 

需
要

 

電
力

 

各
月

 

平
休
日
別
の

需
要
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

各
週

 

平
休
日
別
の

需
要
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

本
機
関
が
指

定
す
る
２
点

の
時
刻
の
日

別
の
需
要
電

力
 

  

３
０
分
ご
と

の
需
要
電
力

量
 

３
０
分
ご
と

の
需
要
電
力

量
 

供
給

 

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

需
要
電
力
に

対
す
る
供
給

電
力

 

 

別
表
２
 
発
電
計
画
の
提
出

 

提
出
す
る

 

計
画

 

年
間
計
画

 

（
第
１
～

 

第
２
年
度
）

 

月
間
計
画

 

（
翌
月
、
翌

々
月
）

 

週
間
計
画

 

（
翌
週
、
翌

々
週
）

 

翌
日
計
画

 
当
日
計
画

 

提
出
期
限

 
毎
年

 

１
０
月
末
日

 
毎
月
１
日

 
毎
週
水
曜
日

午
前
１
０
時

 

毎
日

 

午
前
１
２
時

（
※
１
）

 

随
時

 

提
出
す
る

 

発
電
地
点
別

 

発
電
計
画

 

各
月

 

平
休
日
別
の

供
給
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

各
週

 

平
休
日
別
の

供
給
電
力
の

最
大
値
及
び

最
小
値

 

本
機
関
が
指

定
す
る
２
点

の
時
刻
の
日

別
の
供
給
電

力
 

３
０
分
ご
と

の
供
給
電
力

量
 

３
０
分
ご
と

の
供
給
電
力

量
 

（
※
１
）
 
（
略
）

 

附
則
（
平
成
２
９
年
９
月
６
日
）

 

（
更
新
計
画
の
提
出
）

 

第
２
条

 
経
過
措
置
対
象
者
は
、
本
機
関
が
経
過
措
置
計
画
を
管
理
し
、
経
過
措
置
可
否
判
定
を
実
施
す
る
た
め
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
更
新
計
画
（
３
０
分
単
位
の
断
面
に
限
る
。）

を
本
機
関
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
事
業
者
間
で
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
若
し
く
は
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域
を
跨

い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
計
画
等
の
変
更
又
は
終
了
等
に
よ
り
経
過
措
置
計
画
に
登
録
し
て
い
る
値
よ
り
も
経

過
措
置
の
利
用
量
が
減
少
す
る
と
き

 

三
・
四
 
（
略
）

 

附
則
（
平
成
２
９
年
９
月
６
日
）

 

（
更
新
計
画
の
提
出
）

 

第
２
条
 
経
過
措
置
対
象
者
は
、
本
機
関
が
経
過
措
置
計
画
を
管
理
し
、
経
過
措
置
可
否
判
定
を
実
施
す
る
た
め
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
更
新
計
画
（
３
０
分
単
位
の
断
面
に
限
る
。）

を
本
機
関
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
（
略
）
 

二
 
事
業
者
間
で
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
若
し
く
は
同
一
事
業
者

に
よ
り
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
計
画
等
の
変
更
又
は
終
了
等
に
よ
り

経
過
措
置
計
画
に
登
録
し
て
い
る
値
よ
り
も
経
過
措
置
の
利
用
量
が
減
少
す
る
と
き

 

三
・
四
 
（
略
）
 

-97-



 

 

変
 
更
 
前
（
変
更
点
に
下
線
）
 

変
 
更
 
後
（
変
更
点
に
下
線
）
 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）
 

附
則
（
平
成
３
０
年
６
月
２
９
日
）

 

（
発
電
制
約
量
の
調
整
）

 

第
２
条

 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
広
域
連
系
系
統
の
作
業
停
止
計
画
の
調
整
に
お
い
て
、
第
２
４
４
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
制
約
の
対
象
と
し
て
選
定
し
た
発
電
機
に
よ
り
定
格
容
量
比
率
按
分
し
た
発
電
制
約
量
及
び
制
約
の
対
象
と

し
て
選
定
し
た
発
電
機
を
発
電
計
画
提
出
者
へ
通
知
す
る
。
供
給
区
域
の
需
給
状
況
等
に
応
じ
て
発
電
制
約
量
を
見
直

し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

２
～
７

 
（
略
）

 

附
則
（
平
成
３
０
年
６
月
２
９
日
）

 

（
発
電
制
約
量
の
調
整
）
 

第
２
条
 
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
広
域
連
系
系
統
の
作
業
停
止
計
画
の
調
整
に
お
い
て
、
第
２
４
４
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
制
約
の
対
象
と
し
て
選
定
し
た
発
電
機
に
よ
り
定
格
容
量
比
率
按
分
し
た
発
電
制
約
量
及
び
制
約
の
対
象
と

し
て
選
定
し
た
発
電
機
を
発
電
計
画
提
出
者
へ
通
知
す
る
。
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
の
需
給
状
況
等
に
応
じ

て
発
電
制
約
量
を
見
直
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

 

２
～
７
 
（
略
）
 

附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
）

 

（
特
定
負
担
更
新
計
画
の
提
出
）

 

第
４
条

 
特
定
負
担
計
画
対
象
者
は
、
本
機
関
が
特
定
負
担
計
画
を
管
理
し
、
特
定
負
担
可
否
判
定
を
実
施
す
る
た
め
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
３
０
分
単
位
の
断
面
の
特
定
負
担
更
新
計
画
を
本
機
関
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 
（
略
）

 

二
 
事
業
者
間
で
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
又
は
同
一
事
業
者
に
よ
り
供
給
区
域
を
跨
い
で

行
う
電
力
調
達
に
係
る
計
画
の
変
更
等
に
よ
り
特
定
負
担
計
画
の
値
が
減
少
す
る
と
き

 

 三
・
四
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 

附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
）

 

（
特
定
負
担
更
新
計
画
の
提
出
）

 

第
４
条
 
特
定
負
担
計
画
対
象
者
は
、
本
機
関
が
特
定
負
担
計
画
を
管
理
し
、
特
定
負
担
可
否
判
定
を
実
施
す
る
た
め
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
３
０
分
単
位
の
断
面
の
特
定
負
担
更
新
計
画
を
本
機
関
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
（
略
）
 

二
 
事
業
者
間
で
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
合
意
又
は
同
一
事
業
者
に
よ

り
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
を
跨
い
で
行
う
電
力
調
達
に
係
る
計
画
の
変
更
等
に
よ
り
特
定
負
担
計
画
の

値
が
減
少
す
る
と
き
 

三
・
四
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
新
設
）

 
附
則
（
令
和
 
年
 
月
 
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
本
指
針
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
又
は
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す

る
。
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